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第 1章 

 情報モラル指導充実のための事業 
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１．事業の目的 

 
インターネットは、社会生活の一部となり、買い物や予約申込み等は電話よりもむしろインターネット

を利用して行い、インターネット無しでは考えられないというほど、社会生活に浸透している。また、ス

マートフォンがフィーチャーフォンを上回って普及する現状では、インターネットへの入り口となる端末

は、パソコン、携帯電話からスマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、音楽プレーヤーのように多様

化すると同時に、いつでも、どこでも、誰でもインターネットに接続して、利用できるものとなっており、

児童・生徒は保護者の目の届かないところで利用できるようになった。 

 

このように身近になったインターネットであるが、その利用により手軽に多くの情報を入手したり、見

知らぬ人々とコミュニケーションを取ったり、自宅での買い物も手軽にできるなど、様々なことが手軽に

かつ安全安心にできるようになると同時に、もう一方では児童・生徒が SNS や無料ゲームなどのコミュニ

ティサイトで犯罪などに巻き込まれる事例も発生している。 

 

日本教育情報化振興会では、児童・生徒の安全安心を願い「教育現場のＩＣＴ安全安心対策事業」を展

開しており、この中の一つの事業として「情報モラル指導充実のための事業」を実施している。 

 

これまで、インターネットには危険な面があるということで児童・生徒をそれらから遠ざけるのではな

く、子どもたち自身がインターネットを上手に使い、上手に付き合っていけるようにすることが大切であ

るという考え方に基づいて「ネット社会の歩き方セミナー」を開催してきた。これは、直接、児童・生徒

と保護者に対し、ネット社会をどう歩いていけばよいのかを指導、啓発するセミナーであったが、学習指

導要領の総則に「各教科等の指導にあたっては…情報モラルを身につけ…」と記載されたことを契機に、

全ての教員が、全ての教科で情報モラル指導をできるように、その指導法、教材や現在児童・生徒の抱え

ている問題点など最新の情報を提供することを目的として、平成２３年度から公益財団法人ＪＫＡの補助

をいただき、情報モラル指導の講師を育成すべく「情報モラル指導充実のための事業」を行い、教職員や

教育委員会の指導主事などを対象としたセミナーを開催して、今年度はその６年目にあたる。正しい指導

方法を広く展開することを重要な観点として、セミナー参加者がその地域の教育委員会や学校に戻り、そ

こで講師として指導ができるための教材と指導方法を伝える資料を用意し、裾野を広げるための活動とし

ている。 

なお、これらは公益財団法人ＪＫＡの競輪の補助金を受け実施した。 
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２．作業項目とスケジュール／作業体制 

 
(1) 作業項目とスケジュール 

 作業項目とスケジュールは下記の通りである 

 

図表１ 作業項目とスケジュール  

平成２９年 平成３０年
作業項目  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月

委員会開催 　 ▼① ▼② ▼③ ▼④
12 4 8 26

開催地公募 ---▼

テキスト改訂   ▲------------------------------▼

セミナー開催    ▲-----------------------------▼

学習教材開発     ▲-------------------------------------------------------▼

成果発表会 ▼
9

 
 

(2) 委員会の設置 

本事業では有識者で構成する「ネット社会の歩き方講師育成セミナー検討委員会」を組織して作業に取

り組んだ。全４回の検討委員会を開催し、作業スケジュールの策定、セミナー開催地の公募と採択、セミ

ナー用テキストの改訂、セミナー開催時の講師、学習教材の企画と開発、成果発表会での報告等、本事業

の全体を管理した。 

また、セミナー用テキストの改訂の実作業、セミナー開催地の教育委員会との連絡、セミナー開催準備、

学習教材開発の実作業等は事務局が担当した。 

   

図表２ 委員一覧 

所属 役職及び氏名 

鳴門教育大学大学院 准教授         藤村 裕一 

岐阜聖徳学園大学 教授          石原 一彦 

聖心女子大学 非常勤講師       榎本 竜二 

新見公立短期大学 教授          梶本 佳照 

エンゼル幼稚園 子育て支援センター長  勝見 慶子 

東京都台東区立 東育英小学校 校長          木村 和夫 

東京都台東区立 教育支援館 研修専門員       佐久間茂和 

千葉学芸高等学校 校長          高橋 邦夫 

柏市教育委員会 教育専門アドバイザー  西田 光昭 

千葉大学教育学部 附属中学校 副校長         三宅 健次 

   
図表３ 事務局等の体制 

所属 役職及び氏名 役割 

一般社団法人 

日本教育情報化振興会 

         専務理事 森本 泰弘 責任者 

 同上 調査・研究開発部     部長 吉田 真和 総括・研修対応 

 同上 総務部    総務担当部長 赤松伊佐代 JKA 対応・連絡窓口 
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(3) 委員会の開催 

 委員会は年間で４回の開催とし、適宜日程を調整した。急を要する場合にはメールによる検討・決議を

行った。そのため５回開催予定だったが、年間４回の委員会を開催した。 

それぞれの開催日、議題は下記の通りである。 

 

図表４ 委員会開催実績 

開催回数 開催日 議題 

第１回 29. 6.12 ・年度スケジュールの確認 

・セミナー開催地採択と担当委員の選定 

・セミナー用テキスト改訂カ所の検討 

・新規教材について 

-  テーマ名「ネット社会の歩き方ナビカード」 

-  企画・スケジュール・構成の検討 

-  各部会（幼小・小中・中高・保護者）の検討および報告 

第２回 29. 9. 4 ・今年度セミナーを実施した結果と今後に向けての検討 

・更新するコンテンツについて 

第３回 29.12. 8 ・次年度に更新するコンテンツについて 

- 執筆担当の決定 

・教育の情報化推進フォーラムのパネル討論について 

・更新するコンテンツについて 

-  修正の確認及び内容の確定 

-  学習教材のシナリオ検討 等 

第４回 30. 2.26 ・次年度に更新するコンテンツについて 

・次年度セミナー用テキスト改訂カ所の検討 

- 確認・レビュー 

・教育の情報化推進フォーラムのパネル討論について 

- 最終確認 

 

 

(4) 開催地の公募 

 開催地の公募は、教育委員会の意向もあり1前年度の １月より行った。日本教育情報化振興会 のＷｅｂ 

ページで公開すると共に、全国の都道府県と中核市以上の教育委員会約１００カ所へ下記内容の案内状を

送付した。 

 1)テーマ 

    「情報モラル教育指導のポイント」 

 2)開催時期と時間 

    平成２９年 ６月から平成２９年１２月の間の午後、最低 ２時間３０分 

 3)対象受講者と会場あたりの定員 

    指導主事、教職員   約５０名程度（目安） 

 4)開催会場 

    地方自治体等の無償で利用できる会場 かつ 受講者がパソコンを使用可能な会場 

 5)セミナーの具体的な内容 

  講師育成セミナー検討委員会と貴教育委員会の協議で決定する 

  

 

 

 

 

                                         
1通常、地方自治体の教育委員会は教員研修計画を前年度の 2月頃に策定している。この計画に組み込むために、本事業で

実施するセミナーの採択に関しても早期の決定を求められている。 



 5 

6)セミナーのプログラム（例） 

 ・データから見るネット社会の現状 

 ・情報モラルの指導（理論編および実践編） 

 ・「ネット社会の歩き方」の活用 

 ・その他の教材の紹介 

 ・保護者との関わり 

 ・問題発生時の対応 

  ・ワークショップ 

 

(5) セミナー用テキストの改訂 

 セミナー用テキストの中には、携帯電話・スマートフォンの保有率やネット上のトラブル発生状況等、

年々変化する数値データがあるため、中央省庁が発表している最新データに更新した。 

さらに、次期学習指導要領解説編における情報モラルも取り扱いについても解説を追加した。 

また、スマートフォンを保有する比率が増え、アプリの進展による新しいＳＮＳのサービスや問題にも

対応する必要があった。このように世の中の動きを反映したセミナーとするために、委員の意見に基づき

（過去一年間程度のネット上のトラブルやリスクの中から喫緊の課題と考えられる事案を取り込む）資料

の差し替えを行った。     
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３．セミナー開催 

 
(1) セミナー開催 

 本事業で提供するセミナーは、全国の教育委員会が主催している教員向け研修会の一プログラムとして

実施される場合が多い。この関係で、教員が比較的時間を確保し易い、夏休み期間に開催が集中している。

教育委員会の指定が無い場合は以下のプログラムでセミナーを実施することとした。 

   

 

図表５ セミナー開催実績 

開催回数 開催日 開催場所 講師 人数 

第１回 

 

29. 5. 8 熊本市教育センター 

 

榎本委員  45名 

第２回 

 

29. 6.23 堺市教育センター 榎本委員  39名 

第３回 29. 6.30 和歌山県教育センター 学びの丘 

 

石原委員 32名 

第４回 

 

29. 7.12 宣真高等学校 西田委員 950名 

第５回 29. 7.25 鹿児島市学習情報センター 

 

梶本委員 11名 

第６回 

 

29. 7.26 市川市教育センター 佐久間委員  59名 

第７回 

 

29. 7.28 徳之島町教育委員会 三宅委員  12名 

第８回 

 

29. 8. 1 高知県教育委員会 佐久間委員  15名 

第９回 

 

29. 8. 3 関西教育 ICT展 藤村委員長 

他 3名 

180名 

第１０回 

 

29. 8. 9 沖縄県消費・くらし安全課 榎本委員  45名 

第１１回 

 

29. 8.10 

 

電子開発学園 北海道情報専門学校 木村委員   5名 

第１２回 29. 8.22 佐賀県教育庁（午前の部 小中学校） 西田委員 

 

35名 

第１３回 29. 8.22 佐賀県教育庁（午後の部 高等学校） 

 

西田委員 45名 

第１４回 29.11.25 JAET第 43回 全日本教育工学研究協議会 

 全国大会和歌山大会 

石原委員 

他 3名 

32名 

第１５回 30. 3. 9 教育の情報化推進フォーラム 

（オリンピックセンター） 

藤村委員長 

他 6名 

390名 

合計   

 

 1,895

名 
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図表６ 熊本市教育センターでのセミナー風景（平成２９年５月８日） 

 
                                         

図表７ 宣真高校でのセミナー風景（平成２９年７月１２日） 

  
 

図表８ 徳之島町教育委員会でのセミナー風景（平成２９年７月２８日）  

 
 

図表９ 関西教育 ICT展でのセミナー風景（平成２９年８月３日） 

  
 

図表１０ 沖縄県消費・くらし安全課でのセミナー風景（平成２９年８月９日） 
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(2) セミナー開催団体の所感 

セミナー開催団体の所感を以下に抜粋する。 

1)コンピュータを使って授業を行なうことは、先生方の指導方法に柔軟に対応できそうである。 

2)新入生や保護者に向けた情報モラルの教育を実施したい。 

3)ネットの闇の部分に詳しくないので大変参考になった。 

4)社会の変化が早く、古いコンテンツは時代に合っていないものもある。そのようなコンテンツは早く

最新化してほしい。 

5)SNS関連の教材が今までなかったので、大変助かります。学校でもこの教材を利用して授業を行なう

予定です。 

 
図表１１ セミナー開催団体の所感 

開催場所 講師 所感 

熊本市教育センター 榎本 委員 ・教科や学活・道徳等様々なところで活用する

ことができることを知った。 

・実態をよく把握して、情報モラル教育を進め

ていくことが重要だと思った。コンテンツが

とても充実しているので有効に使っていきた

い。  

・「ネット社会の歩き方」の具体的な扱い方を

多く紹介していただき、以前にもましてや っ

てみようという気持ちが高まりました。 

 学校や地域でも、計画的・定期的に時間を作 

り、参加型の研修を取り入れたほうが効果的

だと思いました。  

・最新の問題となっている情報を提供していた

だいたことで、課題意識が高まりました。 自

分でも現在話題となっているニュースを調べ

てみたいと思います。   

・学校でも使いやすいように作られた教材、資

料があることを、校内研修等で周知していき

たいと思います。  

・実際に行っている事例を挙げて説明していた

だいたので、自分自身としてはアンテナを張

っていたつもりだったが、知らないことがた

くさんあり考えさせられた。   

・保護者の意識に差があるので、意識を高める

ように啓発していきたい。   

・保護者会、学級懇談会などで説明できる保護

者向けのビデオ教材がほしい。 

・具体的な事例が示されて大変参考になった。 

・授業を考えるワークショップはとても有効で

ある。アウトプットすることで授業イメージ

が具体化出来ると思った。 

・現場ですぐに使えるコンテンツを紹介いただ

き、授業でも印象に残る内容であった。 

・スマホ関連のコンテンツが充実していて、授

業で利用できると思った。 

・いろいろ知ることができて良かった。 

・アニメーションは社会の変化に応じて、リニ

ューアルしてほしい。 

・講話の内容やプレゼンが大変参考になった。 
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堺市教育センター 榎本 委員 ・動画があるので、子どもたちも興味を持って

見てくれそうである。 

・校内研修に役立てたいと思います。 

・情報社会の現状について、よくわかった。生

徒たちをこのコンテンツを使い指導していき

たい。 

・実際に起きた事例の詳細が聞けて、軽い気持

ちで扱うと大変なことになることに気付き、

危機感を持つことができた。 

・情報社会の現状、モラルについてよくわかっ

た。子どもたちや同僚にも広げていきたい。 

・校内でのネットいじめ対策研修会や道徳など

の取組への共有を図りたい。  

・教材に動画があるので、子どもたちも興味を

持ちやすいと思った。 

和歌山県教育センター 石原 委員 ・これからネット社会で生きていく中で、情報

モラルの授業の大切さを感じました。今後ど

のような問題や犯罪が増えていく可能性があ

るのか、もっと知りたいです。 

・情報がデジタル化された影響について、具体

例とともに紹介されていたために、大変分か

りやすく話を聞くことができた。 

・実際の授業動画等もあり、大変参考になった。

自分の指導を振り返ると脅かす授業の面が大

きかったと思う。情報について、今の危険を

避けるだけでなく、より効果的に使うための

指導を行っていきたい。 

・模擬授業全般を通して、「何をどう伝えて、

考えてもらうか」を重視している内容であり、

大変参考になった。実際の現場で、すぐ使え

る知識・技術が身に付き、有意義な研修であ

った。 

・内容が多岐に渡るので、生徒の実情に合わせ

て活用できそうだったので良かった。また、

同僚とも共有できる内容も多く、分かりやす

かったです。 

・ネット社会の歩き方のナビカードは短時間で

もできる内容で、現在の生徒にも身近な内容

だったので、ＬＨＲや総合的な学習の時間等

で活用できたらと思います。 

・多くの事例を紹介いただき、わかりやすく生

徒に指導できると思った。 

・これを使って生徒指導の担当教員向けに、校

内研修を実施する予定である。 

・普段教えてもらう機会がないので、大変参考

になった。 

・今後の社会の流れから避けては通れない問題

である。実社会でいきるために大変役に立つ

内容であった。 

・事例紹介が多く、教材としても生徒に気づき

をあえるものがありがたかった。 
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・様々な事例を通して、また授業実践を見せて

いただき、改めて情報モラル教育の在り方や

重要性を見直し機会となった。 

・わかりやすくて大変参考になりました。生徒

向けのネットトラブル等の情報モラル授業を

実施予定です。 

宣真高等学校（大阪府池田市） 西田  委員    ノーベルの発明したダイナマイトが我々の

生活にとても便利で社会の発展に貢献した反

面、武器やテロの道具として如何に危険かを

冒頭から引き合いに出され、インターネット

も 同様に、便利だが使い方次第でとても危

険であることをイメージできる冒頭でした。

高校生に非常にわかりやすい言葉や話し方、

興味深いフリップの提示や動画、アニメーシ

ョンが使われており頭に入ってきやすい内容

でした。高校生の必需品であるスマホが使い

方次第で危険なものになることの事例を学び

ました。スマホはネット社会との接点である

ことは疑いようがなく、やみくもに怖いもの

と言う認識を植え付けるのでなく、正しい使

い方、情報モラル、マナーやエチケットを教

えるのも学校の役割でそういう観点からも高

校の先生（今回は生徒指導部の企画として実

施）から感謝の言葉をいただいております。 

     当方の講師による情報モラルセミナーを

高校にて実施しておりますが、今後このよう

な機会をいただければ是非多くの高校で講座

を実施させていただきたく思っております。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

鹿児島市学習情報センター 梶本 委員 ・情報モラルはマイナスで怖いイメージがあり

ましたが、情報化が進んでいくなかでとても

大切なことだと学びました。 

・「ネット社会の歩き方」の動画を見て、様々

な場面でのエピソードが多くあり勉強になり

ました。 

・ナビカード教材を学校で使いたい。 

・「情報モラル」単体で考えるのではなく、様々

な教科でカリキュラムを組んでいくことが大

事だと感じました。 

・具体例に基づいた研修で大変参考になった。 

・ワークショップが大変勉強になった。 

・すぐに実践ができそうな内容だった。 

市川市教育センター 

 

佐久間 委員 ・すぐ使える教材を学べて非常に良かった。 

・これらのコンテンツは以前からあったが、年々

進化しているので、古いコンテンツはどんど

ん更新してほしい。 

・動画なので、生徒たちの興味を引きやすい、

途中で止めて考えたり話し合ったりできる時

間がとれるのが良いと思います。 

・今日学んだことを学校で紹介し、使えるよう

にしたい。 
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・もっと宣伝してみんなが使えるようにした方

がいいと思う。良いものは周知が必要。 

・多くの資料や価値観に触れられて良かったと

思います。 

・「ネット社会の歩き方」は実際に授業でたく

さん使えると思うので、これを知ることがで

きて大変良かったと思います。 

徳之島町教育委員会 三宅 委員 ・もう少し時間をかけて、話を聞きたかった。 

・すぐに使える動画等を教えていただいたので

活用していきたい。 

・コンテンツや資料など役立つ情報を知ること

ができて、勉強になった。 

・そのまま活用するのではなく、学級・学校の

実態にあわせて授業を作る必要がある。 

・簡単なアレンジで研修・授業に活用できる資

料と出会うことができた。今後も様々な技を

身につけていきたいと思います。 

・地域(町内であっっても)によって実態に大き

な違いがある。また学校外でのネット利用の

実態が集約されていて共通的な問題が示され

ていて参考になった。 

・人権擁護委員として、学校で人権教育として

ネットの正しい使い方やルールについて、講

話のなかで「ナビカード教材」を仕様させて

いただきます。小学校道徳教科のなかで情報

モラル指導が重要であるため、今回の研修は

非常に有効なものでした。 

高知県教育委員会 佐久間 委員 講演は、「ネット社会の歩き方」件数テキ

ストをもとに、生徒の発達段階に応じた例示

や紹介など実践に生かせる内容で展開され

た。このため、情報関係の事柄に詳しくない

参加者にとっても、大変わかりやすい内容で

あったと思われる。 

演習は、各自で作成した授業計画を半で練

り上げ、プレゼンテーションソフトを用いて

発表会を行なった。班を隣接する校種の組み

合わせにしていたことから、それぞれの校種

における生徒の状況を踏まえて練り上げるな

ど、活発な交流ができた。また、校長と指導

主事で構成された班から、他の教職員へ展開

していく方法についても発表があり、他の版

の参加者にとって大いに参考となるものであ

った。 

参加者アンケートにおける研修内容の参考

度および研修教材の活用度(4 件法)の平均値

は、それぞれ 3.5 と 3.6 であったことから、

今後、参加者が情報モラル教育を指導できる

人材として、所属校や市町村において研修を

企画し、実施していくことが期待される。 

以上のことから当セミナーは、十分に効果

のある内容であったと評価できる。 
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沖縄県消費・くらし安全課 榎本 委員 ・とてもすばらしい内容で、参加して本当に良

かったです。 

・事例も具体的に大変参考になりました。 

・「ネット社会の歩き方」ナビカード教材はす

ぐに使いたい。 

・年々多様化する犯罪事例があり、新しく対処

方法を指導できるように研鑽したい。 

・モラルに関すること、なんとなくわかってい

た部分もありますが、知らないことも多く有

り、生徒へ伝えたいと思える内容がたくさん

ありました。 

・とてもわかりやすく、60 分では短すぎました

が、たくさんの資料をじっくり読んで現場で

活用したい。また、同僚にも紹介し、活用し

たい。 

・講師のお話がユーモアをまじえて、とてもわ

かりやすかったです。事例も具体的で、大変

参考になりました。 

・他の学校での実践内容を知ることができ、意

見が聞けて良かった。 

電子開発学園  

北海道情報専門学校 

木村 委員 ・情報モラルに関して、理論から学べ、他校種

の実際等を知る良い機会となりました。また

研修に参加する機会があれば、参加させてい

ただきます。 

・講師のお話の中に、具体的な例がたくさんあ

り、とてもわかりやすく楽しく受講すること

ができました。教育者としての姿勢も大変勉

強になりました。 

佐賀県教育庁(一部・二部) 西田 委員 西田先生の講演では、現行学習指導要領及び

新学習指導要領を踏まえ、学校教育全体 で情

報モラルの指導を行っていること、行っていく

ことの重要性を再確認するとともに、情報モラ

ルに関する様々な課題を国のデータや実際に

起こった事例を基に示していただき、児童生徒

を取り巻くネット社会の現状や問題点につい

て確認することができた。また、情報モラルを

指導する際に有効な教材についても紹介いた

だき、その教材の使いやすさを実感することが

できた。受講者からは、西田先生の話を聞いて

「情報モラルに関する実際の指導場面などの

画像があって分かりやすかった」や「ネット社

会の歩き方は有効活用ができそう」などの 感

想が多く聞かれた。また、ワークショップでは、

研修講師を育成するという趣旨に基づき、情報

モラルに 関する研修会をプランニングすると

いう課題が出され、設定した仮想研修会をイメ

ージ しながら意欲的に取り組んでいた。 

教員を対象にした研修プランや保護者啓発

のための 研修プランを作成するグループが多

く、今後の各学校における研修での活用が期待

されるものであった。  
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(3) 受講者へのアンケート 

 セミナー内容を改善するために受講者へ下記アンケートを実施した。 

 
図表１２ 受講者向けアンケートシート（おもて） 
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図表１３ 受講者向けアンケートシート（うら） 
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1)受講者プロフィール 

 セミナー受講者のプロフィールを図表 14から 18 にまとめた。（高校生は含まず） 

 
① 性別年代別受講者数 

 どの年代においても、男性受講者の方が多い。年代別では 30歳台次いで 40歳台となっている。 

 
図表１４ 性別年代別受講者数（単一選択）  

  20歳代 30 歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 無回答 合計 

 男性 40 39 46 39 5 0 5 174 

 23% 22% 26% 22% 3% 0% 3%  

女性 17 24 22 20 2 0 2 87 

 20% 28% 25% 23% 2% % 2%  

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 57 63 68 59 7 0 7 261 

  22% 24% 26% 23% 3% 0% 3%  100% 

 

 
② 学校種別受講者数 

 全国の学校種別の教員の人数が、小学校：中学校：高等学校＝１．０：１．６：１．１であることを鑑

みると、中学校・高等学校での教員の比率が大きくなってきている。 

 

図表１５ 学校種別受講者数（単一選択） 

学校         

行政 その他 無回答 

合計 

小学校 中学校 
高等学

校 

特別支

援学校 
その他   

57 89 65 12 1 5 0 32 261 

22% 34% 25% 5% 0% 2% 0% 12%  100% 
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③ 役職別受講者数 

 一部の熱心な校長先生や教頭先生が受講されているが、教諭が圧倒的に多い。 

 

図表１６ 役職別受講者数（単一選択） 

校長 副校長 教頭 教諭 指導主事 その他 無回答 合計 

4 8 8 194 5 10 32 261 

2% 3% 3% 74% 2% 4% 12%  100% 

 

 

④ 分掌分野別受講者数 

 勤務校で情報教育を担当されている先生が多いが、次いで「生徒指導」担当の先生が多い。 

 

図表１７ 分掌分野別受講者数（複数選択） 

教科指導 生徒指導 教務 情報教育 研修 その他 合計 

93 56 41 89 37 54 370 

25% 15% 11% 24% 10% 15%   

 

 

⑤ 担当教科別受講者数 

 担当教科別に特に偏りは無い。 

 

図表１８ 担当教科別受講者数（複数選択） 

小学校 情報 技家 国語 社会 数学 理科 

57 23 11 7 22 46 27 

英語 音楽 美術 書道 保健体育 その他 合計 

4 5 6 2 13 53 276 
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2)受講者のこれまでの情報モラル研修との関わり 

 セミナー受講者のこれまでの情報モラル研修との関わりを図表 19から 21 にまとめた。 

 

① 過去の受講経験 

 過去に情報モラル研修を受講したことの無い先生の方が多かった。 

 

図表１９ 過去に、情報モラル指導者を養成する研修会に参加したことがあるか（単一選択） 

ある ない 合計 

82 179 261 

31% 69%   

 

② 過去の講師経験 

 過去に情報モラル研修を企画したことが無い先生の方が多かった。 

 

図表２０ 過去に、情報モラルに関連したセミナー・研修の企画や講師を行ったことがあるか（単一選択） 

ある ない 合計 

29 232 261 

11% 89%   

 

 

③ 本セミナーの受講動機 

 「上司からの指示」の割合は少なくなってはいるが、積極的に受講されている先生は少ないと思われる。 

 

図表２１ 本セミナーの受講動機（単一選択） 

１：情報教育の担当をしているため 63 24% 

２：情報モラル指導のレベルアップのため 102 39% 

３：上司からの指示があったため 65 25% 

４：その他 31 12% 

回答数 261   

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3)本セミナーに対する評価 

セミナー受講者のセミナー評価を図表 22から 23にまとめた。 

 

① 本セミナーは、今後の情報モラル研修会実施上の参考になるか。 

98.7% の受講者が有用と考えている。 

 

図表２２ 本セミナーの有用度（単一選択） 

参考にならない <<<<<<  参考になる 

1 2 3 4 

2 1 44 195 

0.8% 0.4% 23.9% 80.6% 

  
3or4の回答比率 

  
98.7%   

 

 

② 本セミナーで利用した教材は、今後の情報モラル研修会に活用できるか。 

98.7% の受講者が教材を活用できると考えている。 

 

図表２３ 本セミナー教材の有用度（単一選択） 

活用できない   <<<<<<   活用できる 

1 2 3 4 

1 2 53 186 

0.4% 0.8% 21.9% 76.9% 

  
3or4の回答比率 

  
98.7%   
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4)今後のセミナー開催予定 

 セミナーの開催を具体的に考えている先生が少ないことは今後の課題と考えている。 

     

図表２４ 今後のセミナー開催予定（単一選択） 

１．セミナー、研修会などの開催する     31 12.7% 

２．現時点で予定はないが、可能な規模・内容で計画したい 117 48.4% 

３．セミナー、研修会など開催の予定はない   81 33.5% 

４．その他         13 5.4% 

回答数           242   
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４．成果発表会 

  
 当事業の活動内容を広く広報するために、平成２９年度 教育の情報化推進フォーラムにおいて「新学

習指導要領に対応した新たな情報モラル教育 ～ネット社会の歩き方～」と題して分科会 A1 を開催した。 

 

 分科会の概要は以下の通りである。 

 ・開催日時  平成 30年 3月 9日  16時 20分～17時 20分 

 ・国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 

  ・来場者数    390名 

  ・プログラム  ＜趣旨説明・事業紹介＞ 

新学習指導要領における情報モラル教育の意義 

幼稚園教育要領における情報モラル教育 

小学校学習指導要領における情報モラル教育 

中学校学習指導要領における情報モラル教育 

高等学校学習指導要領における情報モラル教育 

保護者の問題事例に関する啓発 

＜具体的な指導内容と指導方法＞ 

最新の状況を踏まえた具体的な指導事例 

幼児教育における指導内容と方法 

特別の教科道徳との関連 

問題発生時の対応 

保護者への啓発 

＜フロアを交えたディスカッション＞ 

総括 

 

図表３０ 成果発表会の様子 パネル討論(その１)  

 
 

図表３１ 成果発表会の様子 パネル討論(その２) 
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図表３２ 成果発表会の様子 質疑応答 

 
 

 

 

５．まとめ 

 
 近年のＩＣＴ機器の進展は目覚ましく、個々のハードウェアやソフトウェアに対応した情報モラル教育

は事実上不可能になっている。学校教育でよく言われる「流行と不易」を、教える側が良く考え取り組む

必要がある。 

 

スマートフォン、携帯ゲーム機の普及により、平易にいつでもどこでもインターネットを利用できる環

境が子どもたちに急速に拡大した。それらの変化により誹謗中傷や言葉不足からのいじめ、ネット犯罪の

被害や更に加害者となる事例、生活に支障をきたすまでのネット利用などの事例が更に深刻化した。今回

の事業は、子どもたちに有効な情報モラル指導を実施させ、充実したコミュニケーションを取れるための

指導を行い、更にネット依存の手前で立ち止まるための指導を行えるための対策とした事業を実施した。 

ここにおいて、公益財団法人ＪＫＡの補助金を原資として、日本教育情報化振興会が情報モラル指導の

教材開発と教員向けセミナーを開催することは非常に社会的に価値があると考えている。文部科学省の学

習指導要領に基づいた「不易」の部分に関する指導方法の研修と、マスコミへの掲載記事に基づいた「流

行」の部分に関する最新の事故、事件、リスク回避方策の伝達は、日々児童・生徒と接している教員にと

って指導時の参考になっている。 

 

日本教育情報化振興会では、「不易」な面での道徳を中心とする「心を磨く」領域の教材提供に特に力

を入れていきたい。一方で、「流行」の面では情報を中心とする「情報の知識」「情報の理解」領域の教

材提供に力を入れていきたい。来年度は、教員向けセミナーの開催（15 ｹ所）と新学習指導要領に対応し

た学習教材の開発を予定している。新規開発予定の教材の特徴については、以下の通りである。 

・新学習指導要領に合わせたコンテンツを改修（例:高校の道徳教材対応 等） 

・主体的な学びを与える心を揺さぶる教材作成（児童生徒向け） 

・保護者会で利用できる、組み合わせ自由なコミック感覚教材の作成（保護者向け） 

・古くなった情報モラルコンテンツ（アニメ）の改修（HTML5化／最新化） 

・インターネットの正しい使い方、賢い使い方の指導用模擬体験サイトの作成 

 

最後に、少しでも多くの教員が情報モラル指導を実践できるよう、日本教育情報化振興会および委員全

員が啓蒙活動に邁進する所存である。 

 

以 上 
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第２章 

 コミュニケーション力育成のための事業 
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１．事業の目的 

 
インターネットは、社会生活の一部となり、買い物や予約申込み等は電話よりもむしろインターネット

を利用して行い、インターネット無しでは考えられないというほど、社会生活に浸透している。また、ス

マートフォンが普及している現状では、インターネットへの入り口となる端末はパソコン以外に、スマー

トフォン、タブレット端末、ゲーム機、音楽プレーヤー、ウェラブル端末のように多様化すると同時に、

いつでも、どこでも、誰でもインターネットに接続して、利用できるものとなっており、児童・生徒は保

護者の目の届かないところで利用できるようになった。 

 

このように身近になったインターネットであるが、その利用により手軽に多くの情報を入手したり、見

知らぬ人々とコミュニケーションを取ったり、自宅での買い物も手軽にできるなど、様々なことが手軽に

かつ安全安心にできるようになると同時に、もう一方では児童・生徒が SNS や無料ゲームなどのコミュニ

ティサイトで犯罪などに巻き込まれる事例も発生している。 

 

日本教育情報化振興会では、児童・生徒の安全安心を願い「教育現場のＩＣＴ 安全安心対策事業」を

展開しており、この中の一つの事業として「コミュニケーション力育成のための事業」を実施している。 

 

文部科学省の新学習指導要領では「情報活用能力は学習の基盤となる資質・能力を育成していくことが

できるよう、各教科等の特性を生かし、教科横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする」と総則

第２ ２(1)に記載されている。しかしながら、具体的な内容は現場の教員に任されている。我々は、全国

の教員に対する実態調査から、言語活動のスキルレベルを協調的段階としての「対話」「交流」と、主張

的段階としての「討論」「説得・納得」の４つの段階に分類すると共に児童の発達段階に応じた指導方法

を整理した。 

 

そして全国の教育委員会でセミナーを開催できるように、以下のような研修モジュールとして既にまと

めている。 

A:理論概説 

B:課題改善 

C:参加体験 

C-1:パネル討論 

C-2:ブレーンストーミング 

C-3:ブレーンストーミング＋ＫＪ法 

C-4:イメージマップ 

C-5:バズセッション 

C-6:ポスターセッション 

研修会の開催に際しては、この研修モジュールを組み合わせて実施することとした。 

 

今年度は、７地域（新潟、宇都宮、大阪、鹿児島、和歌山、東京、沖縄）において、本セミナーや研修

会を公益財団法人 JKAの補助金を受け行ってきた。 

セミナーは、趣旨説明、基調講演、模擬授業・ワークショップ、統括パネルで構成されており、２１世

紀型コミュニケーション力育成をめざす参加体験型セミナーとなっている。 

タブレット端末、思考表現ツール、ジグソー学習等を活用して学び合う、主体的・対話的で深い学びを

提案するものである。 

なお、これらは公益財団法人ＪＫＡの競輪の補助金を受け実施した。 
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２．作業項目とスケジュール／作業体制 

 
(1) 作業項目とスケジュール 

  作業項目とスケジュールは下記の通りである。 

 

図表１ 作業スケジュール  
平成２９年 平成３０年

作業項目  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月

委員会開催 ▼①  ▼②
23   24

テキスト改訂   ▲---▼

セミナー開催 ▼① ▼② ▼③ ▼④   ▼⑤ ▼⑥ ▼⑦
27 1 3 2   25 17 10

新潟 宇都宮 大阪 鹿児島 和歌山 沖縄 東京

学習教材開発     ▲-------------------------------------------------▼

成果発表会 ▼
10

 
 

(2) 委員会の設置 

本事業では有識者で構成する「コミュニケーション力育成検討委員会」を組織して作業に取り組んだ。

全２回の委員会を計画し、作業スケジュールの策定、セミナー開催地の公募と採択、セミナー用テキスト

の改訂、セミナー開催時の講師、成果発表会での報告等、本事業の全体を管理した。 

また、テキスト改訂の実作業、開催地の教育委員会との連絡、セミナー開催準備は事務局が担当した。 

   

図表２ 委員一覧 

所属 役職及び氏名 

放送大学 教授     中川 一史（委員長） 

鹿児島大学 准教授    山本 朋弘（副委員長） 

金沢星稜大学 教授     佐藤 幸江（副委員長） 

船橋市総合教育センター 所長     秋元 大輔 

鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭     岩﨑 有朋 

柏市立教育委員会 教頭     佐和 伸明 

板橋区立上板橋第四小学校 主幹教諭   浅井 勝 

金沢市立大徳小学校 教諭     山口 眞希 

仙台市立六郷小学校   校長       菅原 弘一 

茨城大学 准教授        小林  祐紀 

八代市立八代小学校 教諭     樋口 勇輝 

佐賀市教育委員会 指導主事      横地 千恵子 

 

図表３ 事務局等の体制 

所属 役職及び氏名 役割 

一般社団法人日本教育情報化振興会 常務理事・事務局長   小形日出夫 責任者 

 同上 調査・研究開発部 部長 吉田 真和 総括 

 同上 普及促進部  担当部長 渡邉 浩美 連絡窓口 

 同上 総務部       担当部長 赤松伊佐代 JKA対応 
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(3) 委員会開催 

 委員会開催の他、メールによる検討・決議を行った。委員会の開催日、議題は下記の通りである。 

 

図表４ 委員会開催実績 

開催回数 開催日 議題 

第１回 29. 4.23 ・年度スケジュールの確認 

 *WG1: 21世紀コミュニケーション力育成セミナーの実施と評価 

  *WG2: 授業マイスターの選定と公開に関する検討 

  *WG3: コミュニケーションツール活用に関するパッケージの開発 

・セミナー開催地採択と担当委員の選定 

・テキスト改訂カ所の検討 

第２回 30. 2.24 ・今年度開催予定のセミナーについて 

 3/4(土）教育の情報化推進フォーラム分科会検討 

・今年度活動の総括 

 1)課題と来年度に向けた対策検討 

・来年度開催に向けての検討  

 1)７ヵ所開催予定の日程と会場説明 

2)委員会開催日調整  

 

 

(4) 開催地公募 

 研修会の開催地は以下の要領で行った。 

 1)テーマ 

    「ＩＣＴ社会で学び合うためのコミュニケーション力の育成」 

 2)開催時期と時間 

    平成２９年 ５月から平成３０年３月の間の午後、最低 ３時間 

 3)対象受講者と会場あたりの定員 

    教職員   約１００名程度（目安） 

 4)開催会場 

    座席数１００名程度のセミナー会場(有料会場) 

 5)セミナーの具体的な内容 

  ＩＣＴ社会におけるコミュニケーション力の育成検討委員会と事務局の協議で決定する 

 6)セミナーのプログラム（例） 

     テーマ：ＩＣＴ社会で学び合うためのコミュニケーション力の育成 

① 趣旨説明： 放送大学 教授 中川 一史 

② 基調講演：「ＩＣＴ社会で学びあう子どもたちと協働学習」 

(一社)日本教育情報化振興会 会長 赤堀 侃司 

③ 模擬授業：「主体的・対話的で深い学びの視点からのタブレット端末等の活用」 

a.６年国語 「町の良さを伝えるパンフレットを作ろう」 

        熊本県八代市立八代小学校  教諭   樋口 勇輝 

      b.６年社会 「戦国の世から江戸の世へ」 

        板橋区立上板橋第四小学校  主幹教諭 浅井 勝 

④ 総括パネル 

      放送大学   教授  中川 一史 

      金沢星稜大学 教授  佐藤 幸江 

      鹿児島大学部 准教授 山本 朋弘 
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(5) セミナー用テキスト改訂 

 新学習指導要領を見据えたセミナーテキストの改訂作業を行った。また、コミュニケーション力育成ツ

ールの差し替えを行った。 

 

３．セミナー開催 
 

(1) セミナー開催 

 本事業で提供するセミナーは、全国の小中学校が掲げている研究テーマの一プログラムとして実施され

る場合が多い。この関係で教員が比較的時間を確保し易い、土曜日や学校の休み期間に開催している。 

 

図表５ セミナー開催実績 

開催回数 開催日 開催場所 講師 人数 

第１回 29. 5.27 新潟／新潟大学 中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

山口委員 

岩﨑委員 

49名 

第２回 29. 7. 1 宇都宮／栃木県総合文化センター 中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

岩﨑委員 

樋口委員 

57名 

第３回 29. 8. 3 大阪／関西教育 ICT展・インテックス大阪 中川委員長 

佐藤副委員長 

菅原委員 

佐和委員 

140名 

第４回 29. 9. 2 鹿児島／鹿児島大学 中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

山口委員 

横地委員 

120名 

第５回 29.11.25 和歌山／和歌山県民文化会館 中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

浅井委員 

38名 

第６回 30. 2.17 那覇／沖縄産業支援センター 中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

山口委員 

横地委員 

28名 

第７回 29. 3.10 東京／教育の情報化推進フォーラム 

（オリンピックセンター） 

中川委員長 

山本副委員長 

佐藤副委員長 

秋元委員 

小林委員 

樋口委員 

390名 

合計    822名  

 

 

 



 27 

 

図表６ 新潟セミナー（新潟大学）の様子（平成２９年５月２７日） 

 
 

図表７ 栃木セミナー（栃木県総合文化センター）でのセミナーの様子（平成２９年７月１日） 

 
 
図表８ 鹿児島セミナー（鹿児島大学）の様子（平成２９年９月２日） 

 
 
図表９ 和歌山セミナー（和歌山県民文化会館）の様子（平成２９年１１月２５日） 

 
 

図表１０ 東京セミナー（オリンピックセンター）での模擬授業の様子（平成３０年３月１１日） 
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(2) セミナー参加者の所感  

セミナー参加者の所感を以下に抜粋する。 

1) 主張と根拠をつなぐ場面がどの教科・単位でも大切だと感じた。 

2) 教育学部の学生ではありませんが、今後「教職」を履修するにあたり、大変参考になりました。 

これから私も学生として頑張りたいです。 

3) 簡単な操作で情報の共有ができるので、生徒同士で課題を解決する場面おいて、コミュニケーショ

ンを図るツールとして役立つと思いました。 

4) 模擬授業を通して、電子黒板やタブレットの効果的な活用方法やホワイトボードを活用しての話し

合いを体験できたので、ぜひ授業で活用したいと思う。 

 5) 小学校でも教科化される外国語(英語)の授業は、コミュニケーション力の育成を延ばすので、ICT

を使ってどうしたらよいのかのイメージがつかめた。 

 

図表１１ セミナー参加者の所感 

開催回数 開催場所 所感 

第 1回 新潟セミナー（新潟大学） 

 

・アナログとデジタルのそれぞれのツールの良さを

活かしたコミュニケーション力育成の場面を示

してくれた。 

・すべての場面でディスカッションを行なった際

に、子どもたちが自分の思っていることを発言で

きると思う。 

・英語のディベートで使ってみたいと思う。 

・模擬授業で具体的なイメージがつかめた。 

・どの授業というのではなく学級経営として、教師

と子ども、子どもと子どもの基本的なコミュニケ

ーションの方法としてさらに意識して取り組め

たら良いと思いました。 

・国語などの教科で、情報を切り取り、仲間に説明

する場面に効果的と思った。 

・資料を用いて自分の考えを述べる活動において、

国語の５年「資料を用いて」の場面で使えると思

いました。 

・タブレットの活用について一つの方向性を見せて

いただいた。 

・理科の実験系単元では、ICTを利用しながらこれ

まで学んできたことを「生徒たちだけで」「主体

的に学習する」ことができそうである。集団形

成・深い学びにつながる主体的実験系学習でも、

単に実験実習でなく、ICT等と組み合わせた仮説

実験型授業に繰り込んで行けそうだ。 

・今、学校現場で求められている授業形態と実践の

ポイントとワークショップによる理論の整理が

でき参考になった。 

・これから学校の授業でも、ＩＣＴの時代がきたと

実感した。 

・模擬授業が楽しかった。実際の授業で実践してみ

たい。 

・教育学部の学生ではありませんが、今後「教職」

を履修するにあたり、大変参考になりました。こ

れから私も学生として頑張りたいです。 
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第２回 栃木セミナー（栃木県総合文化

センター） 

・社会、理科の教科指導の場面で利用できると思っ

た。 

・小学校の社会で思考を問うような課題で役に立つ

と思います。 

・グループごとに出した意見を議論するときに、黒

板にホワイトボードを張るだけだとなかなか見

えにくい。手元のタブレットによって、全員の子

どもが意見を共有できることは、深い学びがで

き、次の学びにつながっていくと思います。 

・話し合い活動の持たせ方に利用できる。 

・算数での答えの求め方・考え方での発表や社会、

総合での調べ学習の発表にも使いたいと思う。 

・思考を可視化するツールとして ICTを使うという

説明から、授業において対話や討論の場面で ICT

を活用することがわかりました。タブレットをど

んな場で仕様すると良いか何のために使用する

か目的が理解できました。 

・児童のコミュニケーション力は、その場に応じた

表現(会話)能力が大切で、そのためには、基本と

なる言語を身につけさせることが重要だと思い

ます。 

・ある事象について自分の考えをまとめ、話し合う

活動等(社会、総合等)に使用できる。また、知識

や資料を活用し問題を解決する活動に適してい

る。 

・「問い」の追求の過程（思考の見える化、情報の

共有化）に役に立つと思いました。 

・簡単な操作で情報の共有ができるので、生徒同士

で課題を解決する場面おいて、コミュニケーショ

ンを図るツールとして役立つと思いました。 

・社会の模擬授業を受けたが、グループで話し合う

場面において、タブレット PCで資料を示しなが

ら、説明できるのが良いと思う。Show & tellで

見せて話す、質問するというのは子どもにとって

わかりやすい。 

第４回 鹿児島セミナー（鹿児島大学） ・説得、納得を意識した対話活動時の場の設定、ツ

ールの選択・活用について大変参考となる模擬授

業及び総括パネルでした。 

・社会科でいろいろな立場に分かれ、テーマについ

て考え、話し合う場面、異なる意見に対し、根拠

をもって説明する場面などに利用できる。 

・模擬授業を通して、電子黒板やタブレットの効果

的な活用方法やホワイトボードを活用しての話し

合いを体験できたので、ぜひ授業で活用したいと

思う。 

・国語の模擬授業のように、導入段階で画像・動画

等を用いて見本を提示すると子どもの思考が高

松と思った。 

・理科で対話説得するためのツールとして、他のグ

ループに説明する場面。 

・プログラミング教育の参考になった。 
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・基礎基本を習得し、活用する場面であればどこで

も役立つ。 

・ICT（タブレット）の活用もそうだが、ホワイト

ボードの活用と組み合わせることがコミュニケ

ーション力育成につながると思った。 

・普段から興味・関心がある内容について体系的に

話をしていただき、自分のなかでうまく整理する

ことができた。 

・生徒が建設的に意見を構築していけるグループワ

ークの雰囲気の設定誘導をより強く意識できる

ようになると思う。 

・プログラミング教育においてアンプラグド学習を

行なう際、日常生活のなかにおける自分の課題を

見つけ、解決する場面で役立つ事例を示していた

だいた。 

・ICT教育は、コンピュータに詳しい先生しかでき

ないイメージが少し崩れました。自分にできる

ICT を使った授業を積極的にしていきたいと思

います。わかりやすかったです。 

・「タブレット PCで授業をする」に陥らないよう

にしたい。あくまで、タブレット PCは一つのツ

ールであるということを再確認できました。 

・未だ ICTの導入・活用に課題がある学校も多い。

そのような学校がどう変わるか、どう変えていく

かが求められると思う。 

・模擬授業が大変良かったです。子どもの立場を実

際に体験することで、いろいろなことが実感でき

ました。 

・ICTに接して、もっと挑戦する気持ちを全面に出

して取り組みたいと思えた。もう一踏ん張りが必

要だと自分が感じました。 

・プログラミング教育に関して学校現場では、どの

ようにしたらいいのか困っていたので、とても助

かりました。ありがとうございました。 

第５回 和歌山セミナー（和歌山県民文

化会館） 

・小学校でも教科化される外国語(英語)の授業は、

コミュニケーション力の育成を延ばすので、ICT

を使ってどうしたらよいのかのイメージがつか

めた。 

・子どもの協働学習へつながる授業の活用につなげ

られると思いました。 

・ツールをどう使うのか発送をふくらませることが

できた。 

・ICTの活用について、模擬授業を見て具体的に、

わかった。 

・授業を設計する際のツールの活用方法がわかっ

た。 

 

 

 

 

 



 31 

(3) 受講者へのアンケート 

 

セミナー内容を改善するために受講者へ下記アンケートを実施した。 

 

図表１２ 受講者向けアンケートシート（おもて） 
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 図表１３ 受講者向けアンケートシート（うら） 
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1) アンケート集計結果 

セミナー受講者のアンケート集計結果を図表 14から 21にまとめた。 

 
① コミュニケーション力育成への興味・関心 

 今回の研修を受講して、コミュニケーション力育成への興味・関心が高まった思う受講者が多い。 

 
図表１４ コミュニケーション力育成への興味・関心（単一選択）  

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

132 34 2 0 2 170 

77% 20% 1% 0% 1%  100% 

 

 
② コミュニケーション力育成の指導 

 今回の研修を受講して、今後のコミュニケーション力育成の指導に役に立つと思う教員がほとんどを占

める。 

 

図表１５ コミュニケーション力育成の指導（単一選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

122 41 5 0 2 170 

71% 24% 2% 0% 1％  100% 

 

 

③ コミュニケーション力育成や言語活動の充実 

 今回の研修を受講して、今後のコミュニケーション力育成や言語活動の充実での指導に自信を付けるこ

とができた受講者が大半を占める。 

 

図表１６ コミュニケーション力育成や言語活動の充実（単一選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

44 104 19 0 3 170 

25% 61% 11% 0% 1％  100% 

 

 

④ 研修満足度 

 今回の研修内容については、ほぼ満足している。 

 

図表１７ 研修満足度（単一選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

115 49 4 0 2 170 

67% 28% 2% 0% 1％  100% 
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⑤ 授業や指導の変化 

 今回の研修がきっかけとなって、今後の授業や指導が変わる教員が多数を占めている。 

 

図表１８ 担当教科別受講者数（複数選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

72 85 10 0 3 170 

42% 50% 5% 0% 1％  100% 

 

 

⑥ 子供たちのコミュニケーション力 

 今回の研修がきっかけとなって、子供たちのコミュニケーション力が高まると回答した受講者がほとん

どであった。 

 

図表１９ 子供たちのコミュニケーション力の向上（単一選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

56 97 14 0 3 170 

32% 57% 8% 0% 1％  100% 

 

⑦ 意識の変化 

 今回の研修がきっかけとなって、コミュニケーション力育成や言語活動の充実に対する意識が変わった

受講者がほとんどであった。 

 

図表２０ コミュニケーション力育成や言語活動の充実に対する意識の変化（単一選択） 

とてもそう思う 少しそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答 合計 

86 77 5 0 2 170 

50% 45% 2% 0% 1％  100% 
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⑧ 特にとりあげてほしい内容や知りたい内容 

 コミュニケーション力育成や言語活動の充実に関する内容で特にとりあげてほしい内容や知りたい内

容は、「授業研究・指導案改善」「コミュニケーション力育成の理論」「KJ 法」が多かった。 

 

図表２１ 特にとりあげてほしい内容や知りたい内容（複数選択） 

１．授業研究・指導案改善     83 48% 

２．コミュニケーション力育成の理論 84 49% 

３．イメージマップ 40 23% 

４．ポスターセッション 20 11% 

５．ディベート 41 24% 

６．パネルディスカッション 21 12% 

７．ＫＪ法 54 31% 

８．ブレーンストーミング 32 18% 

９．バズセッション 18 10% 

10．能力表解説   22 12% 

 

 

 

2)学習活動の指導がどの程度行っているか 

セミナー受講者に次の学習活動をどの程度指導しているかについて、アンケート集計結果を図表 22から

35にまとめた。 

 

① 相手の考えに関心を持って聞く 

多くのの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２２ 指導程度［相手の考えに関心を持って聞く］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

39 96 4 0 31 170 

22% 56% 2% 0% 18％  100% 
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② 自分の考えを相手に話す 

大半の受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２３ 指導程度［自分の考えを相手に話す］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

48 80 10 0 32 170 

28% 47% 5% 0% 18%  100% 

 

 

③ 相手の考えに共感しながら聞く 

大半の受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２４ 指導程度［相手の考えに共感しながら聞く］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

41 79 17 1 32 170 

24% 46% 10% 0% 18％  100% 

 

 

④ 相手の話を受けて話したり質問したりする 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２５ 指導程度［相手の話を受けて話したり質問したりする］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

31 86 20 2 31 170 

18% 50% 11% 1% 18%  100% 

 

 

⑤ 相手の考えを聞きながら、相手の目的や立場を理解する 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２６ 指導程度［相手の考えを聞きながら、相手の目的や立場を理解する］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

25 82 29 4 30 170 

14% 48% 17% 2% 17%  100% 
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⑥ 自分の考えを整理しながら、目的や立場に応じて伝える 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２７ 指導程度［自分の考えを整理しながら、目的や立場に応じて伝える］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

25 91 21 1 32 170 

14% 53% 12% 0% 18%  100% 

 

 

⑦ 相手の考えを聞きながら、考えの共通点や相違点を理解する 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２８ 指導程度［相手の考えを聞きながら、考えの共通点や相違点を理解する］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

36 87 15 1 31 170 

21% 51% 8% 0% 18％  100% 

 

 

⑧ 考えの共通点や相違点を確認し合う 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表２９ 指導程度［考えの共通点や相違点を確認し合う］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

36 78 25 0 31 170 

21% 45% 14% 0% 18％  100% 

 

 

⑨ 話題について多様な考えを出し合い、受け入れる 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３０ 指導程度［話題について多様な考えを出し合い、受け入れる］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

45 78 14 2 31 170 

26% 45% 8% 1% 18％ 100% 
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⑩ 話題について多様な考えを出し合い、考えを深める 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３１ 指導程度［話題について多様な考えを出し合い、考えを深める］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

33 78 27 1 31 170 

19% 45% 15% 0% 18％  100% 

 

 

⑪ 自分の考えがわかってもらえたか相手の発言や表情で確認し、新たな説明の仕方を検討する。 

半数弱の受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３２ 指導程度［自分の考えがわかってもらえたか相手の発言や表情で確認し、 

新たな説明の仕方を検討する］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

17 60 57 5 31 170 

10% 35% 33% 2% 18％  100% 

 

 

⑫ 筋道立った説明をしようとしているか再考し、相手に伝える。 

半数弱の受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３３ 指導程度［筋道立った説明をしようとしているか再考し、相手に伝える］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

28 59 48 3 32 170 

16% 34% 28% 1% 18％  100% 

 

 

⑬ 議論について多面的な意見を出し合いながら、共通理解を深める。 

半数あまりの受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３４ 指導程度［議論について多面的な意見を出し合いながら、共通理解を深める］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

24 81 30 2 33 170 

14% 47% 17% 1% 19%  100% 
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⑭ 自分の経験やもののたとえを用いて、相手を説き伏せる。 

半数弱の受講者が十分指導または指導を行っている。 

 

図表３５ 指導程度［自分の経験やもののたとえを用いて、相手を説き伏せる］（単一選択） 

十分指導をして

いる 
指導している 

あまり指導して

いない 

全く指導して

いない 
無回答 合計 

12 48 65 15 30 170 

7% 28% 38% 8% 17%  100% 
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(4)模擬授業の学習指導案（例） 

 

1） 図表３６ 小学校第６学年 社会科 学習指導案(1)  
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図表３７ 小学校第６学年 社会科 学習指導案(2) 
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 2) 図表３８ 小学校第６学年 国語科 学習指導案(1) 
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図表３９ 小学校第６学年 国語科 学習指導案(2) 
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  3) 図表４０ 中学校第３学年  理科  学習指導案(1) 
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図表４１ 中学校第３学年  理科  学習指導案(2) 
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４．学習教材開発 

 
 過去、平成２２年度から平成２８年までの６年間を通じてコミュニケーション力を育成するための授業

例を中心としてまとめた教材（研修モジュール）を開発した。今回は、学校や地域での研修会で実施した

りしてきた２１世紀型コミュニケーションを育成するツールとしてのタブレット端末、ホワイトボード、

思考ツールのマッピングをもとに、その活用効果や授業での活用における留意点について深めていった。

開発した教材（研修モジュール）は、以下の構成となっている。 

 

図表４２ 学習教材（研修モジュール）の内容 

 タイトル 構成 

Ａ ブレーンストーミング・

ＫＪ法 モジュール 

参加型の学習方法である「ブレーンストーミング」及び「ＫＪ法」

を体験するワークショップ 

 

 

Ｂ イメージマップ 

モジュール 

イメージマップの基本から応用までを体験するワークショップ 

 

 

 

Ｃ ホワイトボード 

モジュール 

21 世紀型コミュニケーション力とは何かを理解し、ホワイトボ

ードの特性を体験するワークショップ 

 

 

Ｄ タブレット端末 

モジュール 

タブレット端末のツールとしての特徴を理解し、その活用バリエ

ーションの充実を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

５．成果発表会 

  
 当事業の活動内容を広く広報するために、平成２９年度日本教育情報化振興会 教育の情報化推進フォ

ーラムにおいて「授業におけるコミュニケーションツールの活用（解説編） ～タブレット端末、ホワイ

トボード、マッピングをもとに～」と題した分科会 A2と「授業におけるコミュニケーションツールの活

用（模擬授業編） ～タブレット端末を活用した理科の授業をもとに～」と題した分科会 A4 を開催した。 

 

 分科会の概要は以下の通りである。 

 ・開催日時  平成３０年３月１０日 分科会 A2  ９時００分～９時５０分 

                   分科会 A4  １１時２０分～１２時２０分 

 ・国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 

  ・来場者数    参加者         A2：390名   A4：220名 

    <主旨説明・パネル討論> 分科会 A2 

   コーディネータ ： 放送大学          教授 中川 一史 

   パネリスト   ： 金沢星稜大学         教授 佐藤 幸江 

鹿児島大学       准教授 山本 朋弘 

    <模擬授業・ワークショップ> 分科会 A4 

    コーディネータ ： 千葉県教育委員会さわやかちば県民プラザ 所長 秋元 大輔 

    コメンテータ    ：  茨城大学        准教授  小林  祐紀 

    授業者          ：  熊本県八代市立八代小学校  教諭  樋口  勇輝 

 

図表４３ 成果発表会の様子 分科会 A2（趣旨説明・パネル討論）  

 

 
 
図表４４ 成果発表会の様子 分科会 A4（模擬授業・ワークショップ） 
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６．まとめ 
今年度は、７地域（新潟、栃木、大阪、鹿児島、和歌山、沖縄、東京）でセミナーを開催した。 

文部科学省から 2016年 12月に出された「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)【概要】」の「第５章 何ができるようになるか」では、

１「何を理解しているか、何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得)」、２「理解していること・

できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・ 表現力等」の育成)」、３「ど

のように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か

う力・人間性等」の涵養)」の３点を示している。ここで注目したいのは、〜生きて働く「知識・技能」

の習得〜という箇所である。知識・技能を、生きて働く知識・技能にするには、コミュニケーションツー

ルが有効活用できることがスキルとして必要であることを基に、この事業を推進している。 

この取組では、これまで研修モジュールなどを制作したり、学校や地域での研修会で実施したりしてき

た２１世紀型コミュニケーション（図表４５、４６）を育成するツールとしてのタブレット端末、ホワイ

トボード、思考ツールのマッピングをもとに、その活用効果や授業での活用における留意点について深め

ていく。特にタブレット端末については、導入が進んでいるが、台数などの関係からグループでの活用場

面が多くなると予想される。そのような中、どのような授業設計をすれば、効果的なのかを解説していき

たい。さらに、グループでの有効活用がはかれるのか、タブレット端末の動的なツールである特性（図表

４７）を活かした場面とはどのような場面か、コミュニケーションの深まりや広がりが期待できる教師の

ふるまいはどのようなものか、考えていきたい。 

また、次年度は、これまでのセミナー運営形式に加え、さらに教育委員会の要請での開催も視野に入れ

てセミナーを開催したい。 

 

 

図表４５ ２１世紀型コミュニケーション力の４つの分類 
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図表４６ ２１世紀型コミュニケーション能力表（各教科共通のカリキュラム骨子） 

---------------- 強調的レベル -------------→ --------------- 主調的なレベル -------------→ 

 

    

 

 

 

 

 

 

対 話 交 流 討 論 説得・納得 

考えを出し合い、お互いの考え

を明らかにする 

考えを出し合い、相手の意見を

聞いて相手のことを理解する 

 

相手の考えと自分の考えを比較

検討したり意見交換したりする 

 

自分の伝えたいこと論理的に話

したり、相手の考えを理解して受

け入れたりして、共通理解を深

める 

聞く・わかる 話す・伝える 聞く・わかる 聞く・わかる 話す・伝える 話す・伝える 聞く・わかる 話す・伝える 

相手の考えを

聞く 

自分の考えを

持つ 

相手の考えを

聞く 

相手の考えを

聞く 

自分の考えを

持つ 

自分の考えを

持つ 

相手の考えを

聞く 

自分の考えを

持つ 

相手の考えを

関心をもって聞

く 

自分の考えを

相手に話す 

 

相手の考えを

関心をもって聞

く 

自分の考えを

相手に話す 

 

相手の考えを

関心をもって

聞く 

自分の考えを

相手に話す 

 

相手の考えを

関心をもって聞

く 

自分の考えを

相手に話す 

 

  

相手の考えに

共感しながら聞

く 

相手の話を受

けて話したり聞

いたりする 

相手の考えに

共感しながら聞

く 

相手の話を受

けて話したり聞

いたりする 

相手の考えに

共感しながら聞

く 

相手の話を受

けて話したり聞

いたりする 

   

相手の考えを

聞きながら、相

手の目的や立

場を理解する 

お互いの考えを

整理し、目的や

立場に応じて伝

える 

 

相手の考えを

聞きながら、相

手の目的や立

場を理解する 

お互いの考え

を整理し、目的

や立場に応じ

て伝える 

 

相手の考えを

聞きながら、相

手の目的や立

場を理解する 

お互いの考え

を整理し、目的

や立場に応じ

て伝える 

 

     

相手の考えを

聞きながら、考

えの共通点や

相違点を理解

する 

同じところや異

なったところを

確認しあう 

 

 

相手の考えを

聞きながら、考

えの共通点や

相違点を理解

する 

同じところや異

なったところを

確認しあう 

 

 

      

話題について

多様な考えを

出し合い、考え

を確かにする 

話題について

多様な考えを

出し合い、考え

を深める 

 

話題について

多様な考えを出

し合い、考えを

確かにする 

話題について

多様な考えを出

し合い、考えを

深める 

 

          

自分の考えが

分かってもらえ

たか相手の発

言や表情で確

認し、新たな説

明の仕方を検

討する 

筋道立った説

明をしようとして

いるか再考し、

相手に伝える 

 

 

           

議論について

多面的な意見

を出し合いなが

ら、共通理解を

深める。 

自分の経験や

ものの例えを用

いて相手を説き

伏せる 
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図表４７  動的なツールとしてのタブレット端末 

 

① 文章などを）読む 

② （映像などを）見る 

③ 声・音や音楽を）聞く 

④ 文字や文章を）打つ・書く 

⑤  ラインなどを）引く・（図表や写真などの上や横に）書き込む 

⑥  撮る 

⑦ 動かす 

⑧ 大きくする 

⑨ 見せる 

⑩ （デジタルテレビなどや友達のタブレットに）送る 

⑪ 保存する 

 

 

 

                                       以   上 
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第３章 

 情報モラル指導評価指標開発のための事業 
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１．事業の目的 
 

(1) 従来の課題 

近年、スマートフォンやゲーム機の普及とＳＮＳや無料通話アプリの登場に伴い、児童生徒のスマート

フォンの保有率が上がっている(1)。特に、高等学校の生徒は約９６％が保有しているが、生徒自身、保

護者ともその利用についてルール等を決めていないという現状があり、その結果、コミュニティサイト等

での被害が増えている。 

当団体では、これまで情報モラルの指導を充実させるために、「ネット社会の歩き方」教材を開発する

など、情報モラル教育の指導者を育成してきた。これにより、多くの児童生徒が情報モラル教育を受ける

機会が増え、その知識を身につけつつある段階に至ったと考えている。しかし、その知識がどの程度定着

し、児童生徒がネット社会で遭遇するさまざまな場面を生き抜いていけるのかを客観的に測定する手段は、

現在までに、まだ存在していない。 

 

(2) 当年度の目的 

学校現場では情報モラルの授業設計を教員の技量に任せている。情報モラルに不慣れな教員は模倣する

しかない。目の前の子供たちに応じた授業設計をするためには何を準備したらよいのか、教材はどれを使

用したらよいか等多くの問題を抱えている。これは昨今の問題ではなく、過去においては情報モラルにつ

いては実践事例を探してそれをまねるしかなかった。このような手探りの状態から本委員会で開発した情

報モラルテストを実施して子供たちの実態把握をし、その子供のどこに穴があるのか、そこに「あなたに

はこの情報が必要です」というように案内できればよい。 

また、本会で開発している情報モラル教材（「ネット社会の歩き方」）などを示して教材との橋渡しが

できると良い。 

若い先生方はいろいろな方の指導案を見て授業案を作成しているので、「これがお勧めです」といっ

たモデル授業のようなものが表示されれば若い先生方はそれをまねる、授業案作成に無駄な時間をかけず

に済む。教員が授業案作成のため授業開始前に生徒に本情報モラルテストを受検させ、生徒になにも学習

しない場合にはどこが弱いか、何が情報として不足しているかを診断し、教員は教材を作成する。授業を

実施後、年度末に生徒に本テストをもう一度受検させ、以前の問題を克服できているかを測る。また、同

様問題で躓いているような場合は、マニュアル作成など対応しやすい環境の構築を目標とする。 

なお、これらは公益財団法人ＪＫＡの競輪の補助金を受け実施した。 

 

 

２．作業体制 
 

(1)委員会の設置  

本事業では有識者で構成する「情報モラル作問委員会」を組織して作業に取り組んだ。この委員会は、

ＣＢＴテスト問題作成・更新、各問題への理解力の評価基準の作成、本事業の全体を管理した。 

   

図表２ 委員一覧（顧問／委員長以外は五十音順） 

所属 役職及び氏名 

東京学芸大学 准教授         森本 康彦（委員長） 

柏市立大津ヶ丘小学校 教諭          井上  昇 

東京都立江高等学校 情報科主任教諭    稲垣 俊介 

京都市教育委員会 首席社会教育主事   稲葉 弘和 

我孫子市立新木小学校 教諭        金子 和男 

東京都立新宿高等学校 教諭        黒田 英子 

東京学芸大学附属世田谷小学校 教諭        河野 広和 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭        後藤 貴裕 

科学技術振興機構 

（埼玉県立三郷工業技術高等学校） 

          高橋 正行 

千葉大学教育学部附属中学校 副校長         三宅 健次 
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帝京中学・高等学校 教諭          三輪 清隆 

川崎市総合教育センター 

情報・視聴覚センター 

指導主事           和田  敏雄 

  

 

図表３ 事務局等の体制 

所属 役職及び氏名 役割 

一般社団法人日本教育情報化振興会 専務理事        森本 泰弘 責任者 

 同上 調査・研究開発部 部長 吉田 真和 総括 

 同上 総務部    担当部長 赤松伊佐代 ＪＫＡ窓口 

 

 

(3) 成果 

 

図表 1 テスト問題改善検討風景 

 
 

【小学校】 

 

情報社会の倫理 

a: 発信する情報や情報社会での行動に責任を持つ 

b: 情報に関する自分や他社の権利を尊重する 

文字でのコミュニケーション/肖像権  

 

法の理解と遵守 

c: 情報社会でのルール・マナーを遵守できる 

ケータイ・スマホの使い方 著作権/アプリの課金  

 

安全への知恵 

d: 情報社会の危険から身を守るとともに、不適切な情報に対応できる 

e: 情報を正しく安全に利用することに努める 

f: 安全や健康を害するような行動を抑制できる 

ネット上での出会い/情報の信頼性/個人情報の流出 依存  

 

情報セキュリティ 

g: 生活の中で必要となる情報セキュリティの基本を知る 

h: 情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる 

パスワード  

 

公共的なネットワーク社会の構築 

i: 情報社会の一員として、公共的な意識を持つ 
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SNSの使い方 

 

【中学校】 

情報社会の倫理 

a: 情報社会への参画において、責任ある態度で臨み、義務を果たす 

b: 情報に関する自分や他者の権利を理解し、尊重する 

情報発信/肖像権/プライバシーの侵害  

 

法の理解と遵守 

c: 社会は互いにルール・法律を守ることによって成り立っていることを知る 

ダウンロード/著作権 オークション・ネットショッピング/不正アクセス禁止法  

 

安全への知恵 

d: 危険を予測し被害を予防するとともに、安全に活用する 

e: 情報を正しく安全に活用するための知識や技術を身につける 

f: 自他の安全や健康を害するような行動を抑制できる 

ネット上での出会い/個人情報の流出・位置情報  

 

情報セキュリティ 

g: 情報セキュリティに関する基礎的・基本的な知識を身につける 

h: 情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる 

スパイウェア・ウイルス/パスワード/セキュリティ対策（バックアップ、ファイアウォール、無線 LAN）  

 

公共的なネットワーク社会の構築 

i: 情報社会の一員として、公共的な意識を持ち、適切な判断や行動ができる 

SNS、掲示板の使い方 インターネットの利点 

 

【高等学校】 

情報社会の倫理 

a: 情報社会への参画において、責任ある態度で臨み、義務を果たす 

b: 情報に関する自分や他者の権利を理解し、尊重する 

プライバシーの侵害  

 

法の理解と遵守 

c: 情報に関する法律の内容を理解し遵守する 

メールの時のルール・マナー、文字化け/ダウンロード/著作権 個人情報保護法/不正アクセス禁止法 

ネットショッピング  

 

安全への知恵 

d: 危険を予測し被害を予防するとともに、安全に活用する 

e: 情報を正しく安全に活用するための知識や技術を身につける 

f: 自他の安全や健康を害するような行動を抑制できる 

ネット上のトラブル（詐欺、悪質サイト）/位置情報 情報の信頼性/迷惑メール/依存  

 

情報セキュリティ 

g: 情報セキュリティに関する基礎的・基本的な知識を身につける 

h: 情報セキュリティの確保のために、対策・対応がとれる 

ウイルス セキュリティ対策（認証、フィルタリング、処分方法、紛失した際の対応、無線 LAN）  
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公共的なネットワーク社会の構築 

i: 情報社会の一員として、公共的な意識を持ち、適切な判断や行動ができる 

SNS、掲示板の使い方 

 

 

３．まとめ 

 生徒が問題に正解した場合、不正解だった場合、正解したということは「このような知識が身につ

いている」、不正解の場合「この問題はここに注意するためのものなので、注意して勉強するように」

と各自が判断できるようにするため、すべての問題に解説を入れた。 

 また、教師も「〇×」だけではなく、各生徒がどこが下句集できていて、どこが弱いのかの判断材

料とすることが可能となるよう問題を改善した。 

 

【解説の一覧】 

（1）小学校モラルテストの問題と解説 
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（2）中学校モラルテストの問題と解説 
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（2）高等学校モラルテストの問題と解説 
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                                         以   上 
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第４章 

 保護者のための情報モラル事業 
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１．事業の目的 
 

(1) 従来の課題 

 保護者の現状として、ＩＣＴリテラシーやＩＣＴ機器操作スキルが追いついていない状況にある。保

護者は、学校でＩＣＴ教育を充分に受けていない世代のため、子どもたちに指導ができていない。その

一方で、保護者を啓発する必要に迫られている。 

 保護者もＩＣＴリテラシーを身につけ、子どもに指導したいと思っているが、学ぶ機会が用意されて

いない。そのため、本来は家庭で行うべき教育が、学校任せになっている。保護者自身が、将来の情報

社会のあり方を見据え、未来の情報社会において、子どもがどのような役割をはたすか、どのようなス

キルを身につけなければならないかについて考えることが求められている。 

 

(2) 目的 

本取り組みでは、実際、自らＩＣＴや将来の情報社会について学ぶことにより、自ら成長するきっかけ

にもなるように、保護者向け情報モラル教材および情報活用能力を身につけることを目的とする。具体的

には、より詳しく現状を調査し、それに基づき情報リテラシー教材の開発と研修を行った。 

なお、これらは公益財団法人ＪＫＡの競輪の補助金を受け実施した。 

 

 

２．作業項目とスケジュール／作業体制 
 

(1) 作業項目とスケジュール 

  作業項目とスケジュールは下記の通りである。 

 

図表１ 作業スケジュール  

平成２８年 平成２９年
作業項目  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月

予備会議
委員会開催 ▼ ▼④   ▼⑤ ▼⑥ ▼⑦ ▼⑧

8 5  26 24 17     30 4 15 5
アンケート作成 ▲---------------▼

▲---▼(アンケート)
分析・教材開発 ▲---------------------------------▼

セミナー・成果発表会    ▼ ▼
   25 10

▼①▼② ▼③
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(2) 委員会の設置  

本事業では有識者で構成する「オンラインベターライフ委員会」を組織して作業に取り組んだ。この委

員会は、作業スケジュールの策定、アンケート設問作成、アンケート結果分析、教材開発、成果発表会で

の報告等、本事業の全体を管理した。 

   

図表２ 委員一覧（委員長以外は五十音順） 

所属 役職及び氏名 

東京大学 大学院情報学環 教授           橋元 良明（委員長） 

エンジェルズアイズ 代表          遠藤 美季 

一般社団法人インターネットユーザー協会 代表理事        小寺  信良 

筑波大学 人文社会系社会学研究室 教授              土井 隆義 

東京大学 大学院学術情報学府 博士課程       堀川 裕介 

千葉大学教育学部附属中学校 副校長       三宅 健次 

帝京大学系属提供中学・高等学校 教諭        三輪 清隆 

 

図表３ 事務局等の体制 

所属 役職及び氏名 役割 

一般社団法人日本教育情報化振興会 専務理事        森本 泰弘 責任者 

 同上 調査・研究開発部 部長 吉田 真和 総括 

 同上 総務部    担当部長 赤松伊佐代 ＪＫＡ窓口 

株式会社ユーミックス 代表取締役       藤田由美子 学習教材開発 

イラスト、 

リライト等 

 

 

(3) 委員会の開催 

 委員会は年間 3回の開催を予定していただが、アンケート内容の検討と分析・教材開発についての重要

な議題が多く、委員会を 8 回開催した。また、急を要する場合にはメールによる検討・決議を行った。年

度を通じて開催した委員会(全 8回)の開催日、議題は下記の通りである。 

 

図表４ 委員会開催実績 

開催回数 開催日 議題 

第 1回 29. 6. 5 ・保護者のための「情報モラル」教材作成 趣旨説明 

・年間活動スケジュールについて 

・アンケート内容検討（対象、手法、被験者数等） 

 

第 2回 29. 6.25 ・アンケート内容検討（目的との整合性 等） 

・その他 

第 3回 29. 7.24 ・アンケート内容検討（漏れがないか 等） 

・その他 

第 4回 29. 8.17 ・アンケート内容検討（追加項目検討・重複項目の確認、 

最終チェック 等） 

・スケジュール確認 

・その他 

 

第 5回 29.10.30 ・アンケート集計（速報値）の確認 

・アンケート結果の検討 

・分析項目の検討 

・JAET和歌山大会でのセミナー内容の検討 

 



 64 

第 6回 29.12. 4 ・教育用教材の開発について 

・報告書の作成について 

・その他 

 

第 7回 30. 1.15 ・教育の情報化推進フォーラムでのセミナー内容の検討 

・教育用教材（普及冊子）の最終確認 

・報告書の作成について 

・その他 

 

第 8回 30. 2. 5 ・教育の情報化推進フォーラムでのセミナー内容の検討 

・教育用教材の開発について（校閲 等） 

・報告書の作成について 

・その他 

 

 

 

図表５ 委員会の風景 

 

 

３．セミナー 
  

(1) ＪＡＥＴ全国大会和歌山大会 

    ＪＡＥＴ全国大会和歌山大会では、保護者向け情報モラル・情報リテラシー教育の現状をデータで紹

介した。保護者自身が、将来の情報社会のあり方を見据え、未来の情報社会において、子どもがどのよ

うな役割をはたすか、どのようなスキルを身につけなければならないかについて考えることが求められ

ていることなど、保護者への大規模アンケート結果を分析し、洗い出した新しい家族とのかかわり方な

どについてセミナーを開催した。 

 

  セミナーの概要は以下の通りである。 

・開催日時  平成２９年１０月２５日  １４時４０分～１５時３０分 

 ・和歌山県民文化会館 ４Ｆ ４０２会議室 

   ・来場者数    ２８名 

   ・プログラム  保護者のための情報モラル 

     <事業説明> 分科会 A3 

コーディネータ ： 東京大学             教授 橋元 良明 

     プレゼンター  ： 筑波大学           教授 土井 隆義 

エンジェルズアイズ     代表 遠藤 美季 

              株式会社ユーミックス 代表取締役  藤田 由美子 
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図表６ ＪＡＥＴセミナーの様子 

 
 

 

(2) 成果発表会 

 当事業の活動内容を広く広報するために、平成２９年度日本教育情報化振興会教育の情報化推進フォー

ラムにおいて「０歳児からのＩＴ機器利用と保護者の情報モラル」と題して分科会 C3を開催した。 

 

 分科会の概要は以下の通りである。 

 ・開催日時  平成３０年３月１０日  １１時２０分～１２時２０分 

 ・国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 

  ・来場者数    ８９名 

  ・プログラム  ０歳児からのＩＴ機器利用と保護者の情報モラル 

    <事業説明> 分科会 C3 

   登壇者     ： 東京大学         教授 橋元 良明 

             筑波大学          教授 土井 隆義 

    

 

図表７ 成果発表会の様子 

 
 

 

４．まとめ 
 

(1) 今後にむけて 

 本取り組みでは、保護者ための情報モラルを啓発するための教材を開発し、それを普及するためのセミ

ナーを実施していた。今後は、これらを広く使ってもらうために、自治体の教育委員会へ配付していく予

定である。 

 

 

５．０歳児からの IT 機器利用と保護者の情報モラル(報告書)について 
 

  次ページからは、本事業の成果の報告を行なう。 
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０歳児からの IT 機器利用と保護者の情報モラル 

(０)調査の目的と概要 

 

0.1 調査の目的 

  

総務省情報通信政策研究所と東京大学橋元研究室が共同研究として毎年実施している「情報通信メディ

アの利用時間と情報行動に関する調査」(全国 13歳～69歳が対象。無作為抽出、訪問留置調査。N=1500) に

よれば、2016年でスマートフォンの利用率は 20代で 96.8%、30代で 92.1%に達する。同じ調査でテレビ

受像機の利用率が 20代 91.2%、30代 93.6%であるから、もはやスマートフォンはテレビと同等に国民のほ

ぼ全員が使っている機器であり、既に飽和状態にあると言える。 

この数値からすれば、今の母親のほとんどがスマートフォンを利用していると考えてよい。実際、この

調査でも母親のスマートフォン利用率は 97.9%であった。 

橋元らは 2017年 9月から 10月にかけ、6件の共働き子育て家庭の訪問調査を実施したが、すべての家

庭で両親ともスマートフォンを利用していたのはもちろんのこと、多くの家庭では乳児にスマートフォン

の動画画面を見せていた。母親が子育ての不安を親や友人に尋ねたり、ネットで調べたりする機器として

利用しているだけではなく、今やスマートフォンは乳児にとっても不可欠な子守道具となっている。と同

時に、多くの親からは、そうしたデジタル機器を乳児に触れさせることの心身への悪影響を心配する声が

あがっていた。 

こういった状況で我々は以下のことを明らかにすることを目的として子育て中の親に対して調査を実

施した。 

 

(1)乳幼児―児童（0歳～12歳）におけるスマートフォンおよびデジタル機器利用の状況の把握 

(2)子のスマートフォン機器に対する心配と期待 

(3)親のデジタル機器利用状況 

(4)子どものスマートフォンの適切活用に要求される条件としてどのようなものを考えているか 

(5)子どものスマートフォンのフィルタリング利用状況 

(6)スマートフォン利用に関する子どもとの約束 

(7)家庭でのデジタル機器利用をめぐる指導・教育 

(8)子どもの未来に対する期待と身につけて欲しいスキル 

 

 

0.2 調査の方法・概要 

 

１）スクリーニング調査(オンライン調査） 

 調査日：2017年 10月 6 日～11日 

 子どもを持つ約３万の標本モニター（マクロミル会員）から次の条件を抽出 

  ①末子が 12歳以下 

  ②末子にスマートフォンを使わせている(触れさせている） 

※本調査は、とくに乳幼児がスマートフォンを使っている（触れている）場合の情報 

環境、親の意識の分析に焦点を充てた。 

 

２）本調査(オンライン調査） 

 調査日：2017年 10月 11日～16日 

 有効回答数：母親回答 1,671人 父親回答 1,112人 

 ※基本的な分析標本は母親回答分（子どもと身近に接しているため） 

  ただし、必要に応じて父親回答結果と比較する 

 （母親、父親の標本数が 6対４になっているのは、父親標本を参考標本として想定し 

たため意図的に割り付け数を減らしている。） 



 67 

 

(１)乳幼児(末子)に利用させている情報機器（SQ4) 

 

1.1 機器別の利用率と年齢別推移 

 

 表 1.1 ニューメディア乳幼児に利用させている情報機器(母親回答、単位:%）  

 
 男女差はχ２検定の結果。***：p<.001、ns：no significant 
 なお、とくに言及しないかぎり、分析標本は母親回答。 

 

乳幼児に利用させている情報機器の比率を示したのが表 1.1である。スクリーニング条件に「スマートフ

ォンを利用している(スマートフォンに触れている）こと」を入れているのでスマートフォンの利用率

は 100%になる。 

なお、橋元らが KDDI 総研と共同でほぼ同時期に実施した別の調査では、0～6 歳児のスマートフォン利用

率は 59.6%（0 歳児では 23.5%）であったので、今回、対象が 0歳～12歳で「スマートフォンを利用し

ている」というスクリーニング条件は、さほど対象を限定する条件ではない。 

表 1.1に示されるとおり、スマートフォン以外で乳幼児がよく利用しているのはタブレット端末の 29.6%、

ついで携帯ゲーム機の 26.4%であり、パソコンは 17.7%であった。ゲーム機は利用率に有意な男女差が

あるが、その他の機器には利用率の男女差は見られなかった。 

 

    表 1.2 年齢ごとの乳幼児の情報機器利用率(単位:%） 

 

表 1.2には年齢ごとの各情報機器の利用率を示した。また、図 1.1には、そのうち、タブレッ端末、パ

ソコン、携帯ゲーム機を取り出して、年齢ごとの利用率を折れ線グラフで示した。 

全体利用率 6歳未満 6～12歳 男子 女子 男女差
1　スマートフォン 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ―
2　電話やネットのつながらないスマートフォン 7.4 8.4 5.8 8.1 6.8 ns
3　携帯電話（キッズ携帯含む） 7.5 2.1 16.0 7.6 7.4 ns
4　タブレット端末 29.6 26.5 34.6 30.8 28.7 ns
5　ネットのつながらないタブレット端末 2.0 2.1 1.9 1.9 2.2 ns
6　パソコン 17.7 10.4 29.3 19.6 16.1 ns
7　携帯ゲーム機 26.4 9.6 53.3 31.4 22.4 ***
8　据置き型ゲーム機 19.8 8.3 38.6 24.2 16.3 ***
9　音楽プレイヤー 4.2 3.0 6.1 4.5 4.0 ns
10　その他（　　　　　　　　　　　　　） 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 ns
11 情報機器は使っていない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ―

N 1671 1029 642 741 930

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳
2　電話やネットのつながらないスマートフォン 11.9 10.4 6.2 6.3 7.1 9.6 8.3 7.9 9.3 3.6 3.5 1.5 4.1
3　携帯電話（キッズ携帯含む） 4.5 3.3 1.7 2.1 0.0 0.8 13.2 13.9 19.8 15.7 18.8 20.3 13.4
4　タブレット端末 14.9 16.5 27.4 34.0 29.4 40.0 30.6 38.6 36.1 32.5 37.7 31.9 35.1
5　ネットのつながらないタブレット端末 2.2 2.4 0.4 3.7 2.4 2.4 1.7 3.0 1.2 3.6 2.4 0.0 1.0
6　パソコン 6.0 9.0 7.1 14.1 13.5 15.2 18.2 26.7 31.4 32.5 34.1 36.2 32.0
7　携帯ゲーム機 4.5 1.4 5.0 11.5 16.7 28.0 42.2 48.5 53.5 48.2 61.2 63.8 61.9
8　据置き型ゲーム機 8.2 1.4 5.4 8.9 8.7 24.0 30.6 37.6 34.9 44.6 42.4 44.9 38.1
9　音楽プレイヤー 5.2 3.8 2.1 2.6 0.8 4.0 1.7 4.0 7.0 7.2 5.9 5.8 12.4
10　その他（　　　　　　　　　　　　　） 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 134 212 241 191 126 125 121 101 86 83 85 69 97
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図 1.1 タブレット、パソコン、携帯ゲーム機の年齢ごとの利用率(単位:%） 

 

図 1.1に示されるとおり、携帯ゲーム機は歳が上がるにつれ利用率が上昇し、11歳時では 63.8%である。

タブレット端末は 5歳児の利用率が最も高く 40%であった。パソコンも歳が上がるにつれ利用率が増す傾

向が見られ、11歳-12歳では 32%になる。 

 

1.2 乳幼児タブレット、パソコンの利用率と年収・母親学歴・母親職業 

  

情報機器のうち、タブレット端末とパソコンを取り上げ、世帯年収、母親学歴、母親職業との関連を分

析した。 

 

表 1.3 世帯年収別にみた乳幼児のタブレット端末、パソコンの利用率(単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。***：p<.001 

 

まず、世帯年収別に見たのが表 1.3である。表に示されるとおり、タブレット端末もパソコンも世帯年

収が上がるにしたがって、乳幼児の利用率は上昇する。 

 

表 1.4 母親の学歴別にみた乳幼児のタブレット端末、パソコンの利用率(単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。***：p<.001 

 

タブレット端末 パソコン N
４００万円未満 21.2 10.0 419
４００～600万未満 30.3 17.7 486
600～800万未満 34.5 17.2 296
800万円以上 44.6 33.7 211
有意差 *** ***

タブレット端末 パソコン N
中高卒 24.5 11.8 560
短大・専門学校卒 28.8 16.9 656
大学・大学院卒 34.1 25.9 455
有意差 *** ***



 69 

 

表 1.5 母親の職業別にみた乳幼児のタブレット端末、パソコンの利用率(単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。†:p<0.10、ns：no significant 

 

表 1.4は母親の学歴別、表 1.5は母親の職業別にそれぞれタブレット端末、パソコンの利用率を見たも

のである。表 1.4に示されるとおり、タブレット端末もパソコンも、母親の学歴が高くなるに従い子の機

器の利用率は上昇する。 

母親の職業別に見た場合、タブレット端末は「自営・学生・無職・その他」ではやや利用率が高く、「専

業主婦」ではやや低い傾向があるが差の有意水準は 10%にとどまる。パソコンについては、有意差は示さ

れなかった。 

 

 

(２)スマートフォンの専用・共用使用（Q1） 

 

 

図 2.1 子どもにスマートフォンを使わせている形態 

 

就学前の子どもの場合、自身でスマートフォンを管理することには限界もあり、保護者が持っているス

マートフォンを必要に応じて子どもに利用させていることが多いと考えられる。小学校入学後は、徐々に

学童クラブ・習い事・塾に通う際に、一人で行動する機会が多くなり、子どもへの連絡手段として子ども

専用スマートフォンを持たせるようになるのだろう。 

就学前の子どもに対しての利用方法としては、親が家事等に集中したい場合に、おもちゃとして与える

ことが多いのではないだろうか。幼児向けのアプリを検索して見ると、子どもが親の手を借りずに利用す

ることができるものが多いことがわかる。 

 

（参考）Applivのサイト 

https://app-liv.jp/lifestyle/housekeeping/0474/ 

 

続いて、年収によってスマートフォンを持たせることに差はあるのかを考えてみる。さしあたって、未

就学児の場合は親との共有が一般的だと思われるので、就学児について親の収入と子ども専用機を持って

いる割合を見てみると、図 2.2のようになる。 

 p=0.0286<0.05 
図 2.2 就学時の場合の親の年収と子ども専用機との関係 

タブレット端末 パソコン N
フルタイム 34.3 18.1 277
パート・アルバイト 29.6 17.0 506
専業主婦 27.4 17.7 833
自営・学生・無職・その他 40.0 21.8 55

有意差 † ns

就学児
子ども専用 親との共有

400万円未満 34.8 65.2
400万円以上～600万円未満 26.3 73.7
600万円以上～800万円未満 42.4 57.6
800万円以上 40.7 59.3
わからない/答えたくない 35.0 65.1

未就学児
子ども専用 8.4
親との共用 91.6

就学児
子ども専用 35.1
親との共用 65

https://app-liv.jp/lifestyle/housekeeping/0474/
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子ども専用機を持たせる親全体の平均が 35.1%なのに対して、年収が 600万円以上の場合には 40％を超

えており、子ども専用機を必要と判断して持たせる家庭に関しては、年収格差がある程度あるようだ。 

さて、子ども専用スマートフォン持たせる理由の 1 つとして考えられるのが子どもとの連絡であるが、

そうなると仕事を持っている親の場合ほど、子ども専用のスマートフォンを持たせることになると思われ

る。 

p=0.0098<0.01 
図 2.3 就学時の場合の母親の職業形態と子ども専用機との関係 

 

このことは、図 2.3を見ると、仕事についている親ほど子ども専用スマートフォンを所持している割合

が高いことがわかり、明らかなようだ。 

 

(３)スマートフォンを使わせている理由（Q2：子供専用の場合） 

 

図 3.1 子どもにスマートフォンを使わせている理由(子供専用スマートフォンを利用している場合のみ) 

就学前の「使いたがったから」は、子どもがスマートフォンに興味をもち、おもちゃとして活用させて

いるものと思われる。就学後の「使いたがったから」は、子ども同士の情報共有を通じてゲームなどのア

プリに関心を持ち使用していると思われる。また、教育面での活用、子どもとの連絡用という面も、親の

関心としては強く出てくるようになる。 

教育用アプリを使わせたいと回答してくれた場合の子どもの年齢との関係を見てみる。 

就学児
子ども専用 親との共有

雇用者（フルタイム） 40.9 59.1
雇用者（パートタイム・アルバイト） 38.3 61.7
専業主婦・主夫 27.0 73.0
その他職業 48.0 52.0

未就学児
時代に乗り遅れないようにするため 4.7
子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 10.5
将来情報関連の仕事についてほしいから 3.5
子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 17.4
便利なアプリがあったから 16.3
教育用アプリを使わせたいから 18.6
持っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 11.6
子どもとの連絡に便利だから 32.6
子どもが使いたがったから 44.2
その他 4.7
特に理由はない 7

就学児
時代に乗り遅れないようにするため 8.9
子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 12
将来情報関連の仕事についてほしいから 0.9
子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 0.9
便利なアプリがあったから 6.7
教育用アプリを使わせたいから 6.2
持っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 16.9
子どもとの連絡に便利だから 73.3
子どもが使いたがったから 35.6
その他 8
特に理由はない 4
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                            p=0.0059<0.01 

  図 3.2 教育用アプリを使わせたいと回答した場合の子ども年齢 

教育用ということもあり、年齢と共に割合が多くなってくるものかと思われたが、3~5歳がピークとな

っている。スマートフォンを利用して勉強していくということに関してはまだ浸透しているとは言い難い

状況のようだ。 

 

(４)スマートフォンを使わせている理由（Q3：親と共用の場合） 

 

 
図 4.1 子どもにスマートフォンを使わせている理由 

（親との共用スマートフォンを利用している方のみ） 

  

Q2と異なり、親との共用では、就学前、後に関わらず、半数近くが「子どもが使いたがったから」を理

由に挙げているが、就学児でも一時的な利用にとどまることから、積極的に目的をもった使わせ方はして

いないように思われる。 

 

未就学児
時代に乗り遅れないようにするため 2.9
子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 5
将来情報関連の仕事についてほしいから 0.1
子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 21.1
便利なアプリがあったから 25.5
教育用アプリを使わせたいから 15.7
持っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 2.8
子どもが使いたがったから 63.6
その他 7.1
特に理由はない 9.8

就学児
時代に乗り遅れないようにするため 7.4
子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 12.2
将来情報関連の仕事についてほしいから 1.4
子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 5.8
便利なアプリがあったから 21.8
教育用アプリを使わせたいから 16.3
持っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 7
子どもが使いたがったから 75.5
その他 8.2
特に理由はない 6.7

非該当 該当
0～2歳 87.5 12.6
3～5歳 80.1 20.0
6～8歳 81.3 18.8
9～12歳 87.6 12.4
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(５)子供が使っているサイトやアプリ（Q4） 

 
図 5.1 子どもが毎日利用しているサイトやアプリ 

 

就学後は LINEによるコミュニケーションが多くなっており、LINEによるトラブルが起こる可能性が

ある。就学前の SNS 利用はほとんどないが、LINE 以外の SNS の利用は就学後もそれほど多くない。興

味深いところでは、わずかではあるが、動画投稿・ライブ配信をはじめる子どももいるようだ。 

ゲームに関して、年齢別の回答を見てみると次のとおりである。 

p<0.0001 

  図 5.2 年層別に見たゲームをする子供の割合 

 

未就学児
LINEでのコミュニケーション 8.1
Twitter、Facebook、Instagramを見る 2.5
Twitter、Facebook、Instagramに書き込む 1.2
Youtube、ニコニコ動画などで動画を見る 67.6
Youtube、ニコニコ動画などで動画を投稿する 1.6
ニコニコ生放送、ツィキャスなどライブ動画を見る 0.9
ニコニコ生放送、ツィキャスなどライブ配信する 0.3
ゲームをする 29.5
ニュースを読む 1
電子書籍、電子コミックを読む 0.9
SNOW、Camera360などで写真を撮影・加工する 7.1
学習アプリを利用する 13.8
モッピー、げん玉などのお小遣いアプリを利用する 1
各種クーポンを入手する 0.9
その他 10.4
子どもがどんなサイトやアプリを使っているか分からない 4.4

就学児
LINEでのコミュニケーション 29.9
Twitter、Facebook、Instagramを見る 6.5
Twitter、Facebook、Instagramに書き込む 2.5
Youtube、ニコニコ動画などで動画を見る 58.4
Youtube、ニコニコ動画などで動画を投稿する 1.7
ニコニコ生放送、ツィキャスなどライブ動画を見る 1.1
ニコニコ生放送、ツィキャスなどライブ配信する 0.2
ゲームをする 64.3
ニュースを読む 5.9
電子書籍、電子コミックを読む 4.2
SNOW、Camera360などで写真を撮影・加工する 11.7
学習アプリを利用する 15.1
モッピー、げん玉などのお小遣いアプリを利用する 0.8
各種クーポンを入手する 1.7
その他 8.7
子どもがどんなサイトやアプリを使っているか分からない 1.6

非該当 該当
0～2歳 81.1 18.9
3～5歳 56.3 43.7
6～8歳 32.1 67.9
9～12歳 38.9 61.1
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高学年となると、スマートフォンを利用してゲームをする子どもは減少している。この時期にゲーム

専用機を買ってもらうことで、減少しているのではないかと思われる。ただし、極端な減り方をしてい

ないということは、スマートフォンでもゲーム専用機に負けない魅力があるようだ。 

 

学習アプリの利用に関して、年齢別の回答を見てみると次の通りである。 

 

p=0.0014<0.01 

  図 5.3 年齢別学習アプリの利用状況 

 

Q2でも見られたとおり、6~8歳がピークとなっており、実際の利用状況からもスマートフォンを利用

して勉強していくということに関してはまだ浸透しているとは言い難い状況のようだ。 

動画の視聴に関して、親が視聴している場合とそうでない場合とで比較してみた。 

 

p=<0.0001 

図 5.4 親の動画視聴状況と子どもの動画視聴との比較 

 

親がスマートフォンで動画を視聴している場合、子どもが動画を視聴する傾向が強いことがわかる。

TV と異なりインターネット動画は時間・場所に制限なく視聴することが可能であり、自制して視聴す

ることができないと依存症となる可能性がある。親が動画を視聴する家庭では、この点気をつけなけれ

ばいけない。 

 ゲームに関して、親がやっている場合とそうでない場合とで比較してみた。 

 

p<0.0001 

図 5.5 親がゲームをしている場合とそうでない場合の子どものゲームへの取り組み 

 

動画の視聴ほどではないが、親がゲームをしている場合、子どももゲームをする傾向はあるようだ。 

 

  

非該当 該当
0～2歳 89.1 10.9
3～5歳 82.4 17.7
6～8歳 81.5 18.5
9～12歳 88.0 12.0

子ども側 YouTube、ニコニコ動画などで動画を見る
親側 非該当 該当

非該当 43.2 56.8
該当 18.3 81.8

YouTube、ニコ
ニコ動画などで

子ども側 ゲームをする
親側 非該当 該当

非該当 67.5 32.5
該当 41.4 58.7

ゲームをする
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(６)子供のスマートフォン利用について心配していること（Q5） 

 

図 6.1 子どもがスマートフォンを利用するうえでの保護者の心配 

子どもの利用に際して、心配している内容はすべての分野に及んでいる。就学前後とでは若干の差異は

あるが、すべての分野に及んでいることは同様である。 

この中で注目をしたいのが、「ネットで知り合った人と実際に会って被害にあう」という心配をされて

いる保護者の方は、Q2において「子どもとの連絡に便利だから」という矛盾に悩まれていないのかという

点である。図 6.2を見ると予想通り悩まれている様子が見られる。 

 

p<0.0001 

  図 6.2 「ネットで知り合った人と実際に会って被害にあう」という心配と、 

「家族との連絡が便利になる」という利便性との関係 

 

 

未就学児
有害サイト・アプリの利用・閲覧 30.5
架空請求・不当請求の被害にあう 27.1
ネットで知り合った人と実際に会って被害にあう 17.7
ネット上で誹謗中傷などの被害にあう 13.6
「ながらスマホ」で事故にあう 15.7
いたずらや悪ふざけの画像・動画を投稿してしまう 12.9
自分から不用意にプライバシー情報を公開してしまう 19.1
他人にプライバシー情報をさらされる 12.1
著作権・肖像権侵害などの違法行為 8.3
使いすぎによる成績の低下 17.8
使いすぎによる心身への悪影響 56.6
使いすぎによる家族間のコミュニケーションの減少 28.1
使いすぎによる高額請求 14.4
ネット上の情報をなんでも信じてしまう 11.7
その他 3.8
今のところ心配していることはない 18.2

就学児
有害サイト・アプリの利用・閲覧 53
架空請求・不当請求の被害にあう 40.5
ネットで知り合った人と実際に会って被害にあう 28.4
ネット上で誹謗中傷などの被害にあう 28
「ながらスマホ」で事故にあう 23.8
いたずらや悪ふざけの画像・動画を投稿してしまう 21.2
自分から不用意にプライバシー情報を公開してしまう 31.3
他人にプライバシー情報をさらされる 23.4
著作権・肖像権侵害などの違法行為 13.1
使いすぎによる成績の低下 39.4
使いすぎによる心身への悪影響 54.5
使いすぎによる家族間のコミュニケーションの減少 27.4
使いすぎによる高額請求 22.9
ネット上の情報をなんでも信じてしまう 24.1
その他 1.4
今のところ心配していることはない 11.4

Q6-6 家族との連絡が便利になる
Q5-3 非該当 該当

非該当 71.7 28.3
該当 36.5 63.5

ネットで知りあった人と実際
に会って被害にあう
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次に、成績面についても「使いすぎによる成績の低下」とＱ６の「学習効果が上がる」の関係を見てみ

る。 

 

p=0.0061<0.01 

  図 6.3 「使いすぎによる成績の低下」を心配すると答えた時の 

「学習効果が上がる」と回答した関係 

 

使いすぎによる成績低下を心配している保護者の場合、若干ではあるがそうでない保護者と比べると、

学習効果への期待もみられる。 

こうしたことから、多くの保護者がスマートフォンを子どもに使用させる場合、迷われている様子がわ

かる。 

 

(７)ネット活用で期待されるメリット（Q6) 

 

Q6では「子どものネット活用でどのようなメリットが期待されるか」を複数回答可で質問している。 

 

図 7.1 ネット活用で子どもに期待するメリット（母親回答、父親回答、単位:%） 
N は母親 1671、父親 1112。図は母親の回答比率にしたがって降順に整序した。 

 

 

 

Q6-10
Q5-10 非該当 該当

非該当 88.6 11.4
該当 83.5 16.5

使いすぎによる
成績の低下

学習効果が上がる
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母親回答と父親回答の結果を示したのが図 7.1である。図に示されるとおり、母親、父親とも最も回答

比率が高かったのが「ネットからさまざまな情報を得ることである」であった。次いで母親では｢家族と

の連絡が便利になる｣、父親では｢情報活用力がつく」の比率が高かった。｢家族との連絡が便利になる｣は

父親でも回答比率は高い。 

「メリットは特にない」と答えた母親が 24.4%いたが、父親は 14.6%であった。 

その他の項目を見れば、いずれも父親の回答比率が母親より高くなっている。 

 

 

 
図 7.2 子どもの性別によるネット活用で期待されるメリット（母親回答、単位:%） 

N は男子 741、女子 930。回答比率にしたがって降順に整序した。 

 

図 7.2は、母親回答について、メリットの認識に子の性別で違いがあるかどうかを見たものであるが、

図に示されるとおり、子の性別ではほとんど違いは見られなかった（いずれも有意差はない）。 
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(８)スマートフォンを使い始めてからの変化（Q7) 

 

Q7では子どもがスマートフォンを使い始めてからの変化を質問している(複数回答可）。その回答結果

について、母親回答と父親回答とを並べて示したのが図 8.1である。 

 

図 8.1 スマートフォン利用後の事もの変化（母親回答、父親回答、単位:%） 
 N は母親 1671、父親 1112。図は母親の回答比率にしたがって降順に整序した。 

 

図に示されるとおり、この質問に対する回答比率の上位では、母親回答と父親回答ではかなり相違があ

る。母親回答で最も回答比率が高かったのが「とくに変化はない(40.2%）」であったのに対し、父親で最

も回答比率が高かったのは「わからないことをすぐにネットで調べる習慣がついた(30.4%）」であった。

その他の項目でも、父親は「様々な情報に触れることで知識が増えた」「｢学習用サイトやアプリを利用

することで勉強がはかどるようになった」など、肯定的な項目において母親より回答比率が高い傾向が見

られた。 

選択項目として、肯定的変化と否定的変化を混ぜているが、概して、肯定的変化の回答比率が高く、｢勉

強しなくなった」「コミュニケーションが減った」等の項目に対する回答比率は低い傾向が見られた。 
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図 8.2は子どもの性別によって、スマートフォン利用開始後の変化の回答比率を見たものである(母親

回答）。 

全般的に子の性別によって大きな相違はないが、女子について「分からないことをすぐにネットで調べ

る習慣がついた」という項目の回答比率が高かった。 

 

 

 
図 8.2 子どもの性別によるスマートフォンを使い始めてからの変化(母親回答、単位:%） 

N は男子 741、女子 930。男子の回答比率にしたがって降順に整序した。 
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(９)親の機器の使用（Q8) 

 

Q8では親の情報機器の使用状況について質問している。 

表 9.1は母親と父親の利用率を示したものであるが、スマートフォンは母親 97.9%、父親 94.5%でとも

に非常に高い。次いで高いのがパソコンであるが、父親(57.5%）の方が母親(41.8%）よりやや高くなって

いる。タブレット端末も同様に父親の方が母親より高い。 

 

 表 9.1 主な情報機器の利用率（母親、父親、単位:%） 

 
表 9.2 世帯年収別にみた母親のスマートフォン、タブレット、パソコンの利用率(母親回答、単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。***:p<.001、、ns：no significant 

 

表 9.3 母親学歴別にみた母親のスマートフォン、タブレット、パソコンの利用率(母親回答、単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。***:p<.001、、ns：no significant 

 

表 9.4 母親職業別にみた母親のスマートフォン、タブレット、パソコンの利用率(母親回答、単位:%） 

 
有意差はχ２検定の結果。†:p<0.10、ns：no significant 

 

 

 

母親 父親
1　スマートフォン 97.9 94.5
2　携帯電話 4.8 12.4
3　タブレット端末 25.7 38.1
4　パソコン 41.8 57.5
5　携帯ゲーム機 12.3 21.9
6　据置き型ゲーム機 11.3 23.1
7　音楽プレイヤー 8.4 16.6
8　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 0.0 0.0

N 1671 1112

スマートフォン タブレット パソコン
４００万円未満 98.6 21.0 27.0
４００～600万未満 98.4 25.1 46.3
600～800万未満 97.3 28.0 50.3
800万円以上 97.2 38.9 61.6
有意差 ns *** ***

スマートフォン タブレット パソコン
中高卒 98.6 21.3 30.9
短大・専門学校卒 97.7 23.5 39.8
大学・大学院卒 97.4 34.3 58.2
有意差 ns *** ***

スマートフォン タブレット パソコン
フルタイム 97.1 27.4 44.8
パート・アルバイト 98.6 25.7 37.8
専業主婦 98.2 24.1 42.7
自営・学生・無職・その他 90.9 40.0 50.9

有意差 ** † ns
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次に母親について、スマートフォン、タブレット端末、パソコンの利用率を、世帯年収別、母親学歴別、

母親職業別に見たが表 9.2―表 9.4である。 

表 9.2に示されるとおり、タブレット、パソコンについては世帯年収が高いほど、母親の利用率が高く

なっている。 

母親学歴別では、表 9.3に示されるとおり、タブレット、パソコンについて母親の学歴が高いほど、母

親の利用率が高くなっている。 

また、母親の職業別では、スマートフォンについて「自営・学生・無職・その他」ではスマートフォン

の利用率がやや低く、タブレットについては、逆に高い傾向が見られる。パソコンについては職業別に見

て、有意な差は見られない。 

 

 

(１０)保護者のスマートフォン利用（Q9） 

 

近年スマートフォンは家族間の連絡ツールなどにも使われ、年齢に関係なくその普及は一般家庭に浸透

している。しかしスマートフォンは PCに比べると新しいツールであり、きちんと使うためには基本とな

る知識が必要である。しかしインターネットに関するモラルやリテラシー教育が始まったのはここ十余年

ほどで、子ども達の親世代、（現在 20代後半以上の保護者）は学校の授業で学ぶ機会がなかった。では

保護者はどのようなことに留意しながらスマホをつかっているのだろうか。その利用実態と経験などを調

査結果から考察する。 

まずスマートフォンで毎日利用しているサイトやアプリについて、未就学児の保護者と小学生の保護者

を比較しながら見てみる。 

 

 

図 10.1 保護者がスマートフォンで毎日利用するサイト・アプリ 

 

LINEの利用は未就学児、小学生いずれの保護者も 8割を超え子どもの年齢に関係なく親が日常的に使う

コミュニケーションツールとして欠かせないということが分かる。 

84.7

58.1

15.3

32.5

1.4

1.7

0.5

35.8

54.5

27.9

11.1

7.4

2.3

25.2

16.7

15.9

1.0

82.9

38.3

10.4

28.0

1.3

1.4

0.3

48.6

65.2

10.3

14.4

6.3

2.6

20.8

9.6

20.7

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

LINEでのコミュニケーション

Twitter、Facebook、Instagramを見る

Twitter、Facebook、Instagramに書き込む

YouTube、ニコニコ動画などで動画を見る

YouTube、ニコニコ動画などに動画を投稿する

ニコニコ生放送、ツイキャスなどでライブ動画を見る

ニコニコ生放送、ツイキャスなどにライブ配信する

ゲームをする

ニュースを読む

子育てサイトを見る

電子書籍、電子コミックを読む

SNOW,Camere360などで写真を撮影・加工する

学習アプリを利用する

モッピー、げん玉などのお小遣い稼ぎアプリを利用する

メルカリ、minneなどで副収入を得る

各種クーポンを入手する

その他

Q9.あなたがスマートフォンでほぼ毎日利用しているサイトやアプリの利用状況 (複数回答)

6歳未満

(N=1,012)

6～12歳

(N=624)
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Twitterなどの SNSの利用は自分で書くより見るほうが多く、未就学児の保護者の方が小学生の保護者

より 20ポイントほど多い。未就学児の保護者は子育てサイトの利用も多いことから、育児や子育てに役

立つ情報や不安、悩みの相談などを SNSから得られる情報に頼っているとも考えられる。一方でゲームの

利用は小学生の保護者が 48，6%で、ほぼ半数の親が日常的にスマートフォンでゲームをしている様子がう

かがえる。 

家事などの合間にできる手軽さや無料で遊べることなどもその理由のひとつと思われるが、ゲームに限

ったことではないが親子で同じアプリをプレイするということはその利用のルールについて子どもと一

緒に考えやすいともいえるのではないだろうか。 

親子でスマートフォンのゲームについて楽しさの共有だけでなく、プレイ時間や他者との関わり、課金、

依存など、本来なら親子で対立しがちな会話のハードルを下げる効果は望めないだろうか。おこづかい稼

ぎやアプリで副収入を得ている親は未就学児の親で 25%以上いるが、所得や納税についての知識がどれく

らいあるのかは今回の調査にはないので分からないが知識は必要である。手軽に収入につながることから

主婦でも始めるのは容易だが、納税の義務を意識していない親もいることが懸念される。動画の視聴は約

3分の１の親が日常的に見ているが、動画の投稿、LIVE配信、LIVEの視聴はほとんどない。 

今回の調査では 0歳児でも 56%が動画の視聴をしていることが分かったが、親はほとんど動画の視聴を

していないことから、動画を観る際に親子で必ずしも一緒ではないことが考えられる。動画も楽しい内容

ばかりではなく子どもにとって不快、悪影響を与えるものも含まれている為、子どもが小さいときは必ず

親子で一緒に見ることを習慣づける必要がある。 

 

 

(１１)子どもがスマートフォンを安全かつ有効に活用する力をつけるために（Q10） 

 

図 11.1から、子どもがスマートフォンを安全かつ適切に活用するために有効だと考えられることは、

「親子間で約束事を作ること」に始まり、上位 5位までが保護者の関わりや保護者の知識向上という内容

になっている。スマートフォンを安全に利用する事、適切な活用能力は家庭でつけることを肯定的に考え

ていると考察される。 

5位（同位）に学校による情報モラル・情報活用教育があげられ、家庭の次に期待されるのが学校とな

っている。一方地域の有志、ボランティアによる情報モラル授業・情報教育や行政・企業による相談窓口

の拡充などは 6割を切っている。 

保護者の多くが家族とのルール作りや、互いの情報交換、学びの機会が有効と感じていることから学校

などでは、そのきっかけになる場を提供するなどの方法も考えるとともに、企業、行政も現在行っている

出前授業などを保護者が活用しやすいよう、宣伝したりフォローしたりする体制作りも必要であると考え

る。 
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図 11.1 子どもの安全かつ適切なスマートフォン利用にどのような対策が有効か 
※大変/ある程度有効だ/あまり有効ではない/全く有効ではないのうち大変/ある程度有効をグラフ化  

 

図 11.2ではさらに母親の世代別にみてみる。「フィルタリング・ペアレンタルコントロールの利用」

や「親による子どもへのインターネットリテラシー教育」では 20代以下の保護者が、一番高い 30代後半

の保護者に比べ 10ポイントほど低いが、全体的に大きく目立つ差はない。むしろ「親子間で約束事を作

ること」などは世代に関係なく、どの世代も一番有効として考えている。 

 

図

11.2 子どもの安全かつ適切なスマートフォン利用にどのような対策が有効か（母親の年代別） 
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65.7

58.5
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では有効だと感じている「親子間で約束事を作ること」に対して、親が子どもの指導で感じていること

と、どのような関係があるだろうか。 

親子間で約束事を作ることに対して有効と回答した人が子どもの指導について感じていることをまと

めたグラフが図 11.3である。有効とは思っているが、家庭で実施するには以下のような課題があること

が分かる。 

「指導に反していても叱れない」という躾の難しさや、親の知識が乏しい、指導することが多すぎるな

どの理由で具体的に子どもへの指導方法が分からず悩んでいる様子がうかがえる。 

また子どもは問題なくスマートフォンを使えているので、改めて指導の必要性を感じないと考える親も

いる。もっとも高かった「その他」の回答の自由記載には「子どもが小さく高度な指導ができない」「ま

だ幼いので指導が難しい」など子どもの年齢が低いために今はまだその必要がないという回答も目立った。 

情報リテラシーは道具の操作だけではなく、家庭環境やその他の躾や幼いころからの経験なども影響す

ることから、道具を使える年齢から情報モラル指導を始めるのではなく、0 歳からしっかりと準備し、意

識した子育てをすることが必要と考える。スマートフォンを利用していない親や小さいお子さんをお持ち

の親にリテラシー教育を関連付けることはなかなか難しく、今後の重要課題と考えられる。 

 

図 11.3 スマートフォン利用に関する指導について感じていること 

（約束作りが有効と回答した保護者限定） 
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(１２)フィルタリングとペアレンタルコントロールの利用実態（Q11,12,13,14） 

 

本項では、子どもに利用させているスマートフォンの所有形態と、フィルタリングやペアレンタルコン

トロールとの関係について述べる。 

子どもにインターネットを利用させるにあたって、フィルタリングを設定することに一定の効果がある

ことは、すでに多くが認めるところである。 

平成 30年 2 月 1 日より施行された改正青少年インターネット環境整備法では、店頭でスマートフォン

を購入する場合、使用者が 18歳未満であるかの確認、フィルタリングの必要性の説明、フィルタリング

を有効化して渡すことの 3点が義務付けられることとなった。 

これ以前は、契約者と実際の使用者が同じなのかどうかの確認は厳格には行われておらず、保護者が使

用者として契約したものをそのまま子どもに渡すケースも考えられた。またフィルタリングも提供義務が

あるだけで、有効化するのは保護者自身で設定する必要があった。 

今回の調査は改正法施行前に行われているため、保護者名義のスマートフォンを子ども専用として与え

ている例、子ども専用ながら最初からフィルタリングを設定していない例が存在するが、今後はこのよう

な例は減少するものと思われる。 

 

 

図 12.1 フィルタリングの利用 
※ここでいうフィルタリングとは、キャリア通信網利用時に特定の情報を遮断するものである。 
下記の家庭用 Wi-Fi 向けフィルタリングとは異なることに留意されたい。 

  

子どもにスマートフォンを利用させる場合、子ども専用のものを用意する場合と、保護者が利用中のも

のを一時的に与える場合とに大別される。子ども専用の場合はフィルタリングの利用率は 44.7%と比較的

高いが、保護者と共有で使う場合は、フィルタリングなしの状態で使わせている利用者が 47.5%となって

いる。一方で保護者名義ながら、フィルタリングを利用している保護者も 18.3%あった。 

一般に子ども専用機においてフィルタリングの設定率が高く、親との共有では設定率が下がるのは当然

である。大人が使用する場合には、フィルタリングを設定すると不便な事も多いからである。しかしなが
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ら、フィルタリングなしのスマートフォンは、有害情報に対して無防備となっている。これは、子どもが

有害情報を目にしてしまう可能性があるのみならず、広告バナーなどによって不適切なサイトへ誘導され

てしまい、保護者が身に覚えのない架空請求に遭うなど、予想外の結果となりやすい。 

加えてフィルタリングの利用に際して抜け穴となりやすいのが、スマートフォンが家庭の Wi-Fiに接続

されている場合である。キャリアが提供するフィルタリングは、Wi-Fiを使って通信する際には効果がな

い。 

 

 

図 12.2 家庭内の Wi-Fi でのフィルタリング 

 

 

家庭内の Wi-Fiを利用する際のフィルタリング利用に関しては、子ども専用機を持たせている保護者の

ほうが、極めて意識的に行なっている事がわかった。しかしながら、キャリアのフィルタリングに比較す

ると、家庭内 Wi-Fiフィルタリングの認知度は低い。 

フィルタリングなしのスマートフォンを子どもに利用させる際に有効なのは、ペアレンタルコントロー

ルである。これはアプリの機能制限など、スマートフォンの機能だけを指すものではない。子どもの利用

状況を後ろから覗いて確認するといった人的な手法も、十分にペアレンタルコントロールと言える。しか

しながら今回のアンケートでは、設問に「お子さまが使うスマートフォンでペアレンタルコントロールの

“機能を”利用していますか。」と記載されていたため、人的な手法が存在する事を連想することは難し

かっただろう。 
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図 12.3 ペアレンタルコントロールの利用（子供専用・親との共用での比較） 

 

低年齢の子どもには、子ども専用のスマートフォンを購入するまでもなく、保護者のスマートフォンを

使わせるケースは多い。特にこの場合には、ペアレンタルコントロールが有用である。しかしながらペア

レンタルコントロールという言葉自体が浸透していない状況があきらかになった。今後ますますの啓蒙が

必要である。 

 

他方でペアレンタルコントロールの利用度や意味の理解について、母親の学歴ごとに分類してみたが、

それほど大きな差は見られなかった。 

 

 
図 12.4 ペアレンタルコントロールの利用（母親の学歴別での比較） 
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フィルタリングに関する考えの調査においては、子ども専用と親との共有の保護者の間で、それほど大

きな違いは見られなかった。 

 

 
図 12.5 フィルタリングについての考え方（子供専用・親との共用での比較） 

フィルタリングですべての問題を解決できないことを理解している保護者が多い一方で、「子どもを信

頼しているのでフィルタリングは必要ない」と考える保護者が、子ども専用のほうに多い点には、留意が

必要だろう。 

子どものスマートフォン利用に関する不安要素を見ると、親との共有のほうが、ネット利用そのものに

ついての懸念点を具体的にイメージできておらず、楽観的に構えている傾向が見られる。一方で使いすぎ

による影響といった、体感的・身体的なことは、子ども専用よりも把握しやすい。子どもがネットで何を

見ているのか、ペアレンタルコントロールによってしっかり把握できていれば心配もないのだが、今回の

調査ではそこまでは読み取れなかった。 

 

 

(１３)子どものスマートフォン利用における保護者の関わり（Q16～19） 

 

子どものスマートフォンの利用に関して保護者はどのように関わり、どのような課題があるのか、実態

調査から考察してみたい。特に、「親との共有」で利用している子どもはいずれ「子ども専用」で利用す

ることになるので、その際の留意点にも着目し、教育現場の視点から保護者向けの提言としてまとめてい

きたい。 

 まず、子どものスマートフォンの利用に関して、どのようなルール作りや指導をしているかをたずね

たところ、図 13.１のような結果であった。 
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図 13.1 スマートフォンの利用において、保護者が行っているルールや指導（複数回答） 

  

「ルール作りや指導はしていない」「ルール作りや指導の必要を感じていない」と合わせて 2割弱の家庭

ではルールがなく、指導もせずに自由に使わせている。 

一方、８割以上の家庭では何らかのルールや指導をしている。その中で、利用時間や利用マナー、有料サ

イトやアプリの利用など、使い方に関するものが圧倒的に多くを占めている。このように、スマートフォ

ンの使い始めの時点では、ネットを介して被害者になったり、加害者になったりしないような意識は保護

者にまだ芽生えていないといえる。 

また、ここでは複数回答にしているものの、各家庭でいくつルールを決めているか、また、そのルールを

守らせるために紙面に書き留めたりして確認させているか等の実態はわからない。ここでは「親との共有」

と「子ども専用」の場合、どのような違いが出てくるかを見てみることにする。 
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図 13.2 スマートフォンの利用において、保護者が行っているルールや指導 

（「親との共有」と「子ども専用」に分類） 

 

図 13.2の結果から、ほとんどの項目で「親との共有」よりも「子ども専用」の方が高い数値を示してい

る。その差が 20ポイント以上開いたのは、大きいものから順に「他人を傷つけるような書込みをしない」

「有料のサイトやアプリを利用しない」「自分のプライバシーを守るための対処法」「スマートフォンの

パスワードを保護者に教える」の４項目になる。 

「親との共有」のうちは親の管理下にあるので、さほど心配はしていなくても、「子ども専用」になると

親の管理下から離れるので、一気にルールや指導が多くなることがわかる。このことは「ルール作りや指

導はしていない」という項目の割合が「子ども専用」で激減していることや、「スマートフォンのパスワ

ードを保護者に教える」という項目の割合が増加していることからも確認することができる。 

「親との共有」はいずれ「子ども専用」に切り替わる時期が来るので、それに向けた保護者への啓発及

び子どもへの指導が大変重要となってくる。具体的には、「子ども専用」に切り替わる際には、子どもと

しっかりとルールに関して話し合う場を設け、そこで確認したルールは口答ではなく紙面に記録しておく

ことが大切である。また、ルールが守れなかったときの対応も確認しておくことも必要である。 

ただ、ルールを設けても、なかなか守れないことがある。たとえば、利用時間に関するルールは多くの

家庭で設けているが、時間が守れなかったり、保護者の目の届かないところで利用したりとなかなか徹底

することは難しい。 

そこで、「子ども専用」のスマートフォンンを手渡す際、保護者が利用を制限するためのペアレンタル

コントロールアプリをインストールし、設定しておくことも一つの方法としてあげられる。ペアレンタル

コントロールの機能を使うことにより、利用時間の制限だけではなく、Web サイトを制限したり、アプリ

を制限したりすることができる。 

 このように、「親との共有」から「子ども専用」に切り替える際は、ルール作りだけではなく、技術

的な対策を講じておくことも重要といえる。 
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図 13.3 スマートフォンの使い方の指導者 

 

スマートフォンの使い方に関して指導しているのは、図 13.3で示すとおり母親が圧倒的に多い。幼児

期など、家庭の中では母親と接する時間が長いことからも予想される結果といえる。 

 

 
図 13.4 スマートフォンの使い方に関する指導について感じていること（複数回答） 

 

スマートフォンの使い方に関する指導について、「特に感じたことはない」「子どもは問題なくスマー

トフォンを使えているので、指導の必要はない」を合わせると過半数を超えている。幼児期は保護者の管

理下にあり、使い方の様子から指導の必要性を感じていないことがうかがえる。 

一方、「指導しても実際に守られているか確認する方法がない」「指導をしているが、聞いてくれない」

「知識が乏しいため、何を指導したらいいかわからない」「指導すべきことが多すぎて、何から始めてよ

いかわからない」「指導のきっかけがつかめない」と指導に関する悩みの声も少なからずあげられている。

今後、学生時代に情報モラル教育を受けた世代が保護者になってくると、「知識が乏しいため、何を指導

したらいいかわからない」等の数値が下がってくることは予想される。ただ、新たな問題も発生してくる

可能性もあるため、「指導すべきことが多すぎて、何から始めてよいか分からない」の数値が下がること

は期待できない。 
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図 13.5 スマートフォンの使い方に関する指導について感じていること 

（「親との共有」と「子ども専用」に分類） 

 

「子ども専用」になると、やはり何か指導をしなければいけないと感じる保護者が多くなり、「特に感

じたことはない」が激減している。 

ただ、一方で、予想に反して「子どもは問題なくスマートフォンを使えているので、指導の必要はない」

と回答している保護者が激増している。「子ども専用」になって、保護者の感じ方が二極化している。指

導の必要はないと感じている保護者は、まだ、「子ども専用」になって間がないため、「親との共有」の

時とさほど変化が見られないためにそのように感じていることが予想される。 

また、「指導をしているが聞いてくれない」「知識が乏しいため、何をしどうしたらいいかわからない」

「指導すべきことが多くて、何から始めてよいか分からない」は有位な差はみられず、「親との共有」「子

ども専用」による違いはなく、感じていることといえる。 
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図 13.6 子どものスマートフォンの利用に関して保護者がしていること（複数回答） 

 

保護者が子どものスマートフォンの利用に関して行っていることをたずねたところ、図 13.6にあるよ

うに「何もしていない」が最も多かった。 

この数値は図 13.4の子どものスマートフォンの使い方に関する指導について感じていることをたずね

たところの、「特に感じたことはない」の数値とほぼ同じであった。このことから、指導の必要性を感じ

ていない保護者は、子どもの利用に関しても何もしていないと読み取ることもできる。 

一方、図 13.4と関連して捉えると、実際に指導しているかは別として、指導に関して少しでも意識し

ている保護者は、どのようなアプリが入っているか、どのようなメッセージをやり取りしているか等、何

らかのアクションを起こしていると読み取ることもできる。 

図 13.4と関連して捉えなくとも、過半数を超える保護者が子どものスマートフォンの利用に関して何

らかのアクションを起こしている。それは保護者の心配の現れといえる。 
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子どもが利用しているアプリを自分でも使っている

スマートフォンにどのようなアプリが入っているかチェッ

クしている

可能な時はスマートフォンで何をしているか後ろから観察

している

何もしていない



 93 

 
図 13.7 子どものスマートフォンの利用に関して保護者がしていること 

（「親との共有」と「子ども専用」に分類） 

 

「子ども専用」となると、子どもの利用状況を確認することが難しくなるので、さらに保護者の心配は

大きくなることが予想される。そのため、図 13.7より「親の共有」から「子ども専用」になると、「何

もしていない」の数値が下がっている。また、「子ども専用」になると保護者の目から離れた場所で利用

することができるので、後ろから観察することも難しくなるため、数値が下がっている。 

一方、利用状況を確認することが難しくなるにもかかわらず、「親との共有」から「子ども専用」にな

ると、多くの項目で数値が上がっている。中でも、どのようなアプリが入っているか、どのようなメッセ

ージをやり取りしているかをチェックしている項目が 20ポイント以上増加している。このように、「子

ども専用」になると、保護者の心配は一気に上昇する。そのための対応として、ペアレンタルコントロー

ルの利用が求められる。 

 

 

(１４)子どもがスマートフォン利用していて経験したこと（Q22） 

  

子どもがスマートフォンを利用していて経験したことについてはどのトラブルも 1割未満であった（図

14.1）。対象年齢が 0歳から～12歳であったため、利用時間、利用コンテンツの少なさ、利用するネット

の階層が浅いことや、保護者と一緒に利用したりフィルタリングなどを利用していることなどがトラブル

を回避できている要因のひとつかと思われる。 

だが数字は低いとはいえ、高額請求を受ける 3,2%、有害サイト閲覧 6.0%など注意すべき点はある。ま

た保護者の 8,4%が「把握していない」と回答したことについては、深刻な問題と考える必要がある。 

今回の調査ではトラブルや犯罪被害を取り上げ結果を示しているが、デジタルアーツが 2018年 1月に 0

歳～9歳の保護者を対象に行った調査※1の中では、「子どもが想定外の端末の使い方をしていて驚いた」

と回答したのは全体の 56.0％と前年の調査を上回ったとしており、事件やトラブルとは直接関係なくとも、

半数の親が子どもの想定外の行動に驚いた経験をしている。このことからも子どもは想定外の行動をする
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ことも考え、合わせて子どものネットの利用は保護者の責任ということを改めて自覚し、親の管理のもと

に利用することが危険回避には欠かせないことであると考える。 

子どもが幼稚園、小学校に通っていれば先生から保護者へ、ネットに関する注意喚起が期待できるが乳

幼児の保護者の場合、特に専業主婦の場合は社会から孤立しがちなため、別途注意喚起をする広報が必要

である。携帯販売会社や乳幼児健診などの場を活用し、さらに積極的に乳幼児の親への啓発をすることが

求められている。 

 

※ 1  引 用 元 デ ジ タ ル ア ー ツ 未 成 年 の 携 帯 電 話 ・ ス マ ー ト フ ォ ン 利 用 実 態 調 査 よ り
http://www.daj.jp/company/release/common/data/2018/030701_reference.pdf 

 

図 14.1 子どもがスマートフォンを利用していて経験したこと 

 

  

71.5

9.0

8.4

6.0

5.2

3.2

2.3

2.1

1.4

1.0

0.9

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

上記の被害にあったことはない

知らない人からメールやメッセージがきた

把握していない

有害サイト・アプリ（ポルノ、犯罪、暴力、自…

架空請求・不当請求を受ける

使いすぎによる高額請求を受ける（架空請求・不…

ネット上で言い争いや誹謗中傷などにあう

自分から不用意にプライバシー情報を公開してし…

いたずらや悪ふざけの画像・動画を投稿する

他人にプライバシー情報をさらされる

違法にアップロードされた動画や音楽をダウン…

ネットの書き込みの削除ができなかった

Q22 お子さまがスマートフォンを利用する中で、次のような経験をされ

たことがありますか。あなたが把握している限りで結構ですので、あては
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（いくつでも）
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(１５)子供からのスマートフォン利用に関する相談に一人で対処できない時の対応（Q23） 

 

 

図 15.1 スマートフォンに関する子どもの相談に一人で対処できない時の対応 

 

配偶者・パートナーなど身近な人に相談する方が多いようだ。外部の相談機関（学校も含めて）は意外

にあてにされていないようだ。 

一方、独力で対処できていると回答した方の場合、どのような問題を、どのように解決しているのか気

になる。 

未就学児・就学児に関わらず、保護者の年齢別対応状況の中から、有意であるものを抜き出すと次のよ

うになる。 

 
               図 15.2 母親の年代別、保護者の対応 

 

未就学児
配偶者/パートナーに相談する 52.1
友人・知人に尋ねる 25
ネット上の記事を見る 15.2
ネット掲示板やQ&Aサイトで尋ねる 6.7
機器メーカーやネット事業者の相談窓口で相談する 3.1
ネットのトラブルに詳しい専門家に相談する 3.7
自治体の相談窓口で相談する 4.3
学校で相談する 4
警察で相談する 6.6
その他 2.1
わからなくても情報を得ようとしない 3.2
独力で対処できているため、情報を得る必要はない 24.3

就学児
配偶者/パートナーに相談する 57.9
友人・知人に尋ねる 29.4
ネット上の記事を見る 19.2
ネット掲示板やQ&Aサイトで尋ねる 7.2
機器メーカーやネット事業者の相談窓口で相談する 5
ネットのトラブルに詳しい専門家に相談する 4.7
自治体の相談窓口で相談する 3.3
学校で相談する 6.5
警察で相談する 4.1
その他 2
わからなくても情報を得ようとしない 1.3
独力で対処できているため、情報を得る必要はない 15.6

1　配偶者／
パートナー
に相談する

2　友人・知
人に尋ねる

8　学校で相
談する

9　警察で相
談する

11　分から
なくても情報
を得ようとは
しない

12　独力で
対処できて
いるため、情
報を得る必
要はない

２０代以下 49.7 22.4 4.3 8.3 4.5 26.6
３０代前半 47.9 23.4 2.7 5.3 2.4 24.7
３０代後半 60.0 31.1 7.3 4.1 1.6 17.3
４０代以上 59.4 29.9 5.7 4.6 1.3 15.5
χ二乗検定　p値 0.0002<0.05 0.0058<0.05 0.0238<0.05 0.0343<0.05 0.009<0.05 <.0001



 96 

特徴としては子どもからの相談に対して、保護者の年齢層が高いほど真剣に対応しようとする様子がう

かがえることである。若い年代の保護者の場合、「独力で対処できている」という割合が高い。理由とし

ては若い人ほど情報機器に慣れているということだろう。 

 

(１６)家庭での指導・教育（Q24） 

 

家庭におけるスマートフォンの使用についての指導・教育について保護者（母親）がどのように考えて

いるかをアンケート調査した。 

 

 
図 16.1 スマートフォン利用に関する家庭での指導・教育についての考え 

 

母親の回答をもとに集計した結果は下記の通りである。 

①「子どもがトラブルを抱えているとしたら、保護者の責任である」と 59%の母親が認識し、家庭でス

マートフォンの活用について教育する必要があることととらえている。 

②「自分のパートナーの、子どもへの情報機器の使わせ方に不安がある」と 49%の母親が不安に思って

いる。 

③「私は情報モラルに関する知識がある」母親は、59%にのぼっている。 

④しかし、「私は情報活用に関する知識がある」母親は、44%に減少している。 

⑤「小さい時から子どもがスマートフォンを使うことに不安がある」母親は 82%にのぼる。 

 

上記から、有害サイトにアクセスしない、相手を誹謗中傷しない、使用する場所についてのマナーを守

るなどの情報モラルについての知識はあるが、インターネットから収集した情報を自分なりに整理・分析

し、情報をどのように発信していくかという情報活用能力は、母親自身のスキルが十分でないことがわか

る。学校では、情報活用についての授業は行われているが、家庭でも平行して子どもを指導する必要があ

る。母親向自身が情報活用能力、情報リテラシーを身につける必要があり、講習会の実施や教材や学習コ

ンテンツを提供することが求められている。 

 

次に各質問について学歴とのクロス集計を行ったところ、下記のような結果になった。 

①学歴が高いほど「子どもがスマートフォンを利用する中でトラブルを抱えているとしたら、それは保

護者の責任である」と認識している。 

②学歴が高いほど「自分の配偶者／パートナーの、子どもへの情報機器の使わせ方に不安がある」と感

じている。 
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③学歴が高いほど「私は情報モラルに関する知識がある」と思っている。 

④学歴が高いほど「私は情報活用に関する知識がある」と思っている。 

④学歴が高いほど「ごく小さい時から子供がスマートフォンを使うことに不安がある」と感じている。 

 

 
図 16.2 情報モラルに関する知識がある（母親の学歴別） 

 

 
図 16.3 情報活用に関する知識がある（母親の学歴別） 
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図 16.4 情報モラルに関する知識がある（母親の年代別） 

 

 
 

図 16.5 情報活用に関する知識がある（母親の年収別） 

 

年収による家庭内での指導・教育に格差が見られる。年収が低い家庭では、情報モラル、情報活用につ

いての指導・教育が行き届いていない現実がある。 
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(１７)子どもに期待していること（Q25） 

 

Q25において母親が子どもに何を期待しているかを調べた。 

 

 
図 17.1 母親が子供に期待していること 

 

将来の情報社会を担う子どもたちに、新しい技術の開発、情報の有効活用、新しいサービスの開発、

新しい製品の開発を期待している。将来の情報社会の基盤となる新しい技術の開発は必須である。また、

情報を有効に活用する力を備えて、将来の情報社会を生き抜いてほしいと期待している。 

一方、「特に何も期待していない」という回答も 27%あり、未来社会の担い手として期待感が薄い母

親も多くいる。 

質問ごとに学歴別にクロス集計を行ったところ、情報の有効活用および「特に何も期待していない」

という設問について有意差が認められた。 

①母親の学歴が高いほど、子どもが情報を有効活用することに期待している。 

②母親の学歴が低いほど、子どもに期待していない。 

 

図 17.2 情報の有効活用（母親の学歴別） 
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図 17.3 何も期待していない（母親の学歴別） 

 

 

(１８)将来、子どもに身につけてほしいスキル（Q26） 

 

 
図 18.1 将来、子どもに身につけてほしいスキル 

 

 

 

 

  



 101 

将来の情報社会に向けて身につけてほしいスキルを順番にあげると、 

①コミュニケーション力 

②困難な状況を乗り越える力     ③協調性 

④問題解決力      ⑤情報活用能力 

⑥創造力         ⑦情報収集能力 

⑧情報機器などを操作する能力 

⑨社会貢献する力     ⑩リーダーシップ 

となっている。 

   困難な状況を乗り越える力が高い数字を示している。これは、逆境を乗り越える復元力、レジリエ

ンスといわれるスキルである。 

社会貢献する力が低い数字になっているが、将来子どもが大人になったとき、自分の強みを生かし

て、地域や企業の中で貢献する力なので、今後学校や家庭で高めていってほしい力である。 

将来の情報社会に向けて身につけてほしいスキルと母親の学歴をクロス集計したところ、高学歴で

あるほどスキルと高めてほしいと考えていることが明らかになった。 

 
図 18.2 情報活用能力（母親の学歴別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

困難な状況を乗り越える力についても、高学歴の親ほど逆境を乗り越える力を身につけてほしいと

考えている。 

 

 
図 18.3 困難な状況を乗り越える力（母親の学歴別） 
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ネット上で友だちや知り合いの人と上手にコミュニケーションするうえで、コミュニケーション力は必

須である。 

困難な状況を乗り越える力（レジリエンス）は、ポジティブに考えること、自分が得意なことや自信の

あることを生かすこと、目標を明確に持ち、目標の達成に向けて努力することなどによって高めることが

できるといわれている。レジリエンス力は、生きる力の育成にもつながる。 

従来の情報モラル教育は、インターネット上の有害情報から子どもを守る視点から、リスク回避を主な

テーマとしてきた。また、ルールやマナーを守ること、コミュニケーション力や相手を思いやる心を育て

ること、情報活用能力に主眼が置かれてきた。 

しかし子どもたちは、社会変化に対する不安、自分の進路やキャリア形成、友だちとの人間関係の構築、

ネット上のコミュニケーションなど、多くのストレスを抱えている。現在の複雑化した社会を生き抜くに

は、子ども自身の情報社会を生きる力、レジリエンス力を含めた生きる力の育成が求められている。 

 

 

(１９)保護者のスマートフォン利用（Q27・28） 

 

図 19.1で見るように、保護者がスマートフォンを利用する際に「他人を傷つける書き込みをしない」

「他人のプライバシーの尊重」などマナーや権利を守り違法行為をしないよう意識していることがわかる。

またパスワードの管理や、SNSの公開範囲の設定、依存しないように気を付けるなど自己管理に対しても

配慮している様子がうかがえる。 

しかし一方で家事や仕事の最中でもスマートフォンを使ったことがある（71.7%）、子どもとのコミュ

ニケーションよりスマートフォンを優先したことがある（56.4％）など、自分の都合に合わせて仕事や子

どもよりスマートフォンを優先してしまった経験もあると答える保護者もおり、子どもへ指導すべき立場

の親が、自分自身の使い方が見本となっていないケースもあることが分かる。 

ネットの誹謗中傷や保護者同士のトラブルを経験した人はごくわずかで、書き込みや他人への配慮に注

意して利用している結果、トラブルを回避できているとも考えられる。 

著作権を遵守しているとの回答は 89.3％と高い。しかし調査は主観的な回答であるため、全ての親がど

こまでを違法行為として認識しているかは不明である。自覚なく違法に音楽や動画のダウンロードをした

り、文書や画像を無断で使用したりしている可能性があることも予備知識として持っておいた方がよい。 

また、今回の調査では触れていないが、匿名性を利用して違法と知りつつ法律や条令違反にあたる行為

をしてしまうことは大人でもあり、保護者にもネットでの違法行為とそれにともなう罰則や影響などの正

しい知識を持つことが必要とされる。 

加えてネットに関する法律や条令は新しく作られたり、改正されたりするため、親は積極的に法や条例

に関する情報を入手し、更新しつつ子どもに教える役割を担うことも重要な責任と言える。 

 



 104 

 

図 19.1 保護者のネット・スマートフォンの利用について 

 

また図 19.2のネットを利用していて実際に自分が経験したことについては、「歩きながら、ながらス

マホをしたことがある」と答えた人が 74.9%とほぼ 4人に 3人の割合で経験があると回答。危険を考え社

会的にはマナー、ルールとされている歩きながらのスマートフォン利用禁止のルールを多くの親自身が守

れていない実態が分かる。 

ネット上の書き込みなどには注意をしながらも、自分の都合でルールを守れない親からの指導は、子ど

もには通じにくいと考えられる。社会のルールとしてしっかりと親子で共に守るということを心がける必

要がある。 

2番目に親子で話題のアプリで楽しむ経験をしている人も 67，2％と約 3分の 2以上もいることから、

スマートフォンの利用が必ずしも親子の断絶を生むのではなく、親子で共通の話題になることもわかる。 

また図 19.1ではネット上で保護者同士のトラブルを経験した人はわずかであったが、図 19.2では保護

者同士の LINEや SNSのやりとりを面倒と感じたことがある人が 65.1%いる。トラブルとまでは言わないが、

保護者も SNSのやり取りに時間を取られたり、気遣いをしたりすることを負担と感じている。このことか

らも保護者同士が SNSについて利用する時間帯や返信に関するルールを作ることも必要なのではないだろ

うか。 

また家族に隠れてスマートフォンをしたことがあると回答した人は 21，2%。今回の調査では隠れて利用

する理由まで踏み入って調査をしていないが、家庭内でのルール作りを考えたとき、親が自らルールを破

るなどの問題行動をとることも予測される。 

96.4

95.0

94.9

89.3

88.9

85.9

85.3

79.2

79.0

76.3

71.7

63.1

56.4

43.0

11.9

8.1

0.0 50.0 100.0 150.0

他人を傷つけるような書込みをしない

公共の場でスマートフォンを利用する際はマナーに気を付けている

他人のプライバシーを尊重している

著作権を遵守している（著作者に使用許諾を得る、違法ダウンロード…

インターネットに関する法律や条令に触れないように気を付けている

肖像権を遵守している（他人の写真をSNSに掲載するときは許諾を…

ネット上のサービスのパスワードやIDは、他人に知られぬようきち…

インターネット、スマートフォンに依存しないように気を付けている

SNSを利用する際は状況に応じて公開範囲の設定を変えている

ウイルスに感染したり、違法アプリに引っかからないようにセキュリ…

家事や仕事の最中でもスマートフォンを使ってしまう

自分や家族の写真を載せる時は、本人が分からないように画像加工な…

子どもとのコミュニケーションよりもスマートフォンの使用を優先し…

子どもをあやすためにスマートフォンをよく使う

ネット上の誹謗中傷を経験した

ネット上での保護者同士のトラブルを経験した

Q27.あなた自身についてお尋ねします。それぞれについて「はい」か「いいえ」でお答

えください。 ※「はい」の数値
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図

19.2 保護者がネット・スマートフォンを利用していて経験したことがあるもの 

 

 

(２０)親子関係と情報モラル教育のあり方 

 

20.1 問題関心 

 

本調査では子どもに対する情報モラル教育のあり方について多くの質問を設けているが、それぞれの保

護者がどのようなやり方に重点を置いているか、どのような問題意識を抱いているかは属性によって様々

である。その中で本章が注目するのは、保護者がそれぞれの子どもと結んでいる関係のあり方である。一

般論として、子どもに何らかの指導をする場合のあり方は、保護者から子どもに対する一方通行的なもの

であるよりは子どもの反応をうかがいながら微修正をかけていくような相互交渉的なものであることが

多いと思われる。したがって日頃から良好な親子関係を築いている場合には、保護者の側でも子どもが受

け入れやすいよう配慮した指導をするであろうし、子どもの側でもそれを受け入れて指導の効果も上がる

ことが期待される。逆の場合には、子どもの状況や言い分に配慮しない一方的なルール作りなどをして子

どもの反発をあおるような指導になってしまうかもしれない。もちろん上記のどちらも典型的かつ極端な

想定に過ぎず、現実の親子関係や育児のあり方は極めて多様なのだが、本章ではそれが情報モラル教育の

面で保護者側の子どもに対するアプローチにどのような関連性を持っているか明らかにしたい。 

本調査で親子関係のあり方について尋ねたのは Q20と Q21である。Q20では、子どもとコミュニケーシ

ョンをとる方法について、「対面」「LINE（LINE通話を除く）」「メール」「電話（LINE通話を含む）」

の 4つから頻度の高い順に回答してもらった。Q21 では、既存の心理尺度である「親役割診断尺度2)」か

ら「(1)子どもと話をするのが好きである」「(2)家庭内でよくコミュニケーションをとっている」「(3)

子供と意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合う」「(4)子どもをほめるより叱ることの方が多

い」「(5)子どもの欠点がどうしても目についてしまう」「(6)自分は子どもから頼りにされている」「(7)

自分は子どもから好かれている」の 7項目を引用し、「あてはまる」から「あてはまらない」までの 4 つ

                                         
2) 谷井淳一・上地安昭(1993)「中・高校生の親の自己評定による親役割診断尺度作成の試み」『カウンセリング研

究』,26,113-122. 

74.9

67.5

65.1

57.3

31.7

30.9

23.9

23.1

21.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

歩きながら、「ながらスマホ」をしたことがある

話題のアプリなどをネットやスマホで家族と楽しむ

ことがある

保護者同士のLINEなどのSNSのやりとりを面倒と感

じることがある

ネットで副収入を得たことがある

子どもなど家族の写真を本人に相談せずネットに載

せたことがある

インターネットで初めて知り合った相手と実際に

会ったことがある

インターネットで知り合い、ネット上でしか会話し

たことがない友達がいる

ネットに自画撮り画像を載せたことがある

家族に隠れてスマホを利用したことがある

Q28 ご自身がネットを使っていて経験したことを教えてください。 ※「はい」の数値
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の選択肢で尋ねた。以降ではこれらの質問項目、特に Q21の項目と保護者による情報モラル教育のあり方

との関連を分析する3)。 

 

 

20.2 Q21に基づく親子関係のあり方と情報モラル教育の関連 

 

20.2.1 本節での検証内容 

 

20.1で述べた通り、Q21に基づく親子関係と情報モラル教育のあり方との関連を検証する。Q21の 7 項

目は大まかに「コミュニケーションの充実（項目(1)～(3)）」、「子どもへの否定的評価（項目(4)(5)）」、

「子どもからの信頼・好感（項目(6)(7)）」の 3つにまとめることができる。 

「コミュニケーションの充実」は子どもへの指導やルール作りの際に、それが保護者からの一方的な押

し付けになるか否かを左右すると考えて質問紙に入れた。日頃からコミュニケーションが良く取れている

親子の間では、ある程度子どもの自主性が尊重され、自由を過度に制限するようなルール作りはされにく

いと筆者は仮定する。 

逆にコミュニケーションが不十分な親子間ではルール作りに際しても意見交換が十分になされず、一方

的な禁止の多い、子どもにとっては押しつけ的なルール作りがなされる可能性が高い。同様のことは「子

どもへの否定的評価」を巡っても現れるであろう。子どもに否定的な評価を持つ保護者は子どもの自主性

を信じることができないために、禁止事項を多く伴う抑圧的なルール作りをしがちだと想定される。「子

どもからの信頼・好感」は、(6)(7)の項目文にも表れている通りあくまで保護者の主観的な認識であり、

子どもから実際に信頼や好感が寄せられている保証はない。だが仮に親子の認識にすれ違いがあったとし

ても、関係良好と感じている子どもに対してその自主性を損なうようなルール作りや指導をすることは通

常考えにくく、禁止事項をあまり含まない穏やかなものとなるものと筆者は仮定している。 

7項目が基づかされる仮定は上記の通りだが、項目の組み合わせはあくまで文言上のものであり、分析

上もこのように扱ってもよいか確認の必要がある。そこで調査データにおける 7項目の相関を母親のデー

タを対象に行った。表 20.2.1を見ると、項目(1)～(3)、項目(4)(5)、項目(6)(7)それぞれの組み合わせ

の間には高い正の相関があることが分かる。さらに、回答の一貫性を示す指標であるクロンバックのα係

数を求めたところ、(1)～(3)で 0.67、(4)(5)で 0.69、(6)(7)で 0.77と、いずれも十分な一貫性があるこ

とが確認された。以上に基づき、本節ではそれぞれの組み合わせに従って変数の合成を行い、さらに合成

変数の分布に応じてそれぞれを高群・低群に分ける )。これにより「コミュニケーションの充実」「子ど

もへの否定的評価」「子どもからの信頼・好感」それぞれの高低によって情報モラル教育に関する回答状

況がどう異なるか、クロス集計による分析を行う。 

  

                                         
3) 本調査は親子関係を明らかにすることを目的としたものではない上、親子関係の「子」側の側面は抜け落ちているこ

とから、Q20と Q21だけで親子関係のリアリティを捉えられるとは毛頭考えていない。ただこれらの限られた手がか

りだけでもどの程度保護者のアプローチを左右するのか検証を試みる。 
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表 20.2.1 Q21 各項目の相関（母親） 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) 子どもと話をするのが好きである ―       

(2) 家庭内でよくコミュニケーションを
とっている 

.50 
*** 

―      

(3) 子どもと意見が異なるときはお互
いが納得いくまで話し合う 

.34 
*** 

.34 
*** 

―     

(4) 子どもをほめるより叱ることの方
が多い 

－.23 
*** 

－.18 
*** 

－.09 
*** 

―    

(5) 子どもの欠点がどうしても目につ
いてしまう 

－.14 
*** 

－.10 
*** 

.03 
n.s. 

.52 
*** 

―   

(6) 自分は子どもから頼りにされてい
る 

.39 
*** 

.46 
*** 

.26 
*** 

－.18 
*** 

－.10 
***` 

―  

(7) 自分は子どもから好かれている 
.40 
*** 

.44 
*** 

.23 
*** 

－.21 
*** 

－.13 
*** 

.63 
*** 

― 

※数値は Spearman の順位相関係数。記号は有意水準：*** p<.001。N=1671。 

 

さて、親子関係との関連を見る情報モラル教育のあり方としては、Q11（フィルタリングの利用状況）、

Q12（Wi-Fiフィルタリングの利用状況）、Q14（ペアレンタルコントロールの利用状況）、Q16（子どもの

スマートフォン利用についてのルール作りや指導）、Q18（スマートフォン利用に関する子どもへの指導

について感じていること）、Q19（子どものスマートフォン利用についてしていること）の 6問を取り上

げる。Q18を除き、実際の行動にフォーカスして質問を選択した。 

 

20.2.2 フィルタリングなど機械的コントロールの利用（Q11、Q12、Q14） 

 

(1) フィルタリングの利用（Q11） 

Q11（フィルタリングの利用状況）について、「コミュニケーションの充実」「子どもへの否定的評価」

「子どもからの信頼・好感」それぞれの高低による回答状況の比較を行った（表 20.2.2）。有意な偏りが

見られたのは「子どもからの信頼・好感」で「フィルタリングを利用している」で低群の割合が高い。た

だ、これは「保護者名義で契約しているので利用していない」の割合で高群が高かったためと考えられる。

他の親子関係指標との関係では有意な偏りはないものの高群の方が「利用している」の値が高いこともあ

り、親子関係が良好であればスマートフォンの利用規制をしなくても良い（この場合はフィルタリングを

利用しない）という当初の仮定は成り立っていないことが分かる。 

 

表 20.2.2 親子関係による Q11 の回答状況 

 
※数値は%（各群で横に合算すると 100%になる）。 

※記号はχ二乗検定の有意水準：* p<.05, n.s.有意な偏り無し。 
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高（N=918） 18.6 7.2 44.2 0.8 5.2 15.5 8.5
低（N=753） 16.1 7.0 39.4 0.9 5.4 19.3 11.8
高（N=929） 18.8 6.1 41.4 1.1 5.5 18.3 8.7
低（N=742） 15.8 8.4 42.9 0.5 5.1 15.8 11.6
高（N=1013） 16.6 7.1 45.1 0.6 4.3 17.4 8.9
低（N=658） 18.8 7.1 37.4 1.2 6.8 16.9 11.7

17.5 7.1 42.1 0.8 5.3 17.2 10.0母親全体（N=1671）

コミュニケーションの充実　n.s.

子どもへの否定的評価　n.s.

子どもからの信頼・好感　*
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(2) Wi-Fiフィルタリングの利用（Q12） 

Q12（Wi-Fiフィルタリングの利用状況）について同様の比較を行ったところ、「子どもへの否定的評価」

で有意な偏りが見られた（表 20.2.3）。数値を見ると「（Wi-Fi）フィルタリングを設定していない」で

低群の割合が特に高い。しかし Q11の分析と同様、他の親子関係指標による比較を見ると当初の仮定が成

り立っているとは言えない。 
 

表 20.2.3 親子関係による Q12 の回答状況 

 
※数値は%（各群で横に合算すると 100%になる）。 
※記号はχ二乗検定の有意水準：** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 

 

(3) ペアレンタルコントロールの利用（Q14） 

Q14（ペアレンタルコントロールの利用状況）について比較したところ、「コミュニケーションの充実」

で有意な偏りが見られたが、元の仮定では解釈できない結果という点では Q11・Q12の結果と変わるとこ

ろがなかった（表 20.2.4）。 
 

表 20.2.4 親子関係による Q14 の回答状況 

 
※数値は%（各群で横に合算すると 100%になる）。 

※記号はχ二乗検定の有意水準：** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 

 

20.2.3 子どものスマートフォン利用についてのルール作りや指導（Q16、Q18） 

 

(1) 子どものスマートフォン利用について導入したルールや指導（Q16） 

 「コミュニケーションの充実」の高低による Q16 の回答状況を検証したところ、ほぼすべての項目で高

い水準の有意な偏りが見られた（表 20.2.5）。ただ数値を見ると、「必要性は感じているが、特にルール

作りや指導はしていない」以外の全項目で高群の該当割合が高い結果となった。当初の想定では「有料の

サイトやアプリを利用しない」「スマートフォンのパスワードを保護者に教える」など子どもにとって束

縛感が強いと思われる項目の該当割合は高群ほど低いと考えていたが、実際には全く逆の結果となった。 

  

フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ

を
設
定
し
て
い
る

フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ

を
設
定
し
て
い
な

い 設
定
し
た
い
が

、

や
り
方
が
わ
か
ら

な
い
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定
し
て
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か
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う
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わ
か
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i
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ィ

ル
タ
リ
ン
グ
が
何

な
の
か
わ
か
ら
な

い こ
の
中
に
あ
て
は

ま
る
も
の
は
な
い

高（N=918） 15.5 30.6 5.3 7.8 23.3 17.4
低（N=753） 11.7 29.4 3.9 8.4 25.9 20.9
高（N=929） 14.8 27.2 5.3 9.3 26.1 17.4
低（N=742） 12.5 33.6 3.9 6.6 22.5 20.9
高（N=1013） 12.9 32.0 4.5 7.4 24.9 18.3
低（N=658） 15.1 27.1 4.9 9.1 23.9 20.1

13.8 30.0 4.7 8.1 24.5 19.0

コミュニケーションの充実　n.s.

子どもへの否定的評価　**

子どもからの信頼・好感　n.s.

母親全体（N=1671）

利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

ペ
ア
レ
ン
タ
ル
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
が
何

な
の
か
わ
か
ら
な

い

高（N=918） 7.2 32.6 60.2
低（N=753） 4.4 28.6 67.1
高（N=929） 6.1 29.3 64.6
低（N=742） 5.7 32.6 61.7
高（N=1013） 6.3 29.0 64.7
低（N=658） 5.3 33.4 61.3

5.9 30.8 63.3

子どもへの否定的評価　n.s.

子どもからの信頼・好感　n.s.

母親全体（N=1671）

コミュニケーションの充実　**
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表 20.2.5 「コミュニケーションの充実」高低による Q16 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 
※本来は「その他」の項目もあるが自由回答の中身を見なければ意味をなさないため本稿では省略。 
※一部の項目で質問文の詳細な注意書きを省略した。確認の際は単純集計を参照のこと。 

 

次に「子どもへの否定的評価」の高低との関連を見たところ、「利用マナーの確認」「有料のサイトや

アプリを利用しない」「ルール作りや指導の必要を感じていない」「必要性は感じているが、特にルール

作りや指導はしていない」の 4項目で有意な偏りが見られた（表 20.2.6）。はじめの 2項目についてはい

ずれも高群の該当割合が高く、他の項目もほとんど高群の方が高いこともあり、当初の仮定と親和的な結

果と考えられる。また残りの 2項目については低群の方が高い該当割合であり、これもまた当初の仮定に

沿った結果と言える。しかし有意になった項目はまちまちであり、「スマートフォンのパスワードを保護

者に教える」のような拘束性の高い項目で有意性が見られないなど、本当に当初仮定されていたようなメ

カニズムが働いた結果といってよいかは疑問である。 

 最後に「子どもからの信頼・好感」との関連を見ると、有意なのは「利用時間を決めている」のみで数

値も高群の方が高く、元の仮定と異なる結果となった（表 20.2.7）。 
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*** ** ** n.s. ** ** ** **
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高（N=918） 17.7 13.6 18.3 11.7 12.2 2.8 11.0
低（N=753） 10.8 7.6 12.8 7.8 8.0 4.4 17.5

14.5 10.9 15.8 9.9 10.3 3.5 13.9
*** *** ** ** ** n.s. ***

コミュニケーションの充実

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準

コミュニケーションの充実

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準
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表 20.2.6 「子どもへの否定的評価」高低による Q16 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 

 

表 20.2.7 「子どもからの信頼・好感」高低による Q16 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, n.s.有意な偏り無し。 
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母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準
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χ二乗検定の有意水準
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14.5 10.9 15.8 9.9 10.3 3.5 13.9
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

子どもからの信頼・好感

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準

子どもからの信頼・好感

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準
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以上 Q16について見た結果から考えられるのは、日頃からコミュニケーションをとれている保護者にお

いてはルール作りや指導を不要と考えるのではなく、むしろ様々なルールを導入しているということであ

る。そもそも「ルール作りや指導の必要を感じていない」人は母親全体の 3.5%とごく少数であり、ほとん

どの保護者は基本的にルール作りを必要なものだと感じている。しかしそれらのルールは子どもの側で守

られなければ意味を持たないものであり、それを可能にするためにはやはり親子間で十分なコミュニケー

ションを図らなければならないと考えられる。したがって今回の結果は、日頃から子どもとうまくコミュ

ニケーションをとっている保護者でこそ、実際に守られているか否かはともかく、様々なルールを子ども

との間に成立させることができたことを示しているものと思われる。 

 

(2) スマートフォン利用に関する指導について感じていること（Q18） 

「コミュニケーションの充実」の高低による比較では「指導しているが、聞いてくれない」において高

群の該当割合が有意に低かった（表 20.2.8）。日頃からコミュニケーションが取れていることで子どもに

指導が受け入れられていることがうかがわれる。この他「子どもは問題なくスマートフォンを使えている

ので、指導の必要はない」でも該当割合の有意差が見られ、こちらでは高群の方が高い結果となった。Q16

の「ルール作りや指導の必要を感じていない」の結果とは一見矛盾するようだが、Q16にはルール作りが

含まれるのに対して Q18では指導のみであることによる違いと考えられる。すなわち、ルールは導入する

必要があるが、それが守られている状況ならば殊更にそれ以上指導をする必要はない。Q16と Q18の結果

を整合的に解釈するとしたらこうした説明になろう。 
 

表 20.2.8 「コミュニケーションの充実」高低による Q18 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：** p<.01, * p<.05, n.s.有意な偏り無し。 
※本来は「その他」の項目もあるが自由回答の中身を見なければ意味をなさないため本稿では省略。 

 

「子どもへの否定的評価」との関連では「指導しているが、聞いてくれない」「指導しても実際に守ら

れているか確認する方法がない」の 2つが注目される（表 20.2.9）。どちらも高群の該当割合が高いが、

せっかく指導しても子どもが守らない／守っているかどうか分からないという状況では、そういう子ども

に対して否定的な感情を募らせやすくなっても不思議ではない。子どもへの否定的感情の高さの一因は、

そうした指導の行き届かなさに起因する可能性があると考えられる。また子どもが指導を守ってくれない

状況は、子どもだけでなく自分自身の能力に対する疑問も招いているかもしれない。「知識が乏しいため、

何を指導したらいいか分からない」「指導すべきことが多すぎて、何から始めてよいか分からない」にお

ける高群の該当率の高さは、そのような関連を示している可能性がある。 
 

表 20.2.9 「子どもへの否定的評価」高低による Q18 の回答状況 
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高（N=918） 10.7 9.7 3.3 4.0 18.7 9.6 1.6 1.4 15.9 39.4
低（N=753） 12.2 12.0 4.7 6.0 19.7 13.9 2.3 1.6 11.7 36.1

11.4 10.7 3.9 4.9 19.2 11.6 1.9 1.5 14.0 37.9
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. * n.s.

コミュニケーションの充実

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準
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※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 

 

「子どもからの信頼・好感」とは Q16と異なり、「指導しているが、聞いてくれない」「指導しても実

際に守られているか確認する方法がない」「指導すべきことが多すぎて、何から始めてよいか分からない」

など多くの項目で該当割合に有意な差が見られた（表 20.2.10）。Q18は子どもへの指導に関して不安を

訴える内容の項目が多いが、それらについては有意なものも有意でないものも高群の該当割合が一貫して

低い結果となっている。これらの結果は、子どもから信頼され好かれるような良好な関係を築いているこ

とで指導も行き届いているという、当初の仮定に沿った解釈が可能であろう。 
 

表 20.2.10 「子どもからの信頼・好感」高低による Q18 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, n.s.有意な偏り無し。 

 

20.2.4 子どものスマートフォン利用についてしていること（Q19） 

 

「コミュニケーションの充実」との関連ではすべての項目に該当割合の有意差が確認された（表

20.2.11）。数値の大小も「何もしていない」を除きいずれも高群が高い。Q16 の結果と同様で普段子ども

とのコミュニケーションが取れている保護者だからこそ、このように踏み込んだ介入が可能になっている

のだろう。 

表 20.2.11 「コミュニケーションの充実」高低による Q19 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, * p<.05。 
※本来は「その他」の項目もあるが自由回答の中身を見なければ意味をなさないため本稿では省略。 
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*** *** n.s. n.s. *** ** n.s. n.s. n.s. ***

子どもへの否定的評価

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準
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子どもからの信頼・好感
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「子どもへの否定的評価」との関連でも多くの項目で該当割合の有意差が見られた（表 20.2.12）。こ

ちらでも「何もしていない」を除くすべての項目で高群の該当割合が高い。「コミュニケーションの充実」

高群と「子どもへの否定的評価」高群の該当割合が同じように高いのは変数の意味するところから考える

と整合が取れないようにも見えるが、前者が子どもとの十分なコミュニケーションに裏打ちされた行動で

あるのに対し後者は子どもに対する不信に基づく行動であるといった形で、行為の文脈が異なるものと解

釈すれば決して矛盾した結果ではない。ただ本調査だけではそうした解釈を確証できるだけのデータは得

られていないため、疑似相関の可能性も留保しなければならない。 
 

表 20.2.12 「子どもへの否定的評価」高低による Q19 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：*** p<.001, ** p<.01, * p<05, n.s.有意な偏り無し。 

 「子どもからの信頼・好感」では「子どもが利用しているアプリを自分でも使っている」で高群の該当

割合が有意に高かったが、それ以外は有意な関連は見られなかった。数値の大小も項目によってまちまち

であり、Q19に対して「子どもからの信頼・好感」は一貫した説明力を持つ指標とは言い難い。 
 

表 20.2.13 「子どもからの信頼・好感」高低による Q19 の回答状況 

 
※数値は各項目の該当率（%）。有意水準：* p<.05, n.s.有意な偏り無し。 

 

20.2.5 本節からの知見 

 

20.2.1で述べた通り、本稿では「子どもと十分なコミュニケーションをとっている保護者は（子どもの

自主性を尊重し）一方的・抑圧的なルール作りや指導をしない」「子どもに対して否定的な保護者は（子

どものことが信用できないため）一方的・抑圧的なルール作りや指導を行う」「子どもから信頼され好か

れていると感じる保護者は（子どもとの良好な関係を壊さないため）一方的・抑圧的なルール作りや指導

をしない」との仮定の下で検証を行った。しかし Q16 と Q19との関連を見ると、子どもと十分にコミュニ

ケーションをとっている保護者ほど、子どもにとって抑圧となりうるものも含む多くのルール作りや指

導・介入を実施していることが明らかとなった。またそうした保護者は子どもが言うことを聞いてくれな

いという悩みも少なかった。一方、子どもに否定的な評価をしている保護者においては、ある程度ルール

作りや介入をする傾向があるものの「コミュニケーションの充実」高群の保護者ほど多くのルールを作る

わけでもなければ抑圧的なルールを作るわけでもなかった。ただ子どもが自分の指導を受け付けないとの
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11.3 11.7 18.9 8.6 29.7 9.8 17.1 37.0
* ** ** n.s. n.s. ** * ***

子どもへの否定的評価

母親全体（N=1671）
χ二乗検定の有意水準

毎
月
の
利
用
明
細
を

チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
る

サ
イ
ト
の
閲
覧
履
歴
を

チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
る

ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン
に
ど
の

よ
う
な
ア
プ
リ
が
入

っ
て

い
る
か
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い

る L
I
N
E
や
他
の
S
N
S

で
ど
の
よ
う
な
メ

ッ
セ
ー

ジ
を
や
り
取
り
し
て
い
る

か
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
る

可
能
な
時
は
ス
マ
ー

ト

フ

ォ
ン
で
何
を
し
て
い
る

か
後
ろ
か
ら
観
察
し
て
い

る ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン
向
け
の

ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
を

入
れ
て
い
る

子
ど
も
が
利
用
し
て
い
る

ア
プ
リ
を
自
分
で
も
使

っ

て
い
る

何
も
し
て
い
な
い

高（N=918） 10.4 11.3 19.6 7.8 31.3 10.3 18.9 36.1
低（N=753） 12.6 12.3 17.6 9.9 27.4 9.0 14.4 38.3

11.3 11.7 18.9 8.6 29.7 9.8 17.1 37.0
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悩みは強く、そのことが子どもへの否定的評価や自らの自信喪失につながっている可能性がうかがわれた。

なお「子どもからの信頼・好感」は、Q18とはある程度説明のつく関連を有していたが、それ以外の多く

の質問とは意味のある関係を見いだせなかった。 

これらの結果は、ルール作りや指導は日頃からのコミュニケーションの上に築かれた信頼関係に基づい

てこそ成り立つものであり、保護者から一方的に押し付けようとしても成り立ち難いものであることを示

唆している。子どもと十分に話し合わないままルールを設けても、子どもが直面する課題にとって的外れ

なものに終わってしまうかもしれず、子ども自身も受け入れる動機を持ちづらい。「子どもとよくコミュ

ニケーションせよ」とは何も情報モラル教育に限られたものではなく育児・教育全般に共通する鉄則だが、

そのことが改めて示された調査結果だったと言えよう。今後の情報モラル教育を考える上でも、何を指

導・教育するかだけでなく、どのような関係性の中でそれを行うかを重要な要素の一つをして考慮に入れ

ていくべきだと思われる。 

 

20.3 保護者や子どもの属性による Q20・Q21の回答状況 

 

20.3.1 本節での検証内容 

本節では、傍論として Q20・Q21そのものの回答状況が保護者の属性によってどのように異なるか検証

する。子どもに対する保護者の役割は保護者の性別や子どもの年齢・性別によって異なることが想定され、

親子関係のあり方にも違いを及ぼすと考えられる4)。本節では特に仮説を設けず本調査内での結果を紹介

する。 

 

20.3.2 子どもとのコミュニケーション（Q20、Q21の(1)～(3)） 

 

1) 保護者の性別による違い 

母親・父親どちらにおいても「対面」を 1位と回答した保護者が圧倒的に多かった（図 20.3.1）。ただ

LINE以下のコミュニケーションツールの利用では、父親の利用率が母親より高い状況が見られた。保護者

の職業を見ると、非正規も含む何らかの職に就いている割合は母親 48.7%に対し父親は 97.9%となってお

り、仕事に追われ子どもと接触する機会が母親よりも少ない中で、父親は母親よりもコミュニケーション

ツールを使う機会が相対的に多くなるものと思われる。 
 

 
 

母親（N=1671） 父親（N=1112） 

図 20.3.1 保護者の性別ごとに見た Q20 の回答状況 
※母親と父親は今回別個の調査として扱うため、差の統計的検定は行っていない。 

                                         
4) 父親と母親の間では、仮に父親が子どもに厳しいタイプであれば母親は子どもにやさしく接するなど、片方の欠点を

他方が補うような役割分担があるものと一般に考えられている。また子どもの成長度合いにより、子どもが小さい頃

には甘やかしていても成長するにつれて厳しくしつけていくといった変化も生じると考えられる。これらは一概には

言えないことであり、本文の記述を分かりやすくするための卑近な例に過ぎない。本節では上記のような仮定は立て

ず、調査から得られた結果だけを紹介するものであることを再度述べておく。 
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Q20はコミュニケーションの量を表すものではないため、親子間のコミュニケーションの充実度につい

ては Q21の「(1)子どもと話をするのが好きである」「(2)家庭内でよくコミュニケーションをとっている」

「(3) 子どもと意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合う」を近似的な指標として扱う。これに

ついて回答を得点化したものを男女の保護者で比較したところ、どちらの項目も母親の方が高い得点とな

っていた（表 20.3.1）。あくまで回答者自身による主観的な評価ではあるが、母親の方がコミュニケーシ

ョンの充実度が高いことがうかがわれる。 
 

表 20.3.1 保護者の性別ごとに見た Q21(1)～(3)の回答得点 

 母親 

（N=1671） 

父親 

（N=1112） 

(1) 子どもと話をするのが好きである 3.54 3.34 

(2) 家庭内でよくコミュニケーションをとっている 3.49 3.21 

(3) 子どもと意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し

合う 
2.95 2.87 

※数値は各項目の回答について「あてはまる」を 4 点、「ややあてはまる」を 3 点、「あまりあてはまらない」を 2 点、「あ
てはまらない」を 1 点として得点化したもの。 

※母親と父親は今回別個の調査として扱うため、差の統計的検定は行っていない。 
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2) 子どもの年層による違い 

Q20について、母親を対象に未就学児（調査時に 0歳～5歳）と就学児（調査時に 6歳～12歳）による

回答状況を比較した（表 20.3.2）。どちらの年層でも「対面」が 1位の割合が最も高い点は変わりないが、

就学児よりも未就学児の母親の数値が低い。未就学児の母親はいずれの方法も「利用していない」と答え

た割合が 16.1%で、就学児の母親の 5.8%より多かったことによるものである。アンケートの選択肢にない

方法でコミュニケーションをとっている可能性もあるが、若い母親におけるコミュニケーション不足が心

配される。結果の記載は省略するが、父親についても同様の結果が見られた。 

 

表 20.3.2 子どもの年層別に見た Q20 の回答状況（母親） 

 
※数値は%。記号はχ二乗検定による有意水準：*** p<.001。 

 

Q21の項目(1)～(3)について同様に比較したところ、どの項目も有意な差が見られ、(1)(2)では未就学

児の母親の平均得点が高く、(3)では就学時の母親の平均得点が高かった（表 20.3.3）。(3)だけ就学児の

母親が上回ったのは、異なる意見をめぐって話し合うような状況は子どもがある程度知的に成長しなけれ

ば起こりにくいためであろう。参考として父親についても分析したが、母親と同様の結果であった（結果

の記載は省略する）。 

表 20.3.3 子どもの年層別に見た Q21(1)～(3)の回答得点（母親） 

 未就学児 

の母親 

（N=1029） 

就学児 

の母親 

（N=642） 

母親全体 

 

（N=1671） 

(1) 子どもと話をするのが好きである * 3.57 3.52 3.54 

(2) 家庭内でよくコミュニケーションをとっている * 3.50 3.45 3.49 

(3) 子どもと意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合う 

*** 
2.89 3.04 2.95 

※記号は t 検定結果：*** p<.001, * p<.05。 

 

3) 子どもの性別による違い 

Q20について、母親を対象に子どもの性別による回答状況を比較した（表 20.3.5）。有意な偏りが見ら

れたのは「LINE（LINE通話を除く）」と「通話（LINE通話を含む）」で、どちらも女子の母親の利用率

未就学児の母親
（N=1029）

就学児の母親
（N=642）

母親全体
（N=1671）

対面 1位 78.4 89.9 82.8
*** 2位 1.4 1.4 1.4

3位 1.3 1.3 1.3
4位 1.9 0.6 1.4
利用していない 17.1 6.9 13.2

LINE（LINE通話を除く） 1位 3.6 2.7 3.2
*** 2位 8.6 23.5 14.3

3位 8.3 14.8 10.8
4位 3.0 8.3 5.0
利用していない 76.6 50.8 66.7

メール 1位 0.7 1.3 0.9
*** 2位 2.4 5.6 3.7

3位 7.1 14.5 9.9
4位 12.2 27.0 17.8
利用していない 77.7 51.7 67.7

電話（LINE通話を含む） 1位 1.2 0.5 0.9
*** 2位 16.4 34.7 23.5

3位 6.8 22.7 12.9
4位 4.1 3.9 4.0
利用していない 71.5 38.2 58.7
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が高かった。参考までに父親を見ると、「メール」のみ男子の父親の利用率が高い形の有意な偏りが見ら

れた（表 20.3.6）。ただ全体的には、保護者の性別と子の性別の組み合わせによる顕著な傾向性はうかが

われない。 

Q21についての比較では、男子の母親の数値がやや高いものの有意差とはならなかった（表 20.3.4）。

父親においても同様の結果であり、親子の性別の組み合わせによるコミュニケーションの充実感には目立

った差は見られないことが分かった。 
 

表 20.3.4 子どもの性別ごとに見た Q21(1)～(3)の回答得点（母親） 

 男子の母親 

（N=741） 

女子の母親 

（N=930） 

母親全体 

（N=1671） 

(1) 子どもと話をするのが好きである n.s. 3.57 3.52 3.54 

(2) 家庭内でよくコミュニケーションをとっている n.s. 3.51 3.48 3.49 

(3) 子どもと意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合う 

n.s. 
2.96 2.95 2.95 

※記号は t 検定結果：n.s.有意差なし。父親に関する結果の記載は省略する。 

 

 

表 20.3.5 子どもの性別ごとに見た Q20 の回答状況（母親） 

 
※数値は%。記号はχ二乗検定による有意水準：* p<.05、n.s.有意な偏り無し。 

 

表 20.3.6 子どもの性別ごとに見た Q20 の回答状況（父親） 

男子の母親
（N=741）

女子の母親
（N=930）

母親全体
（N=1671）

対面 1位 84.9 81.2 82.8
n.s. 2位 1.5 1.3 1.4

3位 0.7 1.7 1.3
4位 0.8 1.8 1.4
利用していない 12.2 14.0 13.2

LINE（LINE通話を除く） 1位 2.2 4.1 3.2
* 2位 12.0 16.1 14.3

3位 10.7 10.9 10.8
4位 4.7 5.3 5.0
利用していない 70.5 63.7 66.7

メール 1位 0.4 1.3 0.9
n.s. 2位 3.0 4.2 3.7

3位 9.5 10.3 9.9
4位 17.1 18.4 17.8
利用していない 70.0 65.8 67.7

電話（LINE通話を含む） 1位 0.9 0.9 0.9
* 2位 22.4 24.3 23.5

3位 10.7 14.7 12.9
4位 3.5 4.4 4.0
利用していない 62.5 55.7 58.7
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※数値は%。記号はχ二乗検定による有意水準：** p<.01、n.s.有意な偏り無し。 

 

 

20.3.3 子どもとの関係（Q21の(4)～(7)） 

 

1) 保護者の性別による違い 

Q21の(4)～(7)について母親と父親の平均回答得点を見ると、すべての項目で母親側の数値が高かった

（表 20.3.7）。子どもに否定的な接し方をしながら子どもに好かれていると考えるのはやや矛盾にも思え

るが、20.2.1で確認した通り(4)(5)の組と(6)(7)の組の間には高い負の相関があるため、(4)(5)の数値が

高い人は(6)(7)の数値は低いといったように、ある程度逆転した傾向になっていることが考えられる。も

っとも、各項目に「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した割合を見ると、(4)が 59.2%、(5)が 72.6%、

(6)が 92.2%、(7)が 92.1%であることから（いずれも母親側の数値。単純集計を参照）、(4)(5)に「あて

はまる」と答えた人の中には結構な割合で(6)(7)にも「あてはまる」と答えた人がいることには変わりな

い。ただ、そうした人々が矛盾した回答をしたとも言い切れない。「叱る」「欠点が目につく」も程度の

問題であり、多少そう感じることがあったとしても全体的には良好な親子関係を築いていると保護者たち

は認識しているのであろう。母親・父親の差は接触機会の差に基づくものと考えられる。子どもと接触す

る機会の多い母親ほど、子どもからの信頼や好感を覚えることが多いとともに、子どもの細かな点が目に

ついたり注意したりすることも多くなってしまうのではないか。 
 

表 20.3.7 保護者の性別ごとに見た Q21(4)～(7)の回答得点 

 母親 

（N=1671） 

父親 

（N=1112） 

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い 2.69 2.50 

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう 2.93 2.72 

(6) 自分は子どもから頼りにされている 3.41 3.08 

(7) 自分は子どもから好かれている 3.45 3.09 

※母親と父親は今回別個の調査として扱うため、差の統計的検定は行っていない。 

 
 

男子の父親
（N=711）

女子の父親
（N=401）

父親全体
（N=1112）

対面 1位 76.5 82.0 78.5
n.s. 2位 3.2 2.7 3.1

3位 3.9 1.8 3.2
4位 5.9 4.2 5.3
利用していない 10.4 9.2 10.0

LINE（LINE通話を除く） 1位 9.6 6.7 8.5
n.s. 2位 23.1 24.7 23.7

3位 16.3 17.0 16.6
4位 10.4 7.5 9.4
利用していない 40.7 44.1 41.9

メール 1位 4.4 2.0 3.5
** 2位 11.8 8.7 10.7

3位 21.4 16.2 19.5
4位 22.9 29.2 25.2
利用していない 39.5 43.9 41.1

電話（LINE通話を含む） 1位 1.7 1.8 1.7
n.s. 2位 30.5 31.4 30.9

3位 18.7 22.9 20.2
4位 15.8 10.0 13.7
利用していない 33.3 33.9 33.5
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 2) 子どもの年層による違い 

子どもの年層により Q21の(4)～(7)の回答得点を比べたところ、(5)～(7)で有意差が確認された（表

20.3.8）。数値は、(5)では就学児が、(6)(7)では未就学児が高い結果となった。(5)の結果については、

幼少であるために欠点が許容されがちな未就学児に対し、学業など様々な点で評価の機会がある就学児で

は保護者の側でも欠点を感じやすくなってしまうものと思われる。(6)(7)については贅言を要しないであ

ろう。父親側を確認したところ、数字の大小は母親と同じ傾向であったが、いずれの項目でも有意差は見

られなかった（表 20.3.9）。 

 

表 20.3.8 子どもの年層別に見た Q21(4)～(7)の回答得点（母親） 

 未就学児 

の母親 

（N=1029） 

就学児 

の母親 

（N=642） 

母親全体 

 

（N=1671） 

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い n.s. 2.66 2.74 2.69 

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう *** 2.83 3.09 2.93 

(6) 自分は子どもから頼りにされている *** 3.47 3.33 3.41 

(7) 自分は子どもから好かれている ** 3.48 3.38 3.45 

※数値は各項目の回答について「あてはまる」を 4 点、「ややあてはまる」を 3 点、「あまりあてはまらない」を 2 点、「あ
てはまらない」を 1 点として得点化したもの。 

※記号は t 検定結果：*** p<.001, ** p<.01, n.s.有意差なし。 
 

表 20.3.9 子どもの年層別に見た Q21(4)～(7)の回答得点（父親） 

 未就学児 

の父親 

（N=622） 

就学児 

の父親 

（N=490） 

父親全体 

 

（N=1112） 

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い n.s. 2.48 2.52 2.50 

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう n.s. 2.68 2.77 2.72 

(6) 自分は子どもから頼りにされている n.s. 3.11 3.05 3.08 

(7) 自分は子どもから好かれている n.s. 3.11 3.07 3.09 

※数値は各項目の回答について「あてはまる」を 4 点、「ややあてはまる」を 3 点、「あまりあてはまらない」を 2 点、「あ
てはまらない」を 1 点として得点化したもの。 

※記号は t 検定結果：n.s.有意差なし。 

 

3) 子どもの性別による違い 

 子どもの性別により Q21の(4)～(7)の回答得点を比べたところ、母親側の数値は(4)(6)(7)は男子の

母親が高く、(5)は男女同一となったが、どの項目でも有意差は見られなかった（表 20.3.10）。父親側は

やや異なり、数値では(4)(5)(7)で男子の父親が高く、(6)は女子の父親が高かった。また(4)では有意差

が見られた（表 20.3.11）。(4)の有意差については、父親として息子には厳しく接しがちなことを示して

いるものと思われる。 

 とは言え、全体として子どもの性別による接し方・見方の違いは母親・父親とも大きくないと考えて

よいであろう。 

表 20.3.10 子どもの性別ごとに見た Q21(4)～(7)の回答得点（母親） 

 男子の母親 

（N=741） 

女子の母親 

（N=930） 

母親全体 

（N=1671） 

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い n.s. 2.72 2.67 2.69 

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう n.s. 2.93 2.93 2.93 

(6) 自分は子どもから頼りにされている n.s. 3.43 3.40 3.41 

(7) 自分は子どもから好かれている n.s. 3.46 3.43 3.45 

※数値は各項目の回答について「あてはまる」を 4 点、「ややあてはまる」を 3 点、「あまりあてはまらない」を 2 点、「あ
てはまらない」を 1 点として得点化したもの。記号は t 検定結果：n.s.有意差なし。 
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表 20.3.11 子どもの性別ごとに見た Q21(4)～(7)の回答得点（父親） 

 男子の父親 

（N=711） 

女子の父親 

（N=401） 

父親全体 

（N=1112） 

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い * 2.54 2.42 2.50 

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう n.s. 2.74 2.69 2.72 

(6) 自分は子どもから頼りにされている n.s. 3.07 3.11 3.08 

(7) 自分は子どもから好かれている n.s. 3.10 3.08 3.09 

※数値は各項目の回答について「あてはまる」を 4 点、「ややあてはまる」を 3 点、「あまりあてはまらない」を 2 点、「あ
てはまらない」を 1 点として得点化したもの。記号は t 検定結果：n.s.有意差なし。 

※父親に関する結果の記載は省略する。 

 

20.3.4 本節からの知見 

  

本節を通じて、保護者の様々な属性による子どもとのコミュニケーションのあり方や、子どもに対する

接し方・見方の違いを検討してきた。 

結果からは、まず保護者の性別による差が大きいことがうかがわれた。20.3.2 で触れた通り本調査の回

答者は男女で就業状況に大きな差が見られ、専業主婦の多い母親側で子どもとの接触機会が多い反面、就

業率の高い父親側では接触機会が少ない状況がうかがわれた。このことは、子どもとのコミュニケーショ

ンでは、父親側で LINEなどのコミュニケーションツールの利用率の高さやコミュニケーションの充実度

の相対的低さとして表れた。また子どもに対する接し方・見方でも、父親は母親に比べて否定的な接し方・

見方の度合いが低い反面、子どもからの信頼や好感を覚えることも少なかった。 

子どもの年層も様々な面で違いを生んでいた。就学児の方が LINEなどのコミュニケーションツールの

利用率が高い結果が見られたほか、子どもに対する接し方・見方では、保護者は未就学児からは「信頼さ

れている」「好かれている」という感じを強く受けるのに対し、就学児に対しては欠点を意識する度合い

が強い状況が見られた。本調査は 1時点限りの調査であるためこれを経年的な変化と断じることはできな

いが、子どもの成長につれて保護者の子どもへの捉え方・感じ方が変わっていると解釈しても決して不当

ではないだろう。 

本稿では結果記述が煩雑になることを防ぐためあえて傍論としたが、親子関係が情報モラル教育のあり

方を左右する際には、親子関係のそのまた背景にある保護者の性別や子どもの年層といった要素を加味し

ながら解釈することが、より正確な状況把握にとって重要なものとなるであろう。 

 

(２１)情報モラルの社会的格差 ― 格差化する家庭養育の陥穽 

 

21.1 拡大する教育格差 

 

この章では、本調査において対象とされた保護者た

ちの情報モラルが、近年の日本で注目されるようにな

った社会的格差とどのような関係にあるのかについ

て検討を加えることにしたい。家庭養育の環境をめぐ

って格差が拡大するなかで、情報教育における保護者

のモラルもけっして無縁ではありえないからである。 
近年、子どもの相対的貧困率が上昇してきているこ

とは、これまでもつとに指摘されてきたところである。

とりわけ 2000年以降はその上昇傾向が激しくなって

おり、養育家庭の経済的困難の広がりが子どもの教育

格差も招いているといわれている（図１）。 

たとえば、保護者の所得や学歴といった家庭環境と、

小６と中３が受ける全国一斉学力テストの得点の関係を調べた研究によると、前者が上がるにつれて後者
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も上がるという関連が見出せる（図２）。昨今では、小学校高学年から学習塾へ通いはじめる者も多く、

それが学習時間にも影響を与えることになる。しかし、その通塾費用は大きな家計負担となるため、結果

的に家庭の経済状況によって学習時間に格差が生じてしまうのである。 

事実、この調査では学校外での学習時間と得点との関

係も調べているが、大方の予想どおり両者にも明白な関

連が見出せる。ところが、じつはこの調査研究のもっと

も衝撃的な知見は、学習時間よりも家庭環境の影響力の

ほうが大きいという事実を明らかにしたことにある。た

とえば、もっとも恵まれない家庭区分に入る生徒たちは、

毎日３時間以上の学習をしても、もっとも恵まれた家庭

区分で、学習時間がゼロの生徒のテストの平均点に達す

ることができていない（図３）。子どもの成績に影響を

与えるのは学習時間だけではないからである。 

もちろん、これは平均値での話なのでは個人差はある。

しかし一般論としていえば、家庭環境が学力に及ぼす影響は、生徒自身の学習努力より大きい。学力を左

右するのは教科学習の多寡だけではなく、幼少期からの

様々な体験によって培われる非認知能力もまた学力に

大きな影響を与えている。この調査研究が明らかにした

のは、その家庭環境に大きな影を落としている社会的格

差を個人的な努力で乗り越えるには、目の前に大きな壁

が存在しているという事実である。 

このような養育家庭の格差は、日々の生活のなかで子

どもたちが接している情報環境についても当てはまる。

たとえば、インターネットの利用時間と全国一斉学力テ

ストの得点の関係を調べた調査結果によれば、４時間以

上の利用から１時間未満の利用まで、ネット利用時間が

減るにつれて得点の平均値は上昇していく傾向にある。これはおそらく一般的な常識と違わないだろう。

ネット利用時間が増えれば勉強時間は減ると推測されるからである（図４）。 

ところが、ネット利用時間がゼロになると、そ

の傾向が逆転し、学力テストの平均点は逆に下が

ってしまう。１時間未満とゼロでは、おそらくそ

の内実が違うからである。たとえ１時間未満であ

っても多少は利用しているという子どもたちは、

ネットを利用できる環境にいることが前提である。

しかし、ゼロの子どもたちの中には、もちろんネ

ットを利用できる環境があってもあえて使わない

という者もいるだろうが、そもそもネットの利用

環境それ自体を持ち合わせていないという者も含

まれている。そして、後者の経済的に厳しい状況

に置かれている層が、全体の平均点を押し下げて

いるものと推察される。 

この事実が意味しているところは、いわゆるデジタル・デバイドとは利用できるデジタル機器それ自体

の有無をめぐる格差の問題としてだけではなく、そこに投影されている養育環境の格差の問題でもありう

るということである。この養育環境の格差こそが、子どもの学力に大きな投影を与えているのである。し

たがって、それとまったく同様のことが、じつはその情報機器の利用をめぐるモラル教育の面についても

いえる。以降では、その詳細な検討をおこなっていきたい。 
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21.2 情報モラルの格差 

 

人びとの学歴と年収との間には、一般的に順相関の関係が成

立しやすい。本調査においてもその傾向が表われており、保護

者の学歴と年収との間には強い相関が見出せる。すなわち、学

歴が上昇するにつれて年収も増えていく傾向にある（図５）。

しかし、それがストレートに情報機器の利用形態とリンクして

いるわけではない点には留意しておかなければならない。 

 たとえば、保護者の学歴と子どものスマートフォンの利用

率との関係を調べてみると、親の学歴が上昇するにつれて、子

ども専用のスマートフォンを持たせている家庭は減少し、親の

スマートフォンを共有で使わせている家庭が増えていく（図６）。

他方で、保護者の年収と子どものスマートフォンの利用率との間には、有意味な相関を見出すことができ

ない。親の年収と学歴は相関するが、子どもの情報機器の利用形態に大きな影響を及ぼしているのは、年

収よりもむしろ学歴である。 

 本調査では、専用か共有かを問わず、子どもがス

マートフォンを利用している家庭だけが対象として抽

出されているため、本章の前項で指摘したような、そ

もそもネット環境をもちえないほど極貧の家庭は調査

対象に含まれていない。そのため、保護者の年収によ

る利用率の差異はここに表われていない。しかし、そ

れなりに恵まれた家庭環境の層においてすら、保護者

の学歴によって子どものネット機器の利用形態に違い

が見られるという事実は、まさに機器の利用可能性の

問題としてだけではなく、利用時におけるモラル教育

の問題として、養育環境の格差が存在していることを

物語っている。 

 事実、ネットの利用に関して子どものプライバシー保護のために配慮している親は、親の学歴が上昇

するにつれて増える傾向にあり、その相関度は相当に強い（図７）。また、ネットの使い過ぎによる子ど

もの心身への悪影響や、家族間のコミュニケーションの減少を心配する親も、プライバシー保護ほど強い

相関ではないものの、親の学歴が上昇するにつれて増える傾向にある（図８）。 

 

 

 

保護者の態度にこのような学歴差が見受けられるのは、それに情報機器にかかわる問題だからというわ

けではない。前項で指摘したように、デジタル・デバイドとは利用できるデジタル機器それ自体をめぐる

格差の問題だけではなく、そこに投影されている養育環境の格差の問題でもありうるからである。事実、

可能な時はスマートフォンで子どもが何をしているか後ろから観察しているという親も、また子どもと意
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見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合うという親も、その学歴が上昇するにつれて増えていく傾

向にある（図９）。 

このように、デジタル・デバイドの背後に存在している

のは、ネット機器を利用できるか否かといった前項で指摘

したような経済的格差の問題だけでなく、そのネット機器

をどのように使わせるべきかをめぐる親の養育態度の格

差の問題でもあり、それは普段からの親子関係のあり方の

投影でもあるともいえる。したがって、このような親の養

育態度は、子どものネット利用をめぐってアンビバレント

の感情をもたらす背景ともなっている。 

たとえば、子どものネット利用を肯定的に捉え、そこか

ら様々な情報を得ることができると考える親も、また情報

活用力が身に付くと考える親も、さらには学習効果が上がると考える親も、親の学歴が上昇するにつれて

増えていく（図 10）。ここからは、子どものネット利用に関して、一方では懸念を抱きつつも、他方では

期待をかけてもいる様子がうかがえる。実際、せっかくスマートフォンを使わせるのなら、そこで教育用

アプリケーションを積極的に使わせたいと考える親の数も、その学歴との間に強い相関を示しているので

ある（図 11）。 

 

ところが、子どものネット利用に関してアンビバレントの感情を抱き、このように慎重な態度を見せる

高学歴の親の態度にも、ひとつの陥穽が見受けられる。先述したように、保護者の学歴が上昇していくに

つれて、子どもにスマートフォンを利用させるにあたって子ども専用ではなく親との共有という利用形態

が増えていくため、スマートフォンのフィルタリングを利用していないという親は、親の学歴が上昇して

いくにつれて逆に増加していくのである（図 12）。 

 このような陥穽は、じつはフィルタリングの面だ

けに留まらない。保護者の学歴が上昇するにつれて、

子どもの学力醸成に非常に気を遣う親が増えてくる

にもかかわらず、その気配りが学習効果という目先の

対応だけに陥っており、もっと多様な諸側面から子ど

もの好奇心や関心を喚起させうるような養育態度に

はなっていないからである。子どもの情報機器の利用

形態からは、そのことがうかがえる。この点について

最後に触れておきたい。 
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21.3 モラル意識の陥穽 

 

親と子のいずれについても、パソコンを利用している割合は、親の年収が増えるにつれて上昇していく

（図 13）。当然ながら、同じ傾向は親の学歴にも見られる（図 14）。すなわち、学歴が上がるにつれて

パソコン利用率も上昇していく。しかし、それぞれの相関係数を求めてみると、学歴と利用率の相関より

も年収と利用率の相関のほうが強いことが分かる。これは何を物語っているのだろうか。 

 

これまでの各種調査によれば、家庭でのパソコン利用率と子どもの学力は順相関していることが知られ

ている（図 15・図 16）。もっとも、親の学歴や年収とパソコンの利用率も順相関しているため、これは

じつは家庭の養育環境が子どもの学力に影響を与えているのであって、パソコン利用率との関係は擬似的

なものにすぎないと解釈することもできる。しかし、そう切って捨てることを許さない問題もここには含

まれていると推察される。 

 

 

 ネットの発達は、子どもたちの生活世界を広げてきたといわれる。たしかにネットを介した SNSの広

がりは、多種多様な人びとが時間と空間の制約を超えてつながり合うことを容易にした。だからこそ、出

会い系サイトに規制がかかる一方で、SNS上で良からぬ大人と知り合って被害に遭ってしまう子どもの増

加が大きな社会問題となってきたのである。 

しかし、その一方で、SNSは、時間と空間の制約を超えて、仲間内でのつねにつながり続けることをも

容易にした。LINE等のようにそもそもそれを目的としたコミュニケーションアプリも開発され、多くの若

者たちに利用されている。そして現在、少なくとも若年層での使用形態を見たとき、外部へと人間関係を
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広げていくツールとしてよりも、むしろ閉じた人間関係を維持するためのツールとして、SNSが駆使され

る傾向が強まっている。 

たとえば、SNSでは自分のプロフィールを一般公開にすることなく、友だち同士のなかで押さえておく

子どもが現在は増えており、その結果として、SNS 上で新しく友だちを作った経験をもつ子どもの数は減

ってきている（図 17）。また、会ったことのない人とネットをつうじて親しくなったことがある子どもの

数も、近年は減少する傾向にある（図 18）。ここからは、インターネットが人間関係を広げていくツール

ではなくなりつつある様子がうかがえる。 

 

このような傾向は、インターネットへの接続機器としてパソコンも利用する若者と、スマートフォンし

か利用しない若者を比較したとき、後者のほうがより激しくなっている。すなわち、パソコンも利用する

層とスマートフォンしか利用しない層とのデジタ

ル・デバイドには、じつは人間関係の広さをめぐる

デバイドという側面も見受けられるのである。 

ここには人間関係だけに留まらない問題があることにも留意しなければならない。それは、各自の好奇

心や関心の広さとも相関しているからである。たとえば、何か調べものをしようと試みるとき、パソコン

も利用している層の若者たちは、グーグルやヤフーなどの検索エンジンを駆使してその眼差しを世界へと

広げていく。しかし、スマートフォンしか利用していない若者たちは、調べものの場合ですらインスタグ

ラムだけで済ませてしまおうとする傾向が強い。それで事足りると感じているからである。 

 これは、利用する機器に由来する相違というよりも、彼ら自身のインセンティブに由来する相違であ

る。それが利用する機器の違いに投影されているのであって、けっして逆ではない。この点に留意するな

らば、先ほど指摘した子どものパソコン利用率と彼らの学力との相関関係は、じつは彼らのインセンティ

ブの違いが投影されたものと解釈することもで

きる。子どもたちにパソコンを持たせたからと

いって彼らの学力が向上するわけではない。パ

ソコンも利用したくなるようなインセンティブ

を彼等に持たせることこそ、彼らの学力を向上

させることにつながっていくのである。 

しかるに、親の年収とパソコン利用率の関係

と、親の学歴とパソコン利用率の関係を比較し

たとき、後者のほうが相関度が低いという事実

は、経済的に恵まれた家庭環境であるにもかか

わらず、直接的な勉学態度に留まらない好奇心

や関心の醸成にも気を配ってもらっている子ど

もたちが、じつはそれほど多くは存在していな

いことを示唆しているといえる。 

他の先進諸国と比較したとき、日本の若者のネット環境はけっして劣っていない。たとえば、スマート

フォンの利用率は、他の諸国とそれほど違わない（図 19）。しかし、ことパソコン利用率に限ってみると、
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日本の若者だけが段違いに低いことが分かる（図 20）。これまで指摘してきたように、これが若者たちの

インセンティブの相違を反映しているのだとしたら、いま私たちが取り組むべき課題は彼らの眼差しをい

かに広い世界へと拓かせていくかにあるといえるだろう。 

 事実、世界の研究ネットワークの中で、日本のポジションはこのところ相対的に低下しつつあり、国

際的な頭脳循環の流れに対しても出遅れてし

まっている（図 21）。日本が今後も科学立国

の道を歩んでいきたいのであれば、これはゆ

ゆしき事態である。若者たちを安全圏へと囲

い込み、彼らの眼差しを狭い人間関係の中に

閉じさせるのではなく、むしろ逆に彼らを安

全圏から押し出し、その眼差しを外へと開か

せることが必要である。これから日本の将来

を担っていく若者たちに対して私たちが採る

べきなのは、言うまでもなくその方向だろう。

そしてその成否は、幼少時からの家庭での養

育環境と、それを育む社会的な支援体制の整

備いかんにかかっている。 
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SQ1　現在、あなたと同居しているご自身のお子さまはいますか。 6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

いる 100.0 100.0 100.0

いない 0.0 0.0 0.0

SQ2　同居しているお子さまの人数をお答えください。 6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1人 53.6 38.6 47.9

2人 34.2 47.2 39.2

3人 10.2 12.8 11.2

4人以上 1.9 1.4 1.7

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

0歳 13.0 0.0 8.0

1歳 20.6 0.0 12.7

2歳 23.4 0.0 14.4

3歳 18.6 0.0 11.4

4歳 12.2 0.0 7.5

5歳 12.2 0.0 7.5

6歳 0.0 18.9 7.2

7歳 0.0 15.7 6.0

8歳 0.0 13.4 5.2

9歳 0.0 12.9 5.0

10歳 0.0 13.2 5.1

11歳 0.0 10.8 4.1

12歳 0.0 15.1 5.8

中学生以上 0.0 0.0 0.0

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　スマートフォン 100.0 100.0 100.0

2　電話やネットのつながらないスマートフォン 8.4 5.8 7.4

3　携帯電話（キッズ携帯含む） 2.1 16.0 7.5

4　タブレット端末 26.5 34.6 29.6

5　ネットのつながらないタブレット端末 2.1 1.9 2.0

6　パソコン 10.4 29.3 17.7

7　携帯ゲーム機 9.6 53.3 26.4

8　据置き型ゲーム機 8.3 38.3 19.8

9　音楽プレイヤー 3.0 6.1 4.2

10　その他（　　　　　　　　　　　　　） 0.1 0.0 0.1

11 情報機器は使っていない 0.0 0.0 0.0

スクリーニング調査（本調査母親に限った集計）

SQ3　同居しているなかで、一番小さいお子さまの年齢（学齢）をお答えください。

SQ4　一番小さいお子さまが使っている情報機器を次の中からお選びください。（いくつで

も） ※あなたの所有する情報機器で操作させる程度でも構いません。（写真撮影・動画

視聴など）
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Q1　あなたはお子さまにスマートフォンをどういう形で使わせていますか。 6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　子ども専用 8.4 35.1 18.61

2　親との共有 91.6 65.0 81.39

6歳未満

(N=86)

6～12歳

(N=225)

全体

(N=311)

1　時代に乗り遅れないようにするため 4.7 8.9 7.7

2　子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 10.5 12.0 11.6

3　将来情報関連の仕事についてほしいから 3.5 0.9 1.6

4　子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 17.4 0.9 5.5

5　便利なアプリがあったから 16.3 6.7 9.3

6　教育用アプリを使わせたいから 18.6 6.2 9.7

7　持っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 11.6 16.9 15.4

8　子どもとの連絡に便利だから 32.6 73.3 62.1

9　子どもが使いたがったから 44.2 35.6 37.9

10　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 4.7 8.0 7.1

11　特に理由はない 7.0 4.0 4.8

6歳未満

(N=943)

6～12歳

(N=417)

全体

(N=1,360)

1　時代に乗り遅れないようにするため 2.9 7.4 4.3

2　子どもに情報機器を使いこなせるようになってほしいから 5.0 12.2 7.2

3　将来情報関連の仕事についてほしいから 0.1 1.4 0.5

4　子どもがスマートフォンに熱中してくれた方が子育てが楽だから 21.1 5.8 16.4

5　便利なアプリがあったから 25.5 21.8 24.3

6　教育用アプリを使わせたいから 15.7 16.3 15.9

7　使っている子どもが多く、自分の子どもが肩身の狭い思いをしないように 2.8 7.0 4.0

8　子どもが使いたがったから 63.6 75.5 67.3

9　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 7.1 8.2 7.4

10　特に理由はない 9.8 6.7 8.8

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　LINEでのコミュニケーション 8.1 29.9 16.5

2　Twitter、Facebook、Instagramを見る 2.5 6.5 4.1

3　Twitter、Facebook、Instagramに書き込む 1.2 2.5 1.7

4　YouTube、ニコニコ動画などで動画を見る 67.6 58.4 64.1

5　YouTube、ニコニコ動画などに動画を投稿する 1.6 1.7 1.6

6　ニコニコ生放送、ツイキャスなどでライブ動画を見る 0.9 1.1 1.0

7　ニコニコ生放送、ツイキャスなどにライブ配信する 0.3 0.2 0.2

8　ゲームをする 29.5 64.3 42.9

9　ニュースを読む 1.0 5.9 2.9

10　電子書籍、電子コミックを読む 0.9 4.2 2.2

11　SNOW,Camere360などで写真を撮影・加工する 7.1 11.7 8.9

12　学習アプリを利用する 13.8 15.1 14.3

13　モッピー、げん玉などのお小遣い稼ぎアプリを利用する 1.0 0.8 0.9

14　各種クーポンを入手する 0.9 1.7 1.2

15　その他（　　　　　　　　　　　　） 10.4 8.7 9.8

16　子どもがどんなサイトやアプリを使っているか分からない 4.4 1.6 3.3

Q3　お子さまにスマートフォンを使わせている理由を、次の中からお選びください。（いくつで

も）　※Q1=2限定

本調査（母親集計）

Q2　お子さまにスマートフォンを使わせている理由を、次の中からお選びください。（いくつで

も）　※Q1=1限定

Q4　お子さまがスマートフォンでほぼ毎日利用しているサイトやアプリの利用状況を、次の中

からお選びください。（いくつでも）
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　有害サイト・アプリ（ポルノ、犯罪、暴力、自殺、家出、薬物、

違法バイトなどに関するもの）の利用・閲覧
30.5 53.0 39.1

2　架空請求・不当請求の被害にあう 27.1 40.5 32.3

3　ネットで知りあった人と実際に会って被害にあう 17.7 28.4 21.8

4　ネット上で誹謗中傷などの被害にあう 13.6 28.0 19.2

5　「ながらスマホ」で事故にあう 15.7 23.8 18.8

6　いたずらや悪ふざけの画像・動画を投稿してしまう 12.9 21.2 16.1

7　自分から不用意にプライバシー情報を公開してしまう 19.1 31.3 23.8

8　他人にプライバシー情報をさらされる 12.1 23.4 16.4

9　著作権・肖像権侵害などの違法行為（違法ダウンロードなど） 8.3 13.1 10.1

10　使いすぎによる成績の低下 17.8 39.4 26.1

11　使いすぎによる心身への悪影響 56.6 54.5 55.8

12　使いすぎによる家族間のコミュニケーションの減少 28.1 27.4 27.8

13　使いすぎによる高額請求（架空／不当請求ではない） 14.4 22.9 17.7

14　ネット上の情報をなんでも信じてしまう 11.7 24.1 16.5

15　その他（　　　　　　　　　　　　） 3.8 1.4 2.9

16　今のところ心配していることはない 18.2 11.4 15.6

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　ネットを通じていろいろな人と知り合うことができ、ネットワークが広がる 5.8 5.0 5.5

2　友だちづくりが容易にできる 3.6 5.9 4.5

3　友だちとの関係が良くなる 5.6 9.7 7.2

4　悩みを相談できる相手ができる 3.8 2.2 3.2

5　ネット上で同じ趣味の友だちと知り合うようになる 4.2 4.8 4.4

6　家族との連絡が便利になる 28.9 47.4 36.0

7　家族と本音で話ができるようになる 2.2 3.1 2.6

8　ネットからさまざまな情報を得ることができる 34.5 42.5 37.6

9　情報活用力がつく 26.7 31.6 28.6

10　学習効果が上がる 12.7 12.8 12.8

11　自分の気持ちを積極的に表現できるようになる 4.4 4.8 4.6

12　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 1.9 0.9 1.6

13　メリットは特にない 29.5 16.2 24.4

Q5　お子さまの現在のスマートフォン利用について心配していることを次の中からお選びくださ

い。（いくつでも）

Q6　お子さまのネット活用で期待されるメリットは何だと思いますか。あてはまるものを次の中

からお選びください。（いくつでも）
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　分からないことをすぐにネットで調べる習慣がついた 8.7 33.0 18.0

2　ネットの情報に頼りきりになり自分で考えることをしなくなった 3.7 6.2 4.7

3　学習用サイトやアプリを利用することで勉強がはかどるようになった 4.6 6.5 5.3

4　娯楽目的に利用するばかりで勉強しなくなった 4.0 13.2 7.5

5　様々な情報に触れることで知識が増えた 14.2 19.0 16.0

6　様々な情報に触れることで視野が広がった 7.8 10.1 8.7

7　見る情報が偏りがちになった 4.9 7.3 5.8

8　知識やものの考え方が狭くなった 1.3 1.3 1.3

9　自ら情報発信することで自己表現に積極的になった 1.3 1.4 1.3

10　ネットを通じて新たな友だち関係が生まれた 1.0 2.3 1.5

11　既存の友だちとの関係がさらに深まった 1.6 7.6 3.9

12　ネットにのめり込みすぎて既存の友だちと疎遠になった 0.4 0.6 0.5

13　子どもの人間関係が見えにくくなった 1.1 1.7 1.3

14　家族間のコミュニケーションが増えた 2.7 9.8 5.5

15　家族間のコミュニケーションが減った 4.7 4.7 4.7

16　楽しそうにしていることが多くなった 18.4 15.6 17.3

17　使いすぎで健康が損なわれた（視力の悪化、運動不足など） 2.6 10.1 5.5

18　気持ちの落ち込みなど精神的に疲れるようになった 0.4 0.9 0.6

19　SNSで友達に気を使いすぎて疲れるようになった 1.0 0.6 0.8

20　睡眠時間の減少、昼夜逆転など生活習慣が乱れるようになった 3.2 6.2 4.4

21　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 1.7 1.4 1.6

22　特に変化はない 49.0 26.0 40.2

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　スマートフォン 98.4 97.2 97.9

2　携帯電話 3.6 6.7 4.8

3　タブレット端末 23.1 29.8 25.7

4　パソコン 33.9 54.5 41.8

5　携帯ゲーム機 10.2 15.6 12.3

6　据置き型ゲーム機 9.0 15.0 11.3

7　音楽プレイヤー 7.2 10.4 8.4

8　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 0.0 0.0 0.0

Q7　お子さまがスマートフォンを使い始めてから次のような変化はありましたか。あてはまるもの

をお選びください。（いくつでも）

Q8　あなたが使用している情報機器はどれですか。あてはまるものをお選びください。（いくつ

でも）
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6歳未満

(N=1,012)

6～12歳

(N=624)

全体

(N=1,636)

1　LINEでのコミュニケーション 84.7 82.9 84.0

2　Twitter、Facebook、Instagramを見る 58.1 38.3 50.6

3　Twitter、Facebook、Instagramに書き込む 15.3 10.4 13.5

4　YouTube、ニコニコ動画などで動画を見る 32.5 28.0 30.8

5　YouTube、ニコニコ動画などに動画を投稿する 1.4 1.3 1.3

6　ニコニコ生放送、ツイキャスなどでライブ動画を見る 1.7 1.4 1.6

7　ニコニコ生放送、ツイキャスなどにライブ配信する 0.5 0.3 0.4

8　ゲームをする 35.8 48.6 40.7

9　ニュースを読む 54.5 65.2 58.6

10　子育てサイトを見る 27.9 10.3 21.2

11　電子書籍、電子コミックを読む 11.1 14.4 12.4

12　SNOW,Camere360などで写真を撮影・加工する 7.4 6.3 7.0

13　学習アプリを利用する 2.3 2.6 2.4

14　モッピー、げん玉などのお小遣い稼ぎアプリを利用する 25.2 20.8 23.5

15　メルカリ、minneなどで副収入を得る 16.7 9.6 14.0

16　各種クーポンを入手する 15.9 20.7 17.7

17　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 1.0 0.8 0.9

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

有効だ側 79.7 85.2 81.8

有効ではない側 20.3 14.8 18.2

有効だ側 80.4 84.1 81.8

有効ではない側 19.6 15.9 18.2

有効だ側 58.2 54.4 56.7

有効ではない側 41.8 45.6 43.3

有効だ側 66.0 67.4 66.5

有効ではない側 34.0 32.6 33.5

有効だ側 91.2 91.0 91.1

有効ではない側 8.9 9.0 8.9

有効だ側 57.7 59.8 58.5

有効ではない側 42.3 40.2 41.5

有効だ側 73.8 80.8 76.5

有効ではない側 26.2 19.2 23.5

有効だ側 86.0 90.8 87.9

有効ではない側 14.0 9.2 12.2

有効だ側 79.5 87.2 82.5

有効ではない側 20.5 12.8 17.5

有効だ側 81.9 83.0 82.3

有効ではない側 18.1 17.0 17.7

有効だ側 72.7 71.5 72.2

有効ではない側 27.3 28.5 27.8

有効だ側 78.5 81.9 79.8

有効ではない側 21.5 18.1 20.2

有効だ側 80.8 82.7 81.5

有効ではない側 19.2 17.3 18.5

有効だ側 66.4 64.7 65.7

有効ではない側 33.6 35.4 34.3

有効だ側 54.6 57.9 55.9

有効ではない側 45.4 42.1 44.1

(13) ネットサービス事業者に利用時の被害を予防する仕組みの導

入を義務付ける法令の制定

(14) 一定の人しかネットを使えないようにする制度の導入（ネット

免許制など）

(15) 行政・企業などによる相談窓口の拡充

(8) 保護者のネット利用に関する知識の向上

(9) 保護者に対する情報モラル・情報活用教育

(10) 保護者間での子どものネット利用に関する情報の共有

(11) マスメディアによる情報モラルや情報活用に関する啓発

(12) 携帯電話販売会社の履行義務の徹底（フィルタリングサービ

スの説明など）

(3) 地域の有志・ボランティアによる情報モラル・情報活用教育

(4) ネット事業者やアプリの提供事業者による出前授業や教育用

アプリの配信、リーフレット、HPでの情報提供

(5) 親子間で約束事を作ること

(6) 上級生からのアドバイス

(7) フィルタリングやペアレンタルコントロールの利用

Q9　あなたがスマートフォンでほぼ毎日利用しているサイトやアプリの利用状況を、次の中か

らお選びください。（いくつでも）　※Q8=1限定

Q10　お子さまがスマートフォンを安全かつ適切に活用する力をつけるために次のことはどの程

度有効だと思われますか。それぞれについて選択肢の中から1つずつお選びください。

(1) 親による子どもへのインターネットリテラシー教育

(2) 学校による情報モラル・情報活用教育
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　フィルタリングを利用している 12.4 25.6 17.5

2　最初から利用するつもりはない 7.7 6.2 7.1

3　保護者名義で契約しているので利用していない 40.5 44.6 42.1

4　最初は利用していたが、解除した 0.3 1.7 0.8

5　利用しているかどうかわからない 5.0 5.9 5.3

6　フィルタリングが何なのかわからない 21.3 10.6 17.2

7　この中にあてはまるものはない 12.8 5.5 10.0

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　フィルタリングを設定している 11.0 18.2 13.8

2　フィルタリングを設定していない 29.5 30.8 30.0

3　設定したいが、やり方がわからない 3.3 6.9 4.7

4　設定しているかどうかわからない 7.3 9.4 8.1

5　Wi-Fiのフィルタリングが何なのかわからない 26.8 20.7 24.5

6　この中にあてはまるものはない 22.1 14.0 19.0

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　ネットは危険なので18歳になるまでフィルタリングは外さない 15.5 14.3 15.0

2　子どもを信頼しているのでフィルタリングは必要ない 3.0 7.0 4.6

3　フィルタリングをいつ外せばよいのか悩ましい 8.8 8.6 8.7

4　フィルタリングをかけていても危険は多い 41.9 48.4 44.4

4.2 4.4 4.3

6　フィルタリングをかけていれば安心だと思う 12.8 14.3 13.4

7　フィルタリングをかけていれば迷惑メールも来ないと思う 7.8 5.6 6.9

8　フィルタリングをかけていればウイルスにも感染しないと思う 5.8 3.6 5.0

9　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 1.6 1.9 1.7

10　特に考えていることはない 32.1 18.7 26.9

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　利用している 5.2 7.2 5.9

2　利用していない 28.7 34.1 30.8

3　ペアレンタルコントロールが何なのかわからない 66.2 58.7 63.3

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　親 97.0 96.1 96.7

2　子供 1.0 2.7 1.6

3　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 2.0 1.3 1.7

Q11　お子さまが使うスマートフォンでフィルタリングを利用していますか。次の中からあてはまる

ものをお選びください。（1つだけ）

Q12 お子さま用のスマートフォンに対して、家庭内のWi-Fiでフィルタリングを設定しています

か。次の中からあてはまるものをお選びください。（1つだけ）

Q13　フィルタリングについて、あなたの考えにあてはまるものをお選びください。（いくつでも）

Q14　お子さまが使うスマートフォンでペアレンタルコントロールの機能を利用していますか。次

の中からあてはまるものをお選びください。（1つだけ）

Q15　お子さまの使っているスマートフォンの名義は誰ですか。

※Q11=3の場合、選択肢2を非表示

5　フィルタリングをかけていると自分で情報を取捨選択する能力が育たないのではないかと思

う
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　利用時間を決めている
52.5 56.2 53.9

2　課金の上限を決めている
4.9 7.8 6.0

23.5 47.7 32.8

4　ネットの情報をむやみに信じない
7.9 23.1 13.7

8.0 21.3 13.1

6　有料のサイトやアプリを利用しない
22.2 59.4 36.5

7　スマートフォンのパスワードを保護者に教える
4.0 14.8 8.1

6.4 13.9 9.3

8.0 25.1 14.5

6.8 17.5 10.9

11　他人を傷つけるような書込みをしない
9.5 25.9 15.8

12　ネット上だけの友だちは作らない
6.1 16.0 9.9

13　自分の気持ちを伝えたいときは、直接会って話す
8.7 12.9 10.3

14　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
3.2 3.4 3.3

15　ルール作りや指導の必要を感じていない
4.9 1.4 3.5

16　必要性は感じているが、特にルール作りや指導はしていない
19.7 4.7 13.9

6歳未満

(N=776)

6～12歳

(N=603)

全体

(N=1,379)

1　ご自身が主に指導している 71.3 66.3 69.1

2　配偶者／パートナーが主に指導している 10.8 10.8 10.8

3　ご自身と配偶者／パートナーが同じくらい指導している 17.5 22.9 19.9

4　他の家族が主に指導している　(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　) 0.4 0.0 0.2

9　自分のプライバシーを守るための対処法（SNSの設定、むやみに自分の情報を公にしな

い、登録の必要なサイトは保護者の許可を得てから利用するなど）

10　他人のプライバシーを尊重する（他人の情報や写真を断わりなくSNSなどに載せないな

ど）

Q17　スマートフォンの使い方のことでお子さまに指導するのは主に誰の役割ですか。（1つだ

け）　※Q16＝1～14限定

Q16　スマートフォンの利用についてお子さまにはどのようにルール作りや指導をしていますか。

あてはまるものをお選びください。（いくつでも）

3　利用マナーの確認（食事中は使用しない、歩きスマホをしない、公共の場ではマナーモー

ドにすることなど）

5　ネット上の危険（有害情報、詐欺、誹謗中傷、いじめなど）に対する回避や対処の仕

方

8　著作権、肖像権などの法的権利を遵守する（違法ダウンロードをしない、使用許諾を得

るなど）
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　知識が乏しいため、何を指導したらいいかわからない 9.2 14.8 11.4

2　指導すべきことが多すぎて、何から始めてよいか分からない 10.3 11.4 10.7

3　指導のきっかけがつかめない 3.6 4.4 3.9

4　忙しくて指導する時間がない 4.7 5.3 4.9

5　指導しても実際に守られているか確認する方法がない 14.5 26.6 19.2

6　指導をしているが、聞いてくれない 10.2 13.7 11.6

7　子どもが指導に反していても、叱れない 2.1 1.6 1.9

8　学校の指導で十分であり、家庭で指導する必要はない 1.6 1.4 1.5

9　子どもは問題なくスマートフォンを使えているので、指導の必要はない 10.2 20.1 14.0

10　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 3.2 3.0 3.1

11　特に感じたことはない 45.5 25.9 37.9

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　毎月の利用明細をチェックしている 8.2 16.2 11.3

2　サイトの閲覧履歴をチェックしている 7.9 17.8 11.7

3　スマートフォンにどのようなアプリが入っているかチェックしている 11.8 30.2 18.9

4　LINEや他のSNSでどのようなメッセージをやり取りしているかチェックしている 3.8 16.4 8.6

5　可能な時はスマートフォンで何をしているか後ろから観察している 28.5 31.8 29.7

6　スマートフォン向けのウイルス対策ソフトを入れている 7.6 13.2 9.8

7　子どもが利用しているアプリを自分でも使っている 17.2 17.0 17.1

8　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 1.2 2.0 1.5

9　何もしていない 43.8 26.0 37.0

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1位 78.4 89.9 82.8

2位 1.4 1.4 1.4

3位 1.3 1.3 1.3

4位 1.9 0.6 1.4

利用していない 17.1 6.9 13.2

1位 3.6 2.7 3.2

2位 8.6 23.5 14.3

3位 8.3 14.8 10.8

4位 3.0 8.3 5.0

利用していない 76.6 50.8 66.7

1位 0.7 1.3 0.9

2位 2.4 5.6 3.7

3位 7.1 14.5 9.9

4位 12.2 27.0 17.8

利用していない 77.7 51.7 67.7

1位 1.2 0.5 0.9

2位 16.4 34.7 23.5

3位 6.8 22.7 12.9

4位 4.1 3.9 4.0

利用していない 71.5 38.2 58.7

(1) 対面

(2) LINE（LINE通話を除く）

Q19　お子さまのスマートフォン利用に関して、次のようなことをしていますか。あてはまるものを

いくつでもお選びください。（いくつでも）

Q20　あなたがお子さまとコミュニケーションを取る頻度の高いものから順番をつけてください。

(4) 電話（LINE通話を含む）

Q18　スマートフォンの使い方に関するお子さまへの指導について、感じていることを次の中か

らお選びください。（いくつでも）

(3) メール
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

あてはまる側 93.5 91.9 92.9

あてはまらない側 6.5 8.1 7.1

あてはまる側 94.0 93.3 93.7

あてはまらない側 6.0 6.7 6.3

あてはまる側 70.7 78.2 73.6

あてはまらない側 29.3 21.8 26.4

あてはまる側 57.8 61.5 59.2

あてはまらない側 42.2 38.5 40.8

あてはまる側 67.3 81.0 72.6

あてはまらない側 32.7 19.0 27.4

あてはまる側 93.8 89.7 92.2

あてはまらない側 6.2 10.3 7.8

あてはまる側 92.7 91.1 92.1

あてはまらない側 7.3 8.9 7.9

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

5.3 7.0 6.0

2　架空請求・不当請求を受ける 5.4 4.7 5.2

3　使いすぎによる高額請求を受ける（架空請求・不当請求ではない） 3.2 3.3 3.2

4　ネット上で言い争いや誹謗中傷などにあう 2.0 2.8 2.3

5  いたずらや悪ふざけの画像・動画を投稿する 1.2 1.7 1.4

6  自分から不用意にプライバシー情報を公開してしまう 1.9 2.5 2.1

7  他人にプライバシー情報をさらされる 0.9 1.3 1.0

8　違法にアップロードされた動画や音楽をダウンロードした 1.0 0.8 0.9

9　知らない人からメールやメッセージがきた 7.2 11.8 9.0

10　ネットの書き込みの削除ができなかった 0.3 0.2 0.2

11　上記の被害にあったことはない 72.2 70.3 71.5

12　把握していない 11.0 4.2 8.4

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　配偶者／パートナーに相談する 52.1 57.9 54.3

2　友人・知人に尋ねる 25.0 29.4 26.7

3　ネット上の記事を見る 15.2 19.2 16.7

4　ネット掲示板やQ&Aサイトで尋ねる 6.7 7.2 6.9

5　機器メーカーやネット事業者の相談窓口で相談する 3.1 5.0 3.8

6　ネットのトラブルに詳しい専門家に相談する 3.7 4.7 4.1

7　自治体の相談窓口で相談する 4.3 3.3 3.9

8　学校で相談する 4.0 6.5 5.0

9　警察で相談する 6.6 4.1 5.6

10　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 2.1 2.0 2.1

11　分からなくても情報を得ようとはしない 3.2 1.3 2.5

12　独力で対処できているため、情報を得る必要はない 24.3 15.6 21.0

(1) 子どもと話をするのが好きである

(2) 家庭内でよくコミュニケーションをとっている

Q21　お子さまとの関係についてどのようにお考えですか。次のそれぞれについてどの程度あて

はまるかお選びください。（1つずつ）

(3) 子どもと意見が異なるときはお互いが納得いくまで話し合う

1　有害サイト・アプリ（ポルノ、犯罪、暴力、自殺、家出、薬物、違法バイトなどに関するも

Q23　スマートフォンに関して、お子さまの相談に一人で対処できない時どのようにしています

か。次の中からあてはまるものをお選びください。（いくつでも）

Q22　お子さまがスマートフォンを利用する中で、次のような経験をされたことがありますか。あ

なたが把握している限りで結構ですので、あてはまるものをお選びください。（いくつでも）

(4) 子どもをほめるより叱ることの方が多い

(5) 子どもの欠点がどうしても目についてしまう

(6) 自分は子どもから頼りにされている

(7) 自分は子どもから好かれている
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

あてはまる系 89.2 91.3 90.0

あてはまらない系 10.8 8.7 10.0

あてはまる系 51.5 44.9 49.0

あてはまらない系 48.5 55.2 51.1

あてはまる系 57.1 61.7 58.9

あてはまらない系 42.9 38.3 41.1

あてはまる系 43.2 44.4 43.7

あてはまらない系 56.8 55.6 56.3

あてはまる系 81.0 82.2 81.5

あてはまらない系 19.0 17.8 18.5

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　新しい技術の開発 37.6 43.3 39.8

2　新しい製品の開発 27.8 27.3 27.6

3　新しいサービスの開発 32.3 34.9 33.3

4　情報の有効活用 32.8 43.8 37.0

5　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 0.2 0.2 0.2

6　特に期待していない 29.5 23.1 27.1

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　情報活用能力 49.1 57.8 52.4

2　情報機器などを操作する能力 32.7 41.1 35.9

3　情報収集能力 41.8 46.3 43.5

4　コミュニケーション力 77.8 80.5 78.8

5　協調性 58.5 62.3 60.0

6　リーダーシップ 22.8 28.4 25.0

7　社会貢献する力 27.7 32.2 29.4

8　問題解決力 53.6 65.7 58.3

9　創造力 49.7 52.3 50.7

10　困難な状況を乗り越える力 59.6 69.2 63.3

11　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 0.2 0.0 0.1

12　特に考えていない 8.1 4.2 6.6

Q25　子どもは未来の情報社会の担い手として期待されていますが、あなたは具体的にどうい

うことを期待していますか。次の中からあてはまるものをお選びください。（いくつでも）

(2) 自分の配偶者／パートナーの、子どもへの情報機器の使わせ

方に不安がある

(3) 私は情報モラルに関する知識がある

(4) 私は情報活用に関する知識がある

(5) ごく小さい時から子供がスマートフォンを使うことに不安がある

(1) 子どもがスマートフォンを利用する中でトラブルを抱えているとした

ら、それは保護者の責任である

Q26　将来の情報社会に向けて、お子さまにはどのようなスキルを身につけてほしいですか。

次の中からあてはまるものをお選びください。（いくつでも）

Q24　家庭での指導・教育についてどのようにお考えですか。次のそれぞれについてあてはまる

ものをお選びください。（1つずつ）
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

87.8 91.7 89.3

83.5 89.9 85.9

3　他人のプライバシーを尊重している
94.1 96.3 94.9

4　他人を傷つけるような書込みをしない
95.1 98.3 96.4

5　ネット上での保護者同士のトラブルを経験した
8.0 8.3 8.1

6　ネット上の誹謗中傷を経験した
13.7 8.9 11.9

7　家事や仕事の最中でもスマートフォンを使ってしまう
75.7 65.3 71.7

8　子どもとのコミュニケーションよりもスマートフォンの使用を優先したことがある
61.2 48.8 56.4

9　子どもをあやすためにスマートフォンをよく使う
54.9 23.8 43.0

84.0 87.5 85.3

59.7 68.7 63.1

12　SNSを利用する際は状況に応じて公開範囲の設定を変えている
79.5 78.2 79.0

13　インターネットに関する法律や条令に触れないように気を付けている
87.3 91.4 88.9

72.0 83.2 76.3

15　公共の場でスマートフォンを利用する際はマナーに気を付けている
94.9 95.3 95.0

16　インターネット、スマートフォンに依存しないように気を付けている
76.5 83.5 79.2

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

29.0 13.7 23.1

36.5 24.0 31.7

3　話題のアプリなどをネットやスマホで家族と楽しむことがある 68.1 66.5 67.5

4　インターネットで知り合い、ネット上でしか会話したことがない友達がいる 26.7 19.5 23.9

5　インターネットで初めて知り合った相手と実際に会ったことがある 36.2 22.6 30.9

6　歩きながら、「ながらスマホ」をしたことがある 78.5 69.2 74.9

7　ネットで副収入を得たことがある 60.2 52.8 57.3

8　保護者同士のLINEなどのSNSのやりとりを面倒と感じることがあ

る

63.0 68.4 65.1

9　家族に隠れてスマホを利用したことがある 23.4 17.6 21.2

14　ウイルスに感染したり、違法アプリに引っかからないようにセキュリティには気を付けている

Q27　あなた自身についてお尋ねします。それぞれについて「はい」か「いいえ」でお答えくださ

い。　※「はい」の数値

1　著作権を遵守している（著作者に使用許諾を得る、違法ダウンロードをしないなど）

2　肖像権を遵守している（他人の写真をSNSに掲載するときは許諾を得る、子どもの写真

をアップしないなど）

10　ネット上のサービスのパスワードやIDは、他人に知られぬようきちんと管理している

11　自分や家族の写真を載せる時は、本人が分からないように画像加工などの工夫をして

いる

Q28　ご自身がネットを使っていて経験したことを教えてください。　※「はい」の数値

1　ネットに自画撮り画像を載せたことがある

2　子どもなど家族の写真を本人に相談せずネットに載せたことがある
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6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　200万円未満 5.3 5.3 5.3

2　200万円以上～400万円未満 24.2 12.6 19.8

3　400万円以上～600万円未満 29.8 27.9 29.1

4　600万円以上～800万円未満 15.9 20.6 17.7

5　800万円以上～1,000万円未満 5.1 9.0 6.6

6　1,000万円以上～1,200万円未満 3.2 5.6 4.1

7　1,200万円以上～1,400万円未満 0.9 2.0 1.3

8　1,400万円以上 0.4 0.9 0.6

9　わからない/答えたくない 15.2 16.0 15.5

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　中学卒 4.2 3.4 3.9

2　高校卒 30.2 28.7 29.6

3　短大・高専・専門学校卒 36.6 43.5 39.3

4　大学卒 28.1 23.1 26.2

5　大学院卒 0.9 1.4 1.1

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

1　雇用者（フルタイム） 16.2 17.1 16.6

2　雇用者（パートタイム・アルバイト） 22.3 43.2 30.3

3　自営業・自由業 1.5 2.5 1.9

4　専業主婦・主夫 58.6 35.8 49.9

5　学生 0.2 0.0 0.1

6　無職 0.8 0.9 0.8

7　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0.5 0.5 0.5

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

あり 93.9 90.3 92.5

なし 6.1 9.7 7.5

6歳未満

(N=1,029)

6～12歳

(N=642)

全体

(N=1,671)

男性 44.7 43.8 44.3

女性 55.3 56.2 55.7

Q33　一番小さいお子さまの性別をお答えください。

Q30　あなたの最終学歴を次の中からお選びください。学生の方は現在在学中の学歴をお

答えください。（1つだけ）

Q31　あなたの現在の働き方を次の中からお選びください。（1つだけ）

Q32　配偶者／パートナーの有無をお答えください。

Q29　あなたのご家庭の世帯年収を次の中からお選びください。（1つだけ）
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